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素
化
法
に
よ
る
裁
判
所
の
督
促
手
続
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対
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促
手
続
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特
別
要
件

同
反
対
給
付
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こ
と

開
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の
送
達
方
法
の
必
要
が
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い
こ
と
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申
立
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陳
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申
立
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立
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中
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促
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の
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付
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決
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定
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決
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7
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申
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立
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申
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申
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後
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〕

〔
国
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2 3 
ま
え
が
き

一
九
七
五
年
に
は
、
〈
商
)
ベ
ル
リ
ン
を
含
む
連
邦
共
和
国
の
区
裁

判
所
は
、
五

O-O万
件
近
い
督
促
事
件
(
精
確
に
は
、
四
、
九
二
ハ
、
一

四
一
一
件
〉
を
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
一
九

七
五
年
に
第
一
審
裁
判
所
に
よ
っ
て
完
結
さ
れ
た
約
六
二

O
、
0
0
0件

の
通
常
の
民
事
訴
訟
に
お
い
て
の
み
、
督
促
手
続
が
先
行
し
た
に
す
ぎ
な

か
っ
た
。
そ
れ
故
、
督
促
手
続
は
、
全
督
促
事
件
の
一
二
・
六
パ
ー
セ
ン

ト
だ
け
が
、
争
訟
の
完
結
に
至
ら
ず
、
|
|
呉
議
又
は
故
障
申
立
の
後
に

l
l
g争
訟
的
民
事
訴
訟
に
移
行
し
た
。
こ
れ
ら
の
数
字
は
、
民
事
司
法
に

お
い
て
、
裁
判
所
の
督
促
手
続
に
は
ど
う
い
う
特
別
の
意
義
が
あ
る
か
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。

裁
判
所
の
督
促
手
続
が
有
す
る
こ
の
重
要
な
機
穏
に
直
面
し
て
、
一
九

七
七
年
七
月
一
日
に
簡
素
化
法
に
よ
っ
て
民
訴
六
八
八
条
以
下
が
経
た
包

括
的
変
更
が
、
こ
の
入
門
書
を
書
く
直
接
の
き
っ
か
け
を
与
え
た
。
本
書

は
、
こ
の
民
事
訴
訟
法
の
特
別
の
手
続
態
様
に
お
い
て
支
払
請
求
権
を
迅



速
に
立
大
し
た
出
費
を
せ
ず
に
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
新
た
な
権
利

特
に
新
た
な
用
紙
を
も
理
解
す
る
た
め
の
手
助
を
す
る
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、

債
務
者
の
地
位
も
考
慮
し
た
上
で
の
こ
と
で
あ
る
が
。

手
続
を
よ
り
理
解
し
や
す
く
す
る
た
め
に
、
注
釈
審
の
方
式
に
従
っ
て

規
定
を
条
文
の
煩
に
説
明
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
こ
の
入

門
書
は
、
，
i
l段
階
毎
に

l
l手
続
経
過
を
追
っ
て
行
っ
て
い
る
。
そ
れ

に
よ
っ
て
本
書
は
、
民
事
訴
訟
法
の
|
|
法
技
術
的
に
付
け
ら
れ
た
に
す

ぎ
な
い
種
々
の
条
件
付
の
|
|
異
な
っ
た
体
系
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
こ

と
な
く
、
規
定
を
機
能
的
に
関
連
づ
け
て
叙
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
民

訴
六
八
八
条
以
下
の
関
係
規
定
の
と
こ
ろ
に
あ
る
頭
注
番
号
の
指
摘
に
よ

っ
て
、
法
文
説
明
の
途
を
開
い
て
い
る
。

本
書
は
、
産
業
・
商
業
・
工
業
又
は
手
工
業
に
お
い
て
で
あ
れ
、
私
人

例
え
ば
中
古
車
の
売
主
と
し
て
又
は
貸
主
と
し
て
で
あ
れ
、
債
権
者
と
し

て
債
務
者
に
対
し
て
督
促
手
続
を
退
行
す
る
気
の
あ
る
全
て
の
人
向
け
で

あ
る
。
更
に
本
書
は
、
弁
護
士
の
た
め
の
、
特
に
督
促
事
件
を
委
任
さ
れ

た
が
法
学
の
教
育
を
受
け
て
い
な
い
協
力
者
の
た
め
の
参
考
書
と
し
て
役

に
立
つ
は
ず
で
あ
る
。
区
裁
判
所
で
替
促
手
続
を
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
司
法
補
助
官
に
と
っ
て
も
勿
論
役
に
立
つ
。

実
務
の
入
門
書
と
し
て
、
学
問
的
叙
述
は
意
識
し
て
断
念
し
て
い
る
。
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れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
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l
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誌
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論
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外
に
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訴
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も
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要
な
注
釈
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え
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そ
の
際
の
説
明
は
、
個
別
事
例
に
お
い
て
支

配
的
な
又
は
全
く
有
力
な
見
解
に
従
っ
て
い
る
。
例
外
的
な
意
見
は
無
視

し
て
い
る
。
た
だ
、
本
書
は
、
裁
判
所
の
督
促
手
続
全
体
の
全
く
確
実
な

案
内
書
と
い
う
使
命
を
全
う
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。

一
九
七
七
年
九
月
、
ゲ
ル

P
ン
ゲ
ン
・
シ
ラ
l

へ
1
z
に
て

法
学
博
士
ゲ
オ
ル
グ
・
ホ
ル
ヒ

A 

督
促
手
続
の
概
要

11 

門

1
〕
裁
判
所
の
督
促
手
続
は
、
民
事
訴
訟
法
の
六
八
八
条
な
い
し
七

O
三
条
d
に
定
め
ら
れ
て
い
る
ハ
付
録
1
参
照
〉
。
法
律
は
、
そ
れ
に
よ
っ

て
特
別
の
訴
訟
態
様
を
用
立
て
た
。
特
別
の
訴
訟
態
様
は
、
債
権
者
が
迅

速
に
旦
大
し
た
出
費
を
せ
ず
に
支
払
請
求
権
を
実
現
す
る
の
を
助
け
、
あ

る
い
は
、
確
定
し
た
執
行
名
義
を
作
り
出
す
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
呂
的
は
、
債
務
者
が
、
督
促
手
続
が
準
備
し
て
い

る
法
的
救
済
手
段
を
利
用
し
な
い
場
合
に
の
み
達
成
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
督
促
手
続
が
原
則
と
し
て
問
題
に
な
る
の

は
、
債
務
者
が
支
払
義
務
を
根
本
に
お
い
て
争
う
の
で
は
な
く
、
支
払
準

備
又
は
支
払
能
力
が
な
く
て
特
に
時
間
的
余
裕
が
欲
し
く
て
支
払
義
務
を

果
さ
な
い
に
す
ぎ
な
い
場
合
だ
け
で
あ
る
。
債
務
者
が
支
払
義
務
を
争

う
、
と
い
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
場
合
に
は
、
ま
ず
も
っ
て
請
求
権
を
督

促
手
続
で
追
求
す
べ
き
で
は
な
い
。
こ
う
い
う
場
合
に
は
む
し
ろ
、
債
権

者
は
、
直
ち
に
争
訟
手
続
で
訴
を
提
起
す
る
で
あ
ろ
う
。
督
促
手
続
を
選

ぶ
か
争
訟
的
民
事
訴
訟
の
訴
を
選
ぶ
か
は
、
債
権
者
の
自
由
で
あ
る
。

。
。
。
諸
国

anv-U思
想
門
戸
n
z
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富
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含
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z
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〔

2
〕
督
促
手
続
は
専
ら
謬
商
で
な
さ
れ
、
口
頭
弁
論
は
許
き
れ
な

い
。
申
立
及
び
陳
述
の
た
め
に
は
、
債
権
者
は
特
定
の
用
紙
を
使
用
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
督
促
手
続
に
お
い
て
は
、
法
律
上
、
債
権
者
は
「
申

立
人
(
〉
ロ
可
諸
国
E
S
6
」
と
表
現
さ
れ
、
債
務
者
は
「
申
立
の
相
手
方

(KFEE官
官
同
H
M
O

吋
ど
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
訴
訟
態
様
を
「
督
促
手

続
(
沼
田
V
ロ
4
0
民
国
有
即
位
ど
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
手
続
に
お

け
る
督
促
決
定
の
送
達
が
私
法
上
の
催
告
と
同
等
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
(
民
法
二
八
四
条
一
項
第
二
文
〉
。

〔

3
〕
督
促
手
続
の
経
過
を
示
す
と
、
大
体
に
お
い
て
次
の
よ
う
で
あ

る
。
請
求
権
だ
け
を
表
示
し
た
債
権
者
の
書
面
に
よ
る
申
立
に
基
づ
い

て
、
裁
判
所
は
、
債
務
者
を
審
尋
せ
ず
に
、
要
求
さ
れ
た
給
付
に
関
す
る

督
促
決
定
を
発
す
る
。
債
務
者
が
二
週
間
内
に
督
促
決
定
に
対
し
て
異
議

を
申
し
立
て
る
と
、
督
促
手
続
は
争
訟
手
続
に
移
行
す
る
。
異
議
が
な
け
ロ

れ
ば
、
裁
判
所
は
、
債
権
者
の
申
立
に
よ
り
、
執
行
決
定
を
発
す
る
。
執

行
決
定
に
対
し
て
は
、
債
務
者
は
更
に
二
週
間
内
に
故
障
申
立
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
故
障
申
立
が
あ
る
と
、
異
議
と
同
様
、
争
訟
手
続
に
移

行
す
る
。
債
務
者
が
故
障
申
立
を
し
な
い
場
合
に
は
、
執
行
決
定
は
確
定

す
る
。
債
権
者
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
執
行
名
義
を
有
し
、
そ
の
執
行
名
義

に
基
づ
い
て
債
務
者
に
対
し
て
強
制
執
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
督
促

手
続
に
お
い
て
裁
判
所
が
債
権
者
の
請
求
権
に
関
し
て
口
頭
に
よ
る
弁
論

も
せ
ず
証
拠
も
調
べ
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
、
債
務
者
が
二
度
1
1異
議

に
よ
っ
て
及
び
故
障
申
立
に
よ
っ
て

l
l争
訟
手
続
で
裁
判
所
に
よ
る
請

求
権
の
審
理
を
強
い
る
可
能
性
を
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
償
わ

四
)¥ 

れ
る
。
督
促
手
続
は
、
問
時
議
又
は
故
障
申
立
後
に
争
訟
の
移
行
さ
れ
る
裁

判
所
に
よ
る
記
録
の
受
領
に
よ
っ
て
終
了
す
る
。

B 

簡
素
化
法
に
よ
る
変
更

13 

〔
4
〕

I 

改
正
の
目
的

一
九
七
七
年
七
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
一
九
七
六
年
二
一
月
三
日
ハ
連

邦
法
律
官
報
第
一
部
ゴ
三
八
一
一
良
)
の
裁
判
所
の
手
続
の
簡
素
化
及
び
促

進
の
た
め
の
法
律
(
簡
素
化
法
〉
は
、
督
促
手
続
の
基
本
構
造
に
は
触
れ

な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
簡
素
化
法
は
、
多
く
の
重
要
な
点
で
手
続
を
変
更

し
、
督
促
手
続
に
関
す
る
規
定
を
一
括
し
て
新
た
に
定
め
た
。
政
府
草
案

理
由
書
に
よ
れ
ば
、
督
促
手
続
の
改
正
に
際
し
て
筒
素
化
法
が
追
求
し
た

目
的
は
、
次
の
一
一
一
つ
で
あ
る
。

i
l
l
こ
れ
ま
で
手
続
の
番
商
主
義
と
短
か
す
ぎ
る
期
間
に
よ
っ
て
不
当
面
式

求
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
被
請
求
当
事
者
の
保
護
を
よ
り
一
層
は

か
る
こ
と
。

1
1
1自
動
情
報
処
理
装
置
に
よ
る
督
促
手
続
の
取
扱
い
の
た
め
の
法
的
基

礎
立
創
造
す
る
こ
と
。

ー
!
従
来
の
取
扱
い
に
際
し
て
も
、
督
促
手
続
を
合
理
化
し
、
し
た
が
っ

て
手
続
経
過
を
促
進
す
る
こ
と
。

門

5
〕

立

最
も
重
要
な
変
更

新
た
な
表
現



こ
れ
ま
で
の
「
支
払
命
令
笥
島
田
ロ
訪
問
田
宮
崎
町
宮
〉
」
及
び
「
執
行
命
令

〈
J1az可
m
n
wロ
ロ
岡
田
宮
崎
町
医
ど
と
い
う
表
現
が
、
「
督
促
決
定

2
P
Z
H
a

Z
R
E広
)
」
及
び
「
執
行
決
定
〈
〈
念
日
由
可
申
n
w
z
D宮

Z
R
Z法
ど

と
い
う
表
現
に
代
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
確
か
に
私
法
上
の
催
告

だ
け
が
問
題
な
の
で
は
な
い
が
、
請
求
権
に
関
す
る
裁
判
官
の
裁
判
も
な

さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
補

足
す
れ
ば
、
主
張
さ
れ
た
請
求
権
が
申
立
人
に
属
す
る
か
ど
う
か
を
裁
M

判
所
が
審
理
し
な
か
っ
た
と
い
う
督
促
決
定
に
お
け
る
指
摘
に
よ
っ
て
明

ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
「
債
権
者
(
色
回
答
日
情
。
吋
〉
」
及
び
「
債
務
者

(
ω
n
V
H
H
5
5吋
〉
」
と
い
う
表
現
も
、
「
申
立
人
〈
〉
HM符世間叫帥件。口四円〉」

及
び
「
申
立
の
相
手
方

(
k
r
E
B官
官
拘

g吋
〉
」
と
い
う
中
立
的
表
現
に

さ
れ
て
い
る
。
督
促
手
続
を
開
始
す
る
「
請
願
ハ
-
の
2
5
V〉
」
は
、
よ
り

新
し
い
術
語
に
よ
れ
ば
「
申
立
(
〉
民
話
拘
)
」
を
意
味
す
る
。

門戸
O

〕

2

機
械
処
理

今
や
法
律
は
、
明
確
に
督
促
手
続
の
機
械
処
理
を
認
め
て
お
り
、
電
子

計
算
機
に
よ
る
合
理
的
処
理
に
必
須
の
又
は
勿
論
議
ま
し
い
若
干
の
規
整

を
設
け
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
切
換
の
た
め
の
下
準
備
が
未
だ
終
了
し
て

い
な
い
故
に
、
当
分
の
問
、
督
促
手
続
は
、
全
て
の
裁
判
所
で
な
お
従
来

の
方
法
で
処
理
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
書
は
、
機
械
処
獲
さ
れ
な
い

手
続
の
叙
述
に
限
定
し
、
将
来
の
電
子
計
算
機
に
よ
る
処
理
(
こ
れ
に
つ

い
て
は
門
間
〕
以
下
参
照
)
に
つ
い
て
は
簡
単
に
眺
め
る
だ
け
で
満
足
す

る
こ
と
に
な
る
。

〔7〕

3

統
一
用
紙

簡
素
化
法
は
、
連
邦
司
法
大
臣
に
、
法
規
命
令
に
よ
っ
て
連
邦
統
一
用

紙
を
導
入
す
る
権
限
を
与
え
た
。
そ
の
よ
う
な
用
紙
に
よ
っ
て
の
み
、
督

促
手
続
の
機
械
処
理
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
旧
来
通
り
の
手
続
に
よ

る
場
合
に
も
、
統
一
用
紙
は
、
督
促
事
件
の
合
理
的
処
理
を
可
能
に
す

る
。
こ
れ
ま
で
は
、
一
九
七
七
年
五
月
六
日
の
督
促
手
続
の
た
め
の
用
紙

導
入
施
行
令
(
連
邦
法
律
官
報
第
一
部
六
九
三
頁
〉
に
よ
る
授
権
が
利

用
さ
れ
た
。
右
施
行
令
は
、
簡
素
化
法
と
同
時
に
一
九
七
七
年
七
月
一
日

施
行
さ
れ
た
。
施
行
令
は
、
督
促
手
続
の
非
機
械
処
理
の
た
め
の
用
紙
の

導
入
だ
け
に
制
制
限
し
て
い
る
(
価
別
的
に
は
〔
山
口
〕
以
下
参
照
〉
。

〔
8
〕

4

管
轄
規
定

従
来
の
法
に
よ
れ
ば
、
督
促
手
続
に
つ
い
て
は
通
例
、
債
務
者
が
普
通

裁
判
籍
を
有
し
て
い
る
区
裁
判
所
、
つ
ま
り
、
債
務
者
の
住
所
又
は
|
|

法
人
の
場
合
に
は
1

1
所
在
地
を
管
轄
す
る
区
裁
判
所
が
土
地
管
轄
を
有

し
て
い
た
。
更
に
、
明
示
的
に
且
蓄
預
で
合
意
す
れ
ば
、
他
の
区
裁
判
所

に
督
促
手
続
の
静
岡
轄
権
あ
り
と
定
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
に
対
し
お

て
、
一
九
七
七
年
七
月
一
日
以
降
は
、
申
立
人
が
普
通
裁
判
籍
を
有
す
る

区
裁
判
所
が
、
督
促
手
続
に
つ
い
て
専
属
管
轄
権
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
規
定
は
、
機
械
処
理
に
際
し
て
申
立
人
が
自
分
の
電
子
計
算
機
に
よ

っ
て
情
報
搬
送
交
換
の
方
法
で
督
促
申
立
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
の

前
提
条
件
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
申
立
人
は
、
た
っ
た
一
つ
の
裁
判
所
に

。
。
。
吋
何
回
OH口
y
。
曲
目
問
。
吋
山
口
伊
豆
各
自
営
戸
HMロ
4
由
民
胆
同
月
OHHH回目
n
v
a
o円
〈
O
B宮崎伺
n
vロロ問曲目
0
4
m
H
H
P
E叶∞・

四
九



督
促
申
立
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
申
立
の
相
手
方
は
、
こ
の
韓
国
籍
規
定
に

よ
っ
て
不
利
益
を
受
け
な
い
。
督
促
手
続
は
、
書
面
に
よ
っ
て
の
み
遂
行

さ
れ
る
。
申
立
の
相
手
方
の
異
議
又
は
故
障
申
立
に
基
づ
い
て
、
争
訟
は
、

申
立
の
相
手
方
が
普
通
裁
判
籍
を
有
す
る
裁
判
所
に
移
行
さ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
申
立
の
相
手
方
は
、
遠
方
に
あ

る
裁
判
所
へ
出
掛
け
る
必
要
は
な
い
し
、
そ
こ
の
弁
護
士
に
代
理
を
頼
む

必
要
も
な
い
。

〔

9
〕

5

鯖
求
権
の
理
由
づ
け
不
要

従
来
の
法
に
よ
れ
ば
、
主
張
さ
れ
た
請
求
権
は
少
な
く
と
も
簡
潔
に
理

由
づ
け
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
、
現
在
で
は
、
当
事
者
間
に
存
在
す
る
か

も
知
れ
な
い
別
の
請
求
権
と
区
別
し
う
る
程
度
に
十
分
に
請
求
権
を
表
示

す
れ
ば
よ
い
。
請
求
権
の
単
な
る
表
示
と
と
も
に
、
要
求
さ
れ
た
給
付
の

記
載
に
限
定
す
る
こ
と
は
、
督
促
事
件
の
機
械
処
理
に
と
っ
て
必
要
で
あ

る
。
主
張
さ
れ
た
請
求
権
の
有
理
性
が
理
由
づ
け
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
か

ど
う
か
の
調
査
は
、
こ
の
処
理
に
際
し
て
は
、
、
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
。

門川口

S

異
議
及
び
故
障
申
立
の
期
間

督
促
決
定
に
対
す
る
異
議
及
び
執
行
決
定
に
対
す
る
故
障
申
立
の
期
間

は
、
二
週
間
に
統
一
さ
れ
て
い
る
。
従
来
の
期
間

i
i原
則
と
し
て
一
週

間
、
管
轄
区
域
内
の
送
達
の
場
合
に
は
三
目
、
大
市
及
び
小
市
事
件
並
び

に
手
形
事
件
に
お
い
て
は
二
四
時
間
ー
ー
は
、
も
短
か
す
ぎ
る
こ
と
が
判
明

し
た
。
す
な
わ
ち
、
申
立
の
相
手
方
は
、
通
常
は
、
主
張
さ
れ
た
請
求
権

五
O 

を
ゆ
っ
く
り
と
調
査
し
、
必
要
な
ら
ば
弁
護
士
と
協
議
す
る
と
い
う
可
飽

性
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

〔

口

〕

T

・
申
立
の
併
合
祭
止

従
来
の
法
に
よ
れ
ば
、
裁
判
所
は
、
執
行
命
令
の
発
付
を
求
め
る
申
立

を
督
促
請
願
と
同
時
に
な
す
こ
と
を
主
と
し
て
認
め
て
い
た
の
に
、
今
時

ゃ
、
そ
の
よ
う
な
申
立
の
併
合
は
明
確
に
排
斥
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
執
行
決
定
の
発
付
を
求
め
る
申
立
は
、
異
議
申
立
経
過
前
に
は
、

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
申
立
人
は
、
督
促
決
定
に
基
づ
い
て
支
払
が
な

さ
れ
た
か
ど
う
か
、
そ
し
て
、
ど
の
支
払
が
な
さ
れ
た
か
を
同
時
に
陳
述

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
、
申
立
人
は
、
申
立
の
相

手
方
が
そ
の
聞
に
支
払
わ
な
か
っ
た
か
ど
う
か
を
調
査
で
き
る
こ
と
に
な

る
。
そ
の
結
果
、
申
立
の
相
手
方
は
、
そ
れ
以
上
の
不
当
な
要
求
か
ら
保

護
さ
れ
る
。

C 

督
促
手
続
各
論
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〔

ロ

〕

督
促
手
続
の
要
件

I 

-
督
促
手
続
の
対
象

督
促
手
続
に
お
い
て
は
、
内
国
通
貨
す
な
わ
ち
ド
イ
ツ
・
マ
ル
グ
で
の

一
定
の
金
額
の
支
払
に
向
け
ら
れ
た
請
求
権
し
か
主
張
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
(
民
訴
六
八
八
条
一
項
)
。
外
国
通
貨
で
の
金
銭
債
権
に
関
す
る
請

求
権
及
び
他
の
給
付
を
対
象
と
す
る
請
求
権
は
、
訴
の
方
法
で
争
訟
手
続



に
お
い
て
貫
徹
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
外
国
通
貨
で
の
一
定
の
金
額
の

支
払
に
向
げ
て
申
立
を
な
し
う
る
の
は
、
例
外
の
場
合
だ
け
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
民
事
及
び
商
事
事
件
に
お
け
る
裁
判
管
轄
及
び
裁
判
所
の
裁
判

の
執
行
に
関
す
る
協
定
の
締
結
国
に
お
い
て
督
促
決
定
を
送
達
す
べ
き
場

合
だ
け
で
あ
る
(
民
訴
六
八
八
条
一
ニ
項
第
一
一
文
c

こ
れ
に
つ
い
て
は
〔
問
〕

参
照
〉
。

門
口
〕
督
促
決
定
に
お
い
て
債
務
者
に
対
し
て
は
二
週
間
の
短
い
呉
議

期
間
内
に
履
行
が
命
ぜ
ら
れ
る
故
に
、
請
求
権
は
、
停
止
条
件
付
で
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
し
、
遅
く
と
も
異
議
期
間
内
に
履
行
燃
が
到
来
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

門
日
〕
金
銭
債
権
が
証
書
・
手
形
又
は
小
切
手
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
場

合
に
は
、
特
別
の
証
書
・
手
形
又
は
小
切
手
督
促
手
続
に
お
い
て
も
主
張

す
る
こ
と
が
で
き
る
(
民
訴
七

O
一ニ条

a
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
〔
邸
〕
以
下

参
照
〉
。

〔時〕

2

督
促
手
続
の
特
別
婆
件

同
反
対
給
付
を
条
件
と
し
な
い
こ
と

請
求
権
の
主
張
が
、
未
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
反
対
給
付
に
依
存
し
て
い

る
場
合
に
は
、
督
促
手
続
は
許
さ
れ
な
い
(
民
訴
六
八
八
条
二
項
前
段
)
。

そ
れ
故
、
債
権
者
の
請
求
権
は
、
緩
行
期
前
に
又
は
請
求
権
と
同
時
履
行
"

で
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
反
対
給
付
に
依
存
し
て
い
て
は
な
ら
な

い
。
契
約
上
の
合
意
に
よ
っ
て
債
務
者
に
先
払
の
義
務
が
な
か
っ
た
場
合

に
は
、
債
権
者
は
、
自
分
の
給
付
を
提
供
し
て
い
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。

〔
日
刊
〕
似
特
別
の
送
還
方
法
の
必
要
が
な
い
こ
と

督
促
手
続
は
、
督
促
決
定
の
送
達
を
公
告
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
場
合
に
も
許
さ
れ
な
い
(
民
訴
六
八
八
条
二
項
後
段
)
。
そ
の
よ

う
な
「
公
示
送
達
宇
R
g
Eロ
V
O
N
E
S
-
Zロ
巳
」
は
、
特
に
申
立
の
相

手
方
の
所
在
地
が
知
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
問
題
に
な
る
(
民
訴
二

O
二一

条
一
一
項
〉
。
こ
の
場
合
に
は
、
諮
求
権
は
訴
の
提
起
に
よ
る
争
訟
手
続
に

お
い
て
の
み
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
申
立
の
相
手

方
が
督
促
決
定
の
送
達
後
に
な
っ
て
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
そ

の
住
居
を
捨
て
た
場
合
に
は
、

1
1
1異
議
期
間
の
経
過
後
に
1

1
執
行
決

定
を
公
示
送
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔
げ
〕
結
局
、
督
促
手
統
合
}
外
国
に
お
い
て
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
場
合
に
は
、
督
促
手
続
は
許
さ
れ
な
い
(
民
訴
六
八
八
条
一
一
一
項
第
一

文
〉
。
東
ド
イ
ツ
の
地
域
に
お
け
る
送
達
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

Q
む
た
だ
し
例
外
と
し
て
、
督
促
決
定
を
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
外
悶
が
見
事
及
び
商
事
事
件
に
お
け
る
裁
判
管
轄
及
び
裁
判
所
の
裁
判

の
執
行
に
関
す
る
一
九
六
八
年
九
月
二
七
日
の
協
定
ハ
一
九
七
二
年
連
邦

法
律
官
報
第
二
部
七
七
三
友
〉
の
締
結
鼠
で
あ
る
場
合
に
は
、
督
促
手
続

は
許
さ
れ
る
。
欧
州
共
肉
体
の
西
独
以
外
の
五
設
立
国
、
つ
ま
り
、
ベ
ル

ギ
ー
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
及
び
ニ

i
デ
ル
ラ
ン

ト
が
、
そ
の
締
結
国
で
あ
る
。
欧
州
共
同
体
協
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に

は
特
に
そ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
誘
求
権
は
外
国
通
貨
で
の
一
定
の
金

額
の
支
払
に
も
向
け
る
こ
と
が
で
き
、
異
議
期
聞
は
一
ヶ
月
で
、
督
促
決

。白OH何
回
。
】

n
y
ロ
E
問
。
門
戸

n
v
g
n
v
o
宮
島
H
H
4
0
H
E
V
H
g
g
n
v
a
o円
〈

OH忠
良
吉
吉
田
開
g
o
d
B
M
H
P
E
g
-

五



定
に
お
い
て
申
立
の
相
手
方
は
督
促
手
続
に
つ
い
て
静
岡
轄
権
を
有
す
る
区

裁
判
所
の
区
域
に
住
ん
で
い
る
送
達
代
理
人
を
指
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
指
摘
す
る
〈
一
九
七
六
年
二
一
月
三
日
の
簡
素
化
法
〈
連
邦
法

律
官
報
第
一
部
一
一
一
二
八
一
一
良
及
び
三
一
ニ

O
三
頁
)
の
文
言
に
お
け
る
一
九

七
二
年
七
月
二
九
日
の
欧
州
共
同
体
協
定
'
の
施
行
法
(
連
邦
法
律
官
報
第

一
部
二
一
一
二
八
頁
)
の
三
六
条
〉
。

〔刊日〕

3

申
立
及
び
練
述
の
形
式

同
開
申
立
人
の
申
立

民
訴
七

O
コ一条

c
一
一
頃
第
一
文
及
び
第
二
文
二
号
に
お
け
る
授
権
に
基

づ
い
て
、
連
邦
司
法
大
箆
は
、
一
九
七
七
年
五
月
六
日
の
命
令
(
連
邦
法

律
官
報
第
一
部
六
九
一
一
一
一
良
。
付
録
2
参
照
〉
に
よ
っ
て
督
促
決
定
及
び
執

行
決
定
の
連
邦
統
一
用
紙
セ
ッ
ト
〈
〈
。

a
g
n
E忠
岡
〉
を
導
入
し
た
ハ
命

令
の
付
属
書
式
1
と
一
条
一
項
第
一
文
一
号
〉
。
こ
の
用
紙
セ
ッ
ト
を
、

債
権
者
は
督
促
決
定
の
発
付
を
求
め
る
申
立
の
た
め
に
使
用
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
(
民
訴
七

O
一一一条

c
二
項
)
。
も
し
そ
の
用
紙
セ
ッ
ト
を
使
用

し
な
け
れ
ば
、
申
立
は
不
適
法
で
あ
り
却
下
さ
れ
る
〈
民
訴
六
九
一
条
一

項
〉
。
形
式
強
制
は
、
手
続
を
機
械
処
理
し
て
い
な
い
裁
判
所
の
督
促
手

続
に
つ
い
て
存
す
る
(
〔
6
〕
参
熊
〉
。
形
式
強
制
は
、
そ
れ
以
上
に
、

督
促
決
定
を
外
国
に
お
い
て
〈
〔
げ
〕
及
び
〔
刊
日
〕
参
照
〉
又
は
一
九
五

九
年
八
月
一
一
一
日
の
北
大
西
洋
条
約
機
構
所
属
軍
隊
の
地
位
に
つ
い
て
の
付

属
協
定
一
一
三
条
(
逮
邦
法
律
官
報
第
二
部
一
一
八
一
ニ
頁
・
二
二
八
一
久
〉

に
従
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
軍
隊
二
般
随
員
若
し
く
は
そ
の
家
族
の
構
成
員

五
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の
連
結
点
に
関
し
て
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
督
促
手
続
に
は
適
用
さ

れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
二
九
七
七
年
五
月
六
日
の
命
令
の
一
条
一
項
第
一

文
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
申
立
人

は
、
こ
れ
ら
の
場
合
で
も
、
用
紙
セ
ッ
ト
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔
川
山
〕
詳
し
く
紹
介
す
る
と
、
複
写
で
、
き
る
よ
う
に
作
成
さ
れ
た
用
紙

セ
ッ
ト
は
、
次
の
如
き
部
分
か
ら
成
っ
て
い
る

G

前
葉
に
は
、
督
促
決
定
の
発
付
を
求
め
る
申
立
の
た
め
に
裏
面
に
試
作

用
に
刷
ら
れ
た
下
品
島
商
業
ハ
何
回
仲
耳
ロ
広
田
ぴ

Mac
と
そ
れ
に

記
載
上
の
指
摘
ハ
K

吉
弘
己
Hvgdq白
山
田
町
ろ
が
あ
る
(
白

色
)
。

第
一
葉
1

1
督
促
決
定
の
発
付
を
求
め
る
申
立
及
び
督
促
決
定
の
原
本

(
淡
緑
色
)

第
二
葉

l
i申
立
の
相
手
方
の
た
め
の
督
促
決
定
の
正
本
(
白
色
〉

第
三
葉
|
|
申
立
人
の
た
め
の
送
達
報
告
書
、
執
行
決
定
の
発
付
を
求

め
る
申
立
及
び
執
行
決
定
の
原
本
(
淡
黄
色
)

第
四
葉

l
i申
立
人
の
た
め
の
執
行
決
定
の
正
本
〈
白
色
)

第
五
葉
1
1
1申
立
の
相
手
方
の
た
め
の
執
行
決
定
の
正
本
(
白
色
〉

一
定
の
利
用
者
特
に
弁
護
士
及
び
大
口
債
権
者
の
た
め
に
、
限
ら
れ
た

筒
囲
内
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
特
別
の
必
要
性
を
考
慮
し
て
、
導
入
さ

れ
た
用
紙
セ
ッ
ト
と
異
な
る
も
の
も
許
さ
れ
る
(
一
九
七
七
年
五
月
六
日

の
命
令
の
一
条
三
項
。
付
録
2
参
照
〉
。

〔
幻
〕
伽
申
立
の
棺
手
方
の
陳
述

確
か
に
、
一
九
七
七
年
五
月
六
日
の
命
令
〈
〔
叩
己
参
照
〉

20 

に
よ
っ



て
、
申
立
の
相
手
方
の
異
議
用
の
用
紙
も
導
入
さ
れ
た
(
命
令
の
付
属
書

式
2
と
一
条
一
項
第
一
文
一
一
月
号
。
そ
れ
は
、

第
一
葉
|
|
異
議
の
原
本
〈
淡
紅
色
)

第
二
葉
o
l
l
-
申
立
人
の
た
め
の
異
議
の
謄
本
ハ
表
面
)
及
び
裁
判
所
の

通
知
(
裏
一
郎
)
(
淡
紅
色
〉

か
ら
成
っ
て
い
る
。

だ
が
、
こ
の
用
紙
の
使
用
は
強
制
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
添

付
さ
れ
た
用
紙
に
よ
っ
て
単
に
異
議
を
「
申
し
友
て
る
べ
き
で
あ
る

〈
050ぴ
叩
ロ
唱
骨

aoロ由
。

ε」
と
い
う
民
訴
六
九
二
条
一
項
五
号
に
お

い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
用
紙
を
使

mし
な
く
て

も
、
有
効
に
問
問
議
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
何
ら
用
紙
を
採
用
さ
れ

て
い
な
い
申
立
の
相
手
方
の
故
障
申
立
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

門
詑
〕
川
川
口
頭
に
よ
る
申
立
及
陳
述

当
事
者
の
申
立
及
び
陳
述
は
、
審
記
諜
の
証
書
官
の
商
前
で
も
な
す
こ

と
が
で
き
る
(
民
訴
七

O
二
条
一
項
第
一
ふ
る
。
そ
の
際
に
は
、
一
九
七

七
年
五
月
六
日
の
命
令
(
〔
凶
〕
参
照
〉
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
用
紙
に

記
入
さ
れ
る
。
証
書
官
は
、
裁
判
所
及
び
年
月
日
止
を
記
載
し
て
、
申
立
又

は
陳
述
を
受
理
し
た
旨
を
書
き
留
め
る
〈
民
訴
七

O
二
条
一
項
第
二
文
〉
。

管
轄
す
る
の
は
、
督
促
手
続
を
な
し
又
は
処
理
す
る
区
裁
判
所
の
書
記
課

の
証
書
官
で
あ
る
。
し
か
し
、
申
立
及
び
陳
述
は
、
他
の
区
裁
判
所
の
書

記
課
の
面
前
で
も
読
書
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
民
訴
二
一
九
条

a
一

項
〉
。
書
記
課
は
、
読
書
又
は
書
き
留
め
を
し
た
用
紙
を
直
ち
に
替
促
手

続
を
管
轄
す
る
区
裁
判
所
に
送
付
す
る
。
た
だ
し
、
陳
述
は
、
調
書
又
は

用
紙
が
そ
の
区
裁
判
所
に
届
い
て
始
め
て
有
効
に
な
る
(
民
訴
一
二
九
条

a
二
項
〉
。

〔お〕

4

代
理
権
の
寵
明

督
促
手
続
に
お
い
て
申
立
人
の
代
理
人
と
し
て
申
立
を
し
又
は
申
立
の

相
手
方
の
代
理
人
と
し
て
法
的
救
済
手
段
に
訴
え
る
者
は
、
そ
の
代
潔
権

を
-
証
明
す
る
必
要
は
な
く
、
特
に
委
任
状
を
提
出
す
る
必
姿
は
な
い
。
む

し
ろ
、
代
理
人
が
自
己
の
合
法
的
な
授
擦
を
保
一
読
す
れ
ば
よ
い
(
民
訴
七

O
一
二
条
)
。
こ
の
保
証
は
、
代
理
権
な
し
に
行
動
し
た
代
理
人
に
対
し
て
後

に
損
害
賠
償
請
求
権
の
主
張
を
し
易
く
す
る
。
た
だ
し
、
督
促
手
続
が
l
幻

!
異
議
又
は
故
障
申
立
の
後
に

i
i争
訟
手
続
に
移
行
す
れ
ば
、
箆
ち
に

訴
訟
代
理
権
に
関
す
る
一
般
規
定
が
適
用
さ
れ
る
〈
民
訴
八

O
条
以
下
)
。

門引山〕

5

一
般
訴
訟
婆
件

民
訴
六
八
八
条
な
い
し
七

O
一
ニ
条
d
が
特
則
を
定
め
て
い
な
い
閉
山
り
に

お
い
て
、
民
事
訴
訟
法
の
総
則
規
定
は
督
促
手
続
に
適
用
さ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
例
え
ば
当
事
者
能
力
及
び
訴
訟
能
力
(
民
訴
五

O
条
な
い
し
五
八

条
)
、
共
同
訴
訟
(
民
訴
五
九
条
な
い
し
六
三
条
)
、
訴
訟
上
の
救
助

(
民
訴
一
一
四
条
な
い
し
一
二
七
条
〉
、
送
達
の
手
続
〈
民
訴
二
ハ
ム
ハ
条

な
い
し
一
二
三
条

a
〉
、
手
続
の
中
断
及
び
中
止
(
民
訴
二
一
一
一
九
条
な
い

し
二
五
二
条
〉
並
び
に
請
求
の
併
合
ハ
民
訴
二
六

O
条
)
に
関
す
る
規
定

が
適
用
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
未
成
年
者
、
法
人
、
商
事
会
社
及
び
当

事
者
能
力
あ
る
社
団
法
人
の
よ
う
に
訴
訟
能
力
な
き
者
は
、
そ
の
法
定
代

。
。
。
円
何
回

o
r
y
ロ
同
国
向
。
江
口
げ
神
戸
山
口

ro
沼田
H
5
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即
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m
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理
人
に
対
し
て
申
し
立
て
ら
れ
る
場
合
に
の
み
、
由
・
立
の
相
手
方
と
し
て

請
求
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
申
立
は
、
複
数
の
申
立
の
相
手
方
例
え

ば
夫
婦
に
対
し
て
も
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
最
後
に
、
一
つ
の
申
立
に
お

い
て
、
同
一
の
申
立
の
相
手
方
に
対
す
る
複
数
の
請
求
も
主
張
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

〔お〕

立

督
促
手
続
の
費
用

1

督
促
決
定
の
費
用

督
促
決
定
は
、
所
定
の
手
数
料
及
び
送
達
の
た
め
の
費
用
の
支
払
後
に

始
め
て
な
す
べ
き
で
あ
る
(
裁
判
所
費
用
法
六
五
条
一
ニ
項
第
一
文
)
。

た
だ
し
、
申
立
人
の
た
め
に
訴
訟
上
の
救
助
が
許
可
さ
れ
又
は
手
数
料
免

除
が
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
く
ハ
裁
費
六
五
条
七
項
第
一
ニ
文
〉
。
督
促

決
定
の
発
付
を
求
め
る
申
立
に
関
す
る
裁
判
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
の

手
数
料
の
半
分
が
徴
収
さ
れ
る
ハ
裁
勝
目
一
一
条
一
嘆
の
付
表
一
に
お
け

る
費
用
表
の
第
一

O
O番
〉
。
裁
判
所
の
手
数
料
は
、
訴
額
に
従
っ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
利
息
及
び
費
用
が
付
帯
誘
求
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る

場
合
に
は
、
そ
れ
ら
を
除
い
た
主
た
る
請
求
の
価
額
に
従
っ
て
い
る
(
民

訴
四
条
一
項
〉
。
手
数
料
の
額
は
、
裁
費
一
一
条
二
項
の
付
表
二
の
一
覧

表
か
ら
分
か
る
(
付
録
3
参
照
)
。
手
数
料
の
最
低
額
は
一

0
マ
ル
ク
で

あ
る
〈
裁
費
一
一
条
三
項
第
一
文
)
。
債
権
者
が
債
務
者
に
対
し
て
例
え

ば
二
、
五

0
0
マ
ル
ク
の
支
払
を
求
め
る
場
合
に
は
、
手
続
に
つ
い
て
の

n

裁
判
所
の
全
手
数
料
は
、
七
六
マ
ル
ク
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
督
促
決
定
の

発
付
に
つ
い
て
は
、
半
額
つ
ま
り
三
八
マ
ル
グ
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な

五
回

ぃ
。
申
立
の
相
相
手
方
に
対
す
る
督
促
決
定
の
送
達
の
費
用
は
三
マ
ル
ク
で

あ
る
ハ
裁
費
一
一
条
一
項
の
付
表
一
に
お
け
る
費
用
表
の
第
一
九

O
二

番
〉
。
こ
れ
ら
の
裁
判
所
の
費
用
は
、
督
促
決
定
の
発
付
を
求
め
る
申
立

の
際
に
申
立
人
に
予
納
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
必
要
な
場
合
に
は
、
勿
論

滅
多
に
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
督
促
手
続
の
た
め
の
訴
訟
上
の
救
助
の
許
可

を
求
め
る
申
立
に
開
削
し
て
、
司
法
補
助
官
は
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
民
訴
一
一
八
条
一
項
、
司
法
補
助
守
口
法
四
条
一
項
〉
。

申
立
人
が
弁
護
土
に
督
促
手
続
の
貫
徹
を
委
任
す
る
場
合
に
は
、
弁
護

士
は
督
促
決
定
の
発
付
を
求
め
る
申
立
に
関
す
る
手
続
に
お
け
る
行
動
に

つ
い
て
全
手
数
料
を
受
け
取
る
(
連
邦
弁
護
士
報
酬
令
四
一
二
条
一
一
項
一

号
〉
。
申
立
の
相
手
方
が
弁
護
士
に
異
議
の
提
起
を
委
任
す
る
場
合
に

は
、
弁
護
士
は
そ
れ
に
つ
い
て
全
手
数
料
の
一

O
分
の
三
を
受
け
取
る

〈
述
邦
弁
護
報
酬
四
一
一
一
条
一
項
一
一
号
〉
。
弁
護
士
報
酬
も
ま
た
、
訴
額
に

よ
る
。
そ
の
額
は
、
連
邦
弁
護
報
酬
一
一
条
の
付
表
の
一
覧
表
か
ら
分

か
る
ハ
付
録
4
参
照
〉
。
手
数
料
の
最
低
額
は
一

O
マ
ル
グ
で
あ
る
ハ
連

邦
弁
護
報
酬
一
一
条
二
項
)
。
こ
れ
ら
の
手
数
料
は
、
弁
護
士
が
そ
れ
に

絞
く
争
訟
手
続
に
お
い
て
受
け
取
る
訴
訟
手
数
料
に
加
算
さ
れ
る
(
連
邦

人
弁
護
報
酬
四
コ
一
条
二
項
)
。

〔お〕

2

執
行
決
定
の
費
用

申
立
の
相
手
方
が
督
促
決
定
に
対
し
て
異
議
を
提
起
し
な
い
場
合
に

は
、
申
立
人
は
執
行
決
定
の
発
付
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
申
立
人

が
申
立
の
相
手
方
に
対
し
て
執
行
決
定
を
当
事
者
送
達
す
る
気
の
な
い
場



合
に
は
、
申
立
人
は
裁
判
所
が
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
送
達
の
た
め
に

更
に
三
マ
ル
ク
の
費
用
額
を
予
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
執
行
決
定
に

つ
い
て
は
裁
判
所
の
追
加
手
数
料
は
生
じ
な
い
。
執
行
決
定
に
は
、
そ
れ

ま
で
に
生
じ
た
全
手
続
費
用
が
掲
載
さ
れ
る
(
民
訴
六
九
九
条
三
項
第
一

文
)
。
申
立
の
相
手
方
は
、
執
行
決
定
に
対
し
て
故
障
申
立
を
し
な
い
場

合
に
は
、
右
費
用
を
更
に
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

申
立
人
が
弁
護
士
に
委
任
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
弁
護
士
は
執
行
決
定

の
発
付
を
求
め
る
申
立
に
関
す
る
手
続
に
お
け
る
行
動
の
た
め
に
全
手
数

料
の
一

O
分
の
五
を
受
け
取
る
〈
連
邦
弁
護
報
酬
四
三
条
一
項
三
号
〉
。

弁
護
士
の
手
数
料
は
訴
額
に
よ
る
。
そ
の
績
は
、
連
邦
弁
護
報
酬
一
一
条

の
付
表
の
一
覧
表
か
ら
分
か
る
(
付
録
4
参
照
)
。
手
数
料
の
最
低
額
ば

一
0
マ
ル
ク
で
あ
る
〈
遼
邦
弁
護
綴
酬
一
一
条
二
項
〉
。

〔幻〕

3

異

議

後

の

費

用

お

申
立
の
相
手
方
が
督
促
決
定
に
対
し
て
異
議
を
提
起
し
て
、
申
立
人
が

争
訟
手
続
の
貫
徹
を
求
め
る
場
合
に
は
、
事
件
は
、

l
i督
促
手
続
の
手

数
料
及
び
督
促
決
定
の
送
達
の
費
用
の
外
に
〈
門
お
〕
参
照
)
l
l現
在

で
は
全
体
と
し
て
の
手
続
の
手
数
料
の
半
分
及
び
争
訟
手
続
に
お
け
る
呼

出
状
の
送
達
又
は
期
間
裁
定
の
費
用
も
支
払
わ
れ
て
始
め
て
、
管
轄
裁
判

所
に
送
付
す
べ
き
で
あ
る
ハ
裁
費
六
五
条
一
項
第
二
文
前
段
、
裁
費
一
一

条
一
項
の
付
表
一
に
お
け
る
費
用
表
の
第
一

O
O五
番
及
び
第
一
九

O
二

番
)
。
た
だ
し
、
全
体
と
し
て
の
手
続
の
手
数
料
の
半
分
は
、
督
促
手
続
の

手
数
料
(
裁
費
一
一
条
一
項
の
付
表
一
に
お
け
る
費
用
表
の
第
一

O
O番。

門
お
〕
参
照
〉
と
合
計
し
て
、
全
裁
判
所
手
数
料
を
超
え
な
い
範
簡
で
支

払
え
ば
よ
い
。
こ
の
規
定
は
、
裁
費
一
一
条
二
項
付
表
二
の
手
数
料
一
覧

表
が
一
二

0
0
7
ル
ま
で
の
訴
額
に
つ
い
て
一
五
マ
ル
ク
の
統
一
手
数
料
を

定
め
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
て
い
る
。

督
促
手
続
の
費
用
は
、
督
促
手
続
に
続
く
争
訟
手
続
の
費
用
の
一
部
と

し
て
処
理
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
争
訟
手
続
に
お
い
て
費
用
の
裁
判
が
な
さ

れ
る
場
合
に
は
、
争
訟
の
費
用
の
給
付
命
令
ば
先
行
の
督
促
手
続
の
費
用

を
も
含
ん
で
い
る
。
勿
論
申
立
の
相
手
方
の
行
為
が
督
促
決
定
を
要
求
し

た
原
因
で
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
訴
訟
費
用
は
、
主
張
さ
れ
た
誇
求
を
申

立
の
相
手
方
が
直
ち
に
認
諾
す
れ
ば
、
申
立
人
が
負
担
す
る
ハ
民
訴
九
一
一
一

条
〉
。
異
議
を
提
起
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
認
諾
は
不
可
能
で
な
い
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
異
議
は
、
自
立
の
相
手
方
に
と
っ
て
は
、
費
用
の
負
担
に
対

抗
す
る
唯
一
の
方
法
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
異
議
取
下
の
場
合
に
お
け
る

費
用
に
つ
い
て
は
〔
お
〕
末
尾
参
照
。
争
訟
手
続
貫
徹
の
申
立
取
下
の
場

合
に
お
け
る
費
用
に
つ
い
て
は
門
卯
〕
末
尾
参
照
。

門刊山〕

4

故
障
申
立
後
の
費
用

申
立
の
相
手
方
が
執
行
決
定
に
対
し
て
故
障
山
中
立
を
し
て
、
執
行
決
定

が
そ
れ
に
続
く
争
訟
手
続
に
お
い
て
取
り
消
さ
れ
訴
が
全
部
又
は
一
部
変

更
さ
れ
る
場
合
に
は
、
申
立
の
相
手
方
は
、
全
部
又
は
一
部
勝
訴
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
が
督
促
決
定
に
対
し
て
適
時
に
異
議
を
提
起
し

な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
余
分
の
費
用
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
(
民
訴
七

O
O条
一
項
・
一
一
一
四
四
条
〉
。
故
障
申
立
の
取
下
の
場
合
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に
お
け
る
費
用
の
結
果
に
つ
い
て
は
〔
出
〕
末
尾
参
照
c

〔泊〕

管
轄
裁
判
所

m 

1

事
物
管
轄

督
促
手
続
に
つ
い
て
は
、
区
裁
判
所
に
事
物
管
轄
が
あ
る
(
民
訴
六
八

九
条
一
項
第
一
文
〉
。
主
張
さ
れ
た
請
求
権
が
一
一
一
、

0
0
0
マ
ル
ク
を
超

え
て
、
争
訟
手
続
な
ら
ば
ラ
ン
ト
裁
判
所
に
訴
を
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
場
合
で
も
同
様
で
あ
る
(
裁
判
所
構
成
法
二
一
一
一
条
一
号
・
七
一
条
一

項
〉
。
例
え
ば
職
務
義
務
侵
害
を
理
由
と
す
る
請
求
権
の
よ
う
に
ヲ
ン
ト

裁
判
所
に
専
属
管
轄
が
あ
る
請
求
権
を
督
促
手
続
に
お
い
て
追
求
す
る
場

合
で
さ
え
、
区
裁
判
所
が
管
轄
す
る
ハ
裁
機
七
一
条
二
項
二
号
〉
。

〔
ω〕
特
に
労
働
関
係
か
ら
生
ず
る
議
求
権
(
労
働
裁
判
所
法
二
条
及

び
一
一
一
条
〉
の
よ
う
に
労
働
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
誘
求
権
の
場
合
に
の

み
、
区
裁
判
所
は
管
轄
し
な
い
。
そ
の
限
り
で
は
、
請
求
権
を
管
轄
労
働

裁
判
所
で
の
督
促
手
続
に
お
い
て
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
労
働
裁
判

所
で
の
督
促
手
続
に
つ
い
て
は
、
労
裁
四
六
条

a
に
特
別
が
な
け
れ
ば
、

民
訴
六
八
八
条
以
下
の
規
定
が
準
出
府
さ
れ
る
。

〔幻〕

2

土
地
管
轄

申
立
人
の
普
通
裁
判
籍
が
あ
る
区
裁
判
所
に
専
属
的
土
地
管
轄
が
占
め
る

ハ
民
訴
六
八
九
条
二
項
第
二
文
。
〔
8
〕
参
照
〉
。
申
立
の
時
点
に
お
け

る
普
通
裁
判
籍
で
決
ま
る
。
こ
の
普
通
裁
判
籍
は
、
個
人
商
人
に
つ
い
て

も
だ
が
、
あ
ら
ゆ
る
自
然
人
に
つ
い
て
住
所
に
よ
っ
て
決
ま
る
〈
民
訴
一

五
六

24 

三
条
)
。
法
人
の
場
合
の
普
通
裁
判
籍
に
つ
い
て
は
、
所
在
地
す
な
わ
ち

原
則
と
し
て
業
務
を
行
な
う
場
所
が
基
準
で
あ
る
ハ
民
訴
一
七
条
〉
。
こ

の
こ
と
は
、
特
に
株
式
会
社
、
有
限
会
社
、
組
合
、
社
団
法
人
及
び
地
方

自
治
体
、
更
に
公
法
人
及
び
合
資
会
社
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。
申
立

人
が
内
国
に
す
な
わ
ち
西
ベ
ル
リ
ン
を
含
む
連
邦
共
和
留
に
普
通
裁
判
籍

を
有
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
ベ
ル
リ
ン
の
シ
ェ
1

ネ
ベ
ル
グ
区
裁
判
所

に
専
属
管
絡
が
あ
る
ハ
民
訴
六
八
九
条
二
項
第
二
文
)
。

〔
刊
己
申
立
人
の
普
通
裁
判
籍
が
あ
る
区
裁
判
所
の
管
轄
及
び
ベ
ル
リ

ン
の
シ
ェ

l
ネ
ベ
ル
タ
区
裁
判
所
の
勝
目
終
(
〔
況
〕
末
尾
参
慣
や
は
、
専
属

管
轄
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
特
定
の
尊
厳
管
絡
に
優
先
す

る
(
民
訴
六
八
九
条
二
項
第
一
一
一
文
〉
。
こ
の
こ
と
は
、
特
に
使
用
貸
借
及
お

び
割
賦
払
事
件
に
つ
い
て
当
て
は
ま
る
。
他
の
裁
判
所
の
管
轄
に
関
す
る

当
事
者
の
合
意
も
不
適
法
で
あ
っ
て
、
有
効
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
〈
民
訴

四
O
条
二
項
第
一
文
)
。

〔
お
〕
そ
れ
に
対
し
て
、
申
立
の
相
手
方
が
内
閣
に
普
通
裁
判
籍
を
有

し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
次
の
例
外
規
定
が
適
用
さ
れ
る
(
民
訴
七

O
一一一

条
d
)
。
こ
の
場
合
に
は
、
民
訴
六
八
九
条
二
項
の
規
定
と
異
な
り
、
山
中

立
人
の
普
通
裁
判
籍
が
あ
る
区
裁
判
所
が
管
轄
す
る
の
で
は
な
く
、
第
一

審
の
区
裁
判
所
が
無
条
件
に
つ
ま
り
訴
額
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
し
に
事
物

静
岡
絡
を
有
す
る
と
す
れ
ば
、
争
訟
手
続
を
管
轄
す
る
区
裁
判
所
が
管
轄
す

る
。
山
中
立
人
の
特
別
裁
判
籍
が
あ
る
区
裁
判
所
の
こ
と
も
あ
る
ハ
民
訴
二

O
条
以
下
〉
。
そ
の
よ
う
な
特
別
裁
判
籍
は
、
例
え
ば
、
内
国
に
お
け
る

申
立
の
相
手
方
の
居
所
(
民
訴
二

O
条
〉
若
し
く
は
営
業
所
〈
民
訴
一
一
一



条
〉
、
申
立
の
相
手
方
の
、
内
閣
に
存
す
る
財
産
(
民
訴
二
三
条
)
若
し
く

は
内
閣
に
存
す
る
土
地
(
民
訴
二
四
条
以
下
〉
、
又
は
履
行
地
〈
民
訴
二

九
条
〉
に
関
連
す
る
こ
と
が
あ
る
。
申
立
の
柏
手
方
の
特
別
裁
判
籍
が
複

数
あ
る
場
合
に
は
申
立
人
は
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
民
訴

コ
一
八
条
に
よ
っ
て
当
事
者
が
有
効
に
管
轄
の
合
意
を
し
た
区
裁
判
所
も
問

題
に
な
る
。
内
国
に
お
け
る
争
訟
手
続
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
な
裁
判
管
務

が
な
け
れ
ば
、
請
求
権
も
ま
た
督
促
手
続
で
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な

門
出
〕
ラ
ン
ト
政
府
又
は
ラ
ン
ト
政
府
に
よ
っ
て
授
権
さ
れ
た
ラ
ン
ト

司
法
行
政
'
部
は
、
法
規
命
令
に
よ
っ
て
、
督
促
手
続
の
管
轄
を
ラ
ン
ト
の

複
数
の
区
裁
判
所
に
又
は
唯
一
の
区
裁
判
所
に
さ
え
集
中
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。
複
数
の
ラ
ン
ト
は
、
そ
れ
以
上
に
、
ラ
ン
ト
の
境
界
を
取
り
去

っ
て
区
裁
判
所
の
管
轄
を
合
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
ハ
民
訴
六
八
九
条
三

項
〉
。
集
中
化
の
授
権
が
で
き
る
の
は
、
民
訴
六
八
九
条
二
項
第
一
文
の
規

定
に
よ
っ
て
、
山
中
立
人
の
普
通
裁
判
籍
が
あ
る
区
裁
判
所
が
管
轄
す
る
全

て
の
替
促
手
続
だ
け
で
は
な
い
。
民
訴
七

O
一一一条
d
の
例
外
事
例
(
そ
れ

に
つ
い
て
は
〔
臼
〕
参
照
〉
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
ハ
民
訴
七

O
一一一条
d
二
項
第
二
文
)
。
各
ラ
ン
ト
の
少
数
の
又
は
唯

一
の
区
裁
判
所
に
す
べ
て
の
督
促
手
続
を
こ
の
よ
う
に
集
中
さ
せ
る
こ
と

は
、
!
ー
そ
の
前
提
と
し
て

l
i実
質
的
に
は
機
械
処
理
の
導
入
日
開
〕

参
照
〉
に
よ
っ
て
始
め
て
実
現
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

。
ω 

司
法
補
助
世
間
の
管
轄

。g諸
国

c
k
y
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o
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仏
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何
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ロ
岡
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P
E
a
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五
七

〔
お
〕
区
裁
判
所
の
督
促
手
続
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
司
法
補
助
官
が

管
絡
す
る
。
司
法
補
助
官
は
、
全
て
の
命
令
及
び
裁
判
を
す
る
。
そ
れ
に

は
、
督
促
決
定
に
お
い
て
争
訟
手
続
を
管
轄
す
る
と
表
示
さ
れ
た
裁
判
お

所
へ
の
移
行
も
含
ま
れ
る
。
|
|
督
促
決
定
に
対
す
る
異
議
又
は
執
行
決

定
に
対
す
る
故
障
申
立
後
の
t
i
-
-
争
訟
手
続
に
お
い
て
始
め
て
裁
判
官
が

処
理
す
る
(
可
檎
二

O
条
一
号
〉
。
司
法
補
助
官
は
、
裁
判
す
る
に
際
し
で

は
、
法
律
に
の
み
服
す
る
。
司
法
補
助
官
は
、
原
則
と
し
て
独
立
し
て
裁

判
す
る
(
河
裕
九
条
)
。
司
法
補
助
官
は
、
裁
判
官
と
同
じ
よ
う
に
、
そ

の
職
務
執
行
か
ら
徐
斥
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
場
合
並
び
に
不

公
正
の
懸
念
が
あ
れ
ば
忌
避
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
(
可
補
一

O
条
〉
。

ど
の
司
法
補
助
官
が
一
定
の
督
促
事
件
の
処
理
を
管
轄
す
る
か
は
、
裁
判

所
の
事
務
分
配
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

門町拘〕

N 

督
促
手
続
の
開
始

-
督
促
決
定
の
発
付
を
求
め
る
申
立

同
申
立
の
必
要
性

督
促
決
定
は
、
山
中
立
に
基
づ
い
て
の
み
発
付
さ
れ
る
(
民
訴
六
八
八
条

一
頃
)
。
こ
の
申
立
は
、
訴
の
提
起
で
な
い
こ
と
が
は
っ
き
り
と
分
か
る

よ
う
に
、
督
促
決
定
の
発
付
に
明
確
に
向
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〈
民
訴

六
九

O
条
一
項
〉

0

姿
求
さ
れ
た
督
促
決
定
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
は
、
債

務
者
に
対
し
て
、
債
権
者
の
主
張
す
る
義
務
を
二
週
間
内
に
履
行
し
又
は

主
張
さ
れ
た
請
求
に
対
し
て
二
週
間
内
に
異
議
を
提
起
す
る
よ
う
催
告
す

べ
き
で
あ
る
(
民
訴
六
九
二
条
一
項
三
号
。
〔
国
〕
参
照
〉
。



〔幻〕

ω
申
立
の
形
式

申
立
人
は
、
督
促
決
定
の
発
付
を
求
め
る
申
立
に
つ
い
て
は
、
一
九
七

七
年
五
月
六
日
の
命
令
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
督
促
決
定
及
び
執
行
決

定
用
の
用
紙
セ
ッ
ト
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
白
川
♂
参
昭
り
。

用
紙
セ
ッ
ト
の
う
ち
裁
判
所
に
提
出
す
べ
き
部
分
は
、
複
写
さ
れ
た
部
分

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
五
菜
か
ら
成
る
(
〔
初
〕
参
照
〉
。
複
写
方
法
と
し

て
は
、
固
定
化
さ
れ
た
若
し
く
は
ば
ら
ば
ら
の
カ
ー
ボ
ン
紙
又
は
自
動
復

写
紙
が
問
題
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
用
紙
セ
ッ
ト
は
、
タ
イ
プ
・
ラ
イ

タ
ー
に
よ
っ
て
の
み
う
ま
く
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
淡
地
の
部
分
だ

け
を
記
載
す
べ
き
で
あ
る
。
よ
り
同
議
い
、
網
目
の
地
の
部
分
は
、
裁
判
所

が
記
入
す
る
こ
と
に
決
ま
っ
て
い
る
。
用
紙
セ
ッ
ト
の
前
棄
の
表
面
に
幻

は
、
第
一
葉
の
申
立
用
紙
の
一
定
の
番
号
の
箇
所
に
記
載
す
べ
き
旨
の
指

定
並
び
に
そ
の
後
の
手
続
に
関
す
る
指
摘
が
な
さ
れ
て
お
り
、
裏
面
に

は
、
申
立
人
の
証
拠
と
し
て
残
し
て
お
く
べ
き
下
番
業
と
し
て
の
申
立
用

紙
の
印
刷
が
な
さ
れ
て
い
る
。
市
中
立
人
が
記
載
す
べ
き
用
紙
セ
ッ
ト
の
う

ち
淡
緑
色
の
第
一
葉
は
、
要
求
さ
れ
た
督
促
決
定
の
草
案
(
上
部
)
と
、

草
案
の
記
載
に
関
連
す
る
実
際
の
申
立
(
下
部
)
と
に
分
か
れ
て
い
る
。

申
立
通
り
に
督
促
決
定
歩
}
発
し
う
る
場
合
に
は
、
草
案
は
督
促
決
定
の
原

十
ゃ
に
な
る
。

〔
お
〕
原
則
と
し
て
、
申
立
は
申
立
人
自
身
が
記
載
し
、
書
面
で
裁

判
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
申
立
人
は
書
記
課
の
一
証

書
官
の
面
前
で
も
申
立
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
、
書
記
認
に
お
い
て
申

立
人
の
た
め
に
申
立
用
紙
に
記
載
さ
れ
る
(
〔
幻
〕
参
照
〉
。
し
か
し
、

五
人

い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
申
立
書
に
は
、
申
立
入
に
よ
る
又
は
申
立

人
の
代
理
人
若
し
く
は
法
定
代
理
人
に
よ
る
自
署
が
必
要
で
あ
る
〈
民
訴

六
九

O
条
二
項
〉
。

門
叩
山
〕
同
申
立
の
必
要
約
内
容

督
促
手
続
を
す
る
裁
判
所
の
表
示

用
紙
セ
ッ
ト
の
第
一
棄
の
①
に
は
、
申
立
を
す
る
裁
判
所
を
表
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
(
民
訴
六
九

O
条
一
項
二
号
)
0
あ
と
は
郵
便
番
号
と
督

促
手
続
に
つ
い
て
土
地
管
轄
を
有
す
る
区
裁
判
所
の
場
所
と
を
記
入
す
れ

ば
よ
い
。
こ
の
区
裁
判
所
は
、
申
立
人
が
そ
の
管
轄
区
域
内
に
住
所
又
は

事
務
所
を
有
す
る
区
裁
判
所
で
あ
る
の
が
通
常
で
あ
る
〈
〔
幻
〕
以
下
参

照
〉
。
補
足
的
な
記
載
は
、
市
中
立
人
が
内
国
に
普
通
裁
判
籍
・
含
有
し
て
い

な
い
民
訴
七

O
一
二
条
d
の
例
外
事
例
に
お
い
て
の
み
必
要
で
あ
る
《
泊
〕

参
照
〉
。
こ
の
場
合
に
は
、
山
中
立
を
な
す
区
裁
判
所
の
管
轄
権
を
発
生
さ

せ
る
特
別
裁
判
籍
又
は
当
事
者
の
管
轄
の
合
意
を
通
知
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
補
足
的
記
載
は
、
山
申
立
書
に
四
枚
添
付
し
旦
①
の
余
白
部
分
で

指
摘
さ
れ
る
特
別
の
用
紙
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

門
川
叩
〕
申
立
の
栂
手
方
の
表
示

第
偽
薬
の
②
の
宛
名
部
分
に
は
、
郵
便
物
の
宛
名
の
形
式
で
ハ
民
訴
六
九

O
条
一
項
一
品
品
、
つ
ま
り
、
氏
名
又
は
商
号
並
び
に
町
名
、
家
の
悉

号
、
郵
便
番
号
、
地
区
(
配
達
郵
便
局
)
で
も
っ
て
申
立
の
相
手
方
を
表
示

す
べ
き
で
あ
る
。
私
書
函
の
記
載
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
の
宛
名
で
、
申
立

の
栂
手
方
に
督
促
決
定
及
び
執
行
決
定
が
送
達
さ
れ
る
。
執
行
決
定
に
お

基
づ
い
て
そ
の
後
な
さ
れ
る
強
制
執
行
は
、
こ
こ
に
表
示
さ
れ
た
申
立
の



相
手
方
に
向
け
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
記
載
は
、
間
違
わ
れ
な
い

よ
う
に
精
確
に
な
す
べ
き
で
あ
る
。
必
妥
な
場
合
に
は
、
職
業
を
記
載
し

又
は
「
金
利
生
活
者
」
「
年
少
者
」
等
?
と
い
っ
た
補
足
を
添
え
る
べ
き

で
あ
る
。
申
立
が
古
同
市
胞
に
向
け
ら
れ
る
場
合
に
は
、
商
業
登
記
に
お
け
る

登
記
に
従
っ
て
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
商
事
会
社
及
び
法
人
の
場

合
に
は
、
代
表
権
限
者
を
宛
名
部
分
に
一
絡
に
挙
げ
る
べ
き
で
あ
り

J

、
し

か
も
、
商
号
又
は
名
称
に
接
着
し
て
例
え
ば
「
:
:
:
に
上
っ
て
代
表
さ
れ

た
」
と
い
う
文
一
吉
に
添
え
て
挙
げ
る
べ
き
で
あ
る
(
〔
剖
〕
参
照
〉
。

〔H
U

〕
そ
れ
に
対
し
て
、
訴
訟
能
力
な
き
自
然
人
の
場
合
例
え
ば
未
成

年
者
の
場
合
に
は
、
②
の
宛
名
部
分
に
法
定
代
理
人
だ
け
を
、
つ
ま
り
両

親
、
後
見
人
又
は
管
理
人
を
表
示
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
お

け
る
申
立
の
相
手
方
自
身
は
、
③
の
行
の
「
に
対
し
て
な
す
」
と
い
う
文

言
の
後
に
記
入
さ
れ
、
そ
の
際
「
l
l
iあ
な
た
1
1
6
」
と
い
う
文
一
ぎ
は
抹

消
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
未
成
年
者
の
場
合
に
は
、
そ
こ
に
例

え
ば
「
あ
な
た
と
同
居
し
て
い
る
息
子
:
:
:
に
対
し
て
な
す
」
と
記
載
す

vo
。門

必
〕
申
立
が
複
数
の
申
立
の
相
手
方
に
対
し
て
例
え
ば
夫
婦
に
対
し

て
〈
〔
鈍
〕
参
照
〉
向
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
申
立
の
相
手
方
各
人

毎
に
つ
い
て
用
紙
セ
ヅ
ト
に
記
載
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
用
紙
セ
ッ
ト
の
②
の

宛
名
部
分
に
申
立
の
相
手
方
一
人
だ
け
を
表
示
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
他

の
申
立
の
相
手
方
は
、
④
の
行
に
指
摘
さ
れ
、
し
か
も
「
i
i
l
あ
な
た

ー
ー
に
対
し
て
な
す
」
と
い
う
文
言
に
続
い
て
「
及
び
:
:
:
」
と
い
う
文

言
で
指
摘
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
夫
婦
の
場
合
に
は
、
夫
に
対
す
る
申

立
警
に
お
い
て
は
「
あ
な
た
及
び
あ
な
た
の
棄
に
対
し
て
な
す
」
で
あ
り
、

妻
に
対
す
る
申
立
書
に
お
い
て
は
「
あ
な
た
及
び
あ
な
た
の
夫
に
対
し
て

な
す
」
で
あ
る
。
更
に
、
第
一
葉
の
⑬
の
小
枠
に
は
、
記
載
さ
れ
た
悶
穫
の

用
紙
セ
ヅ
ト
の
数
を
記
載
す
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
夫
婦
に
対
す
る
申

立
の
場
合
に
は
、
「
2
」
と
い
う
数
を

G

〔
必
〕
督
促
決
定
及
び
執
行
決
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
申
立
の

相
手
方
の
訴
訟
代
理
人
の
記
載
は
、
申
立
人
が
向
特
に
市
中
立
の
相
手
方
の

委
任
状
を
提
出
す
る
場
合
に
の
み
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
申
立

の
相
手
方
が
既
に
或
弁
護
士
を
代
理
人
と
称
し
て
い
た
と
し
て
も
、
申
立

人
が
右
委
任
状
を
得
る
の
は
、
極
め
て
稀
な
場
合
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ

う
。
民
訴
七

O
一
一
一
条
に
よ
っ
て
申
立
の
相
手
方
の
訴
訟
代
理
人
の
合
法
的

な
授
権
(
こ
れ
に
つ
い
て
は
〔
お
〕
参
照
〉
を
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
は
、
こ
の
代
理
人
自
身
だ
け
で
あ
り

J

、
申
立
人
で
は
な
い
。

門

付

〕

連

帯

僕

務

者

と

し

て

の

自

立

の

栂

手

方

抽

出

複
数
の
申
立
の
相
手
方
(
こ
れ
に
つ
い
て
は
〔
必
〕
参
照
〉
は
、
連
帯

債
務
者
と
し
て
、
主
張
さ
れ
た
請
求
権
の
資
任
を
負
う
こ
と
が
あ
る
(
民

訴
回
二
一
条
)
。
申
立
の
相
手
方
が
連
帯
し
て
支
払
う
義
務
を
有
し
て
い

た
場
合
は
普
通
そ
う
い
う
責
任
を
負
う
。
連
帯
債
務
関
係
に
あ
る
場
合
に

は
、
申
立
人
は
、
全
債
務
が
支
払
わ
れ
る
ま
で
、
申
立
の
相
手
方
各
人
に

対
し
て
利
息
及
び
費
用
を
含
む
全
債
権
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
申

立
の
相
手
方
が
連
帯
債
務
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
用
紙
セ
ッ
ト
の
第
一
葉

の
③
の
小
枠
に
十
字
印
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

門
必
〕
申
立
人
の
表
示

。g吋
問

問
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申
立
の
相
手
方
(
〔
M
W

〕
参
照
〉
と
同
様
に
、
第
一
葉
の
③
の
部
分
に

申
立
人
も
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〈
民
訴
六
九

O
条
一
項
一
号
〉
。

氏
名
又
は
商
号
並
び
に
町
名
、
家
の
番
号
、
郵
便
番
号
、
地
区
〈
配
達
郵

便
局
〉
で
も
っ
て
申
立
人
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
こ
の
部

分
に
は
、
申
立
の
相
手
方
の
場
合
に
準
じ
て
、
法
定
代
理
人
及
び
申
立
人

の
訴
訟
代
理
人
を
表
示
す
べ
き
で
あ
る
。
最
後
に
、
申
立
人
は
、
こ
の
部

分
に
、
申
立
の
相
手
方
が
ど
の
よ
う
に
し
て
現
金
に
よ
ら
ず
債
権
を
支
払

い
う
る
か
が
分
か
る
よ
う
に
、
彼
の
銀
行
と
の
取
引
関
係
〈
銀
行
番
号
に

よ
る
勘
定
)
を
記
載
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

〔
必
〕
第
一
葉
の
⑬
の
宛
名
部
分
に
は
、
申
立
人
の
宛
名
を
繰
り
返
し

て
記
載
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
③
の
部
分
の
記
載
を
引
用
す
る
こ

と
は
し
て
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
送
達
報
告
書
(
用
紙
セ
ッ
ト
の
第
三

葉
)
又
は
執
行
決
定
の
正
本
(
用
紙
セ
ッ
ト
の
第
四
葉
〉
の
よ
う
な
裁
判

所
の
通
知
が
右
の
宛
名
の
申
立
人
に
送
付
さ
れ
る
が
故
に
、
⑧
の
と
こ
ろ

に
は
、
法
定
代
理
人
又
は
督
促
手
続
を
申
立
人
の
た
め
に
遂
行
す
る
l
l
t

任
命
さ
れ
た
1

1
訴
訟
代
理
人
の
宛
名
で
十
分
で
あ
る
。

〔
門
出
〕
請
求
権
の
表
示

主
張
さ
れ
た
請
求
権
は
、
理
由

e

つ
け
る
必
要
が
な
い
。
請
求
権
の
依
拠

す
る
法
的
根
拠
を
認
識
さ
ぜ
、
当
事
者
間
に
お
い
て
発
生
す
る
可
能
性
の

あ
る
他
の
請
求
権
と
そ
の
債
権
を
明
白
に
区
別
す
る
請
求
権
の
表
示
(
民

訴
六
九

O
条
一
項
三
号
〉
で
十
分
で
あ
る
(
〔
9
〕
参
照
〉
。
法
律
行
為
に

よ
っ
て
理
由
づ
け
ら
れ
た
債
権
の
場
合
に
は
、
大
抵
、
反
対
給
付
が
婆
求

さ
れ
る
給
付
を
、
契
約
若
し
く
は
計
算
の
日
付
又
は
発
生
時
期
の
記
載

ω

。

の
下
に
表
示
す
れ
ば
よ
い
。
そ
の
よ
う
な
請
求
権
の
表
示
と
し
て
は
例
え

ば
次
の
よ
う
な
も
の
が
考
慮
さ
れ
る
。

「
:
:
:
の
契
約
に
よ
る
貸
付
金
の
返
一
戻
一
」

「
:
:
:
か
ら
:
:
:
ま
で
の
期
間
の
貸
付
金
の
返
済
・
利
息
」

「
:
:
:
の
手
形
・
小
切
手
」

「
:
:
:
の
計
算
・
勘
定
書
の
よ
う
な
商
品
購
入
」

「
:
:
:
か
ら
:
:
:
ま
で
の
期
間
の
保
険
料
」

「
:
:
:
の
計
算
に
よ
る
事
務
・
作
業
の
提
供
」

「
:
:
:
か
ら
:
・
:
・
ま
で
の
期
間
の
:
:
:
に
お
け
る
貸
家
・
事
務
所
の
使

用
賃
貸
借
・
用
益
賃
貸
借
」

「
:
:
:
の
計
算
に
よ
る
医
師
・
歯
科
医
の
行
為
」

「
:
:
:
か
ら
:
:
:
ま
で
の
期
間
の
:
:
:
の
契
約
に
よ
る
課
程
・
授
業
」

「
:
:
:
の
事
故
・
出
来
事
に
よ
る
損
害
」

「
・
:
:
の
契
約
の
侵
害
・
不
履
行
に
よ
る
損
害
」

「
:
:
:
か
ら
:
:
:
ま
で
の
期
間
の
未
払
扶
養
料
」

「
:
:
:
か
ら
:
:
:
ま
で
の
期
間
の
組
合
費
」

こ
う
い
う
請
求
権
の
表
示
は
、
第
一
葉
の
⑤
の
部
分
に
記
入
す
べ
き
で

みのる。
〔
必
〕
要
求
さ
れ
た
給
付
の
記
載

要
求
さ
れ
た
給
付
(
民
訴
六
九

O
条
一
項
三
号
〉
す
な
わ
ち
要
求
さ
れ

た
金
額
は
、
次
の
よ
う
に
第
一
葉
の
⑥
な
い
し
⑨
の
部
分
に
記
載
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
⑥
に
は
、
主
た
る
債
権
を
、
主
た
る
債
権
が
複
数
の
請

求
権
(
〔
別
〕
末
尾
参
照
〉
の
場
合
に
は
合
計
額
を
記
入
す
べ
き
で
あ



る
。
付
帯
議
求
と
し
て
利
息
を
要
求
す
る
場
合
に
は
、
利
息
を
計
算
す

る
必
要
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
利
率
〈
「
年
・
月
:
:
:
%
」
〉
、
利
子
を

生
ず
る
金
額
(
「
・
:
:
マ
ル
グ
に
基
づ
く
」
〉
及
び
利
子
発
生
期
間
(
「
・
:

:
・
か
ら
:
:
:
ま
で
」
「
:
:
:
以
降
」
)
の
記
載
で
よ
い
。
裁
判
所
の
手
続

開
始
前
の
費
用
(
⑦
の
部
分
)
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
の
は
、
例
え
ば
申
立

の
相
手
方
の
遅
滞
の
調
査
の
費
用
で
あ
る
。

門
。
〕
更
に
申
立
人
は
、
③
の
部
分
に
、
こ
れ
ま
で
に
生
じ
た
組
問
促
手

続
の
費
用
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
由
の
部
分
に
は
、
裁
判
所
費

用
、
つ
ま
り
、
督
促
決
定
発
付
の
た
め
の
裁
判
所
の
手
数
料
及
び
そ
の
送

達
の
た
め
の
費
用
額
に
基
づ
く
総
計
を
記
入
す
べ
き
で
あ
る
〈
そ
れ
に
つ

い
て
は
〔
お
〕
参
照
)
。
複
数
の
申
立
の
相
手
方
に
対
し
て
申
し
立
て
ら

れ
て
い
る
場
合
(
〔
位
〕
参
照
〉
に
は
、
一
手
続
用
の
裁
判
所
の
手
数
料
が

発
生
す
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
申
立
の
相
手
方
ご
と
に
送
達
の
た
め
一
一
一
マ
ル

ク
を
加
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
の
部
分
に
は
、
申
立
人
の
立
替
金
、

例
え
ば
、
督
促
決
定
及
び
執
行
決
定
の
た
め
の
用
紙
セ
ッ
ト
の
費
用
並
況

び
に
裁
判
所
に
督
促
決
定
の
発
付
を
求
め
る
申
立
護
送
付
の
郵
送
料
を
記

入
す
る
こ
と
が
で
き
る
o
申
立
人
が
弁
護
士
又
は
法
律
補
助
者
(
何
回
目
宮
田
'

Z
E
2
3
に
叔
回
促
手
続
の
遂
行
を
委
任
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
手
数

料
(
こ
れ
に
つ
い
て
は
〔
お
〕
参
照
〉
、
立
替
金
及
び
そ
れ
か
ら
生
ず
る

付
加
価
値
税
を
固
な
い
し
国
の
部
分
に
記
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
次

に
、
そ
れ
ま
で
に
発
生
し
た
督
促
手
続
の
費
用
の
総
計
は
、
個
々
の
内
訳

に
基
づ
い
て
田
な
い
し
国
の
部
分
に
加
え
、
⑧
の
最
初
の
部
分
に
掲
載
す

べ
き
で
あ
る
。
最
後
に
、
要
求
さ
れ
た
給
付
の
合
計
額
と
し
て
、
主
た
る

債
権
(
⑥
の
最
初
の
部
分
)
、
裁
判
所
の
手
続
を
と
る
前
の
終
局
的
費
用

ハ
⑦
の
最
初
の
部
分
〉
及
び
こ
れ
ま
で
の
督
促
手
続
の
費
用
(
⑥
の
最
初

の
部
分
〉
に
基
づ
く
総
計
を
⑥
の
部
分
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔
印
〕
裁
判
所
費
用
、
す
な
わ
ち
、
督
促
決
定
の
発
付
及
び
送
達
の
費

用
額
と
い
う
裁
判
所
の
手
数
料
〈
〔
お
〕
及
び
門
。
〕
参
照
)
を
、
申
立

人
は
、
用
紙
セ
ッ
ト
の
第
一
葉
の
上
部
右
側
の
部
分
に
、
裁
判
所
費
用
額

に
相
当
す
る
印
紙
を
貼
付
し
又
は
手
数
料
不
要
印
の
押
捺
を
申
し
出
る
こ

と
に
よ
っ
て
予
約
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
費
用
印
は
、
ど
の
裁
判
所
で

も
入
手
で
き
る
。

門
別
〕
反
対
給
付
に
関
す
る
陳
述

⑨
の
該
当
枠
の
十
字
印
に
よ
っ
て
申
立
人
が
陳
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、
主
張
さ
れ
た
請
求
権
が
反
対
給
付
に
依
存
し
て
い
な
い
こ
と
又

は
確
か
に
反
対
給
付
に
依
存
し
て
い
る
が
既
に
提
供
し
た
こ
と
で
あ
る

〈
民
訴
六
九

O
条
一
項
四
号
。
〔
日
〕
参
照
〉
。

〔
臼
〕
争
訟
手
続
を
す
る
裁
判
所
の
表
示

最
後
に
申
・
立
人
は
、
争
訟
手
続
に
お
い
て
誘
求
権
を
主
張
す
る
た
め

の
事
物
静
岡
絡
を
有
し
民
申
立
の
相
手
方
が
普
通
裁
判
籍
を
有
す
る
裁
判
所

を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
民
訴
六
九

O
条
一
項
五
号
)
。
山
中
立
の

相
手
方
が
督
促
決
定
に
対
し
て
異
議
を
提
起
し
〈
民
訴
六
九
六
条
一
一
安
第

一
文
)
又
は
執
行
決
定
に
対
し
て
故
障
申
立
を
す
る
(
民
訴
七

O
O条
三
項

第
一
文
〉
場
合
に
は
、
右
裁
判
所
に
争
訟
は
移
行
さ
れ
る
。

〔
出
〕
一
一
一
、

0
0
0
7
ル
グ
以
下
の
請
求
権
、
使
用
賃
貸
借
関
係
に
基

づ
く
請
求
権
及
び
扶
養
料
請
求
権
に
つ
い
て
事
物
管
轄
を
有
す
る
の
は
区
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裁
判
所
で
あ
り
(
裁
構
二
三
条
一
号
及
び
二
号

a
-
二
三
条

a
二
号
〉
、
沼

そ
の
他
の
請
求
権
に
つ
い
て
は
全
一
て
原
則
と
し
て
ラ
ン
ト
裁
判
所
で
あ

訟
る
(
裁
構
七
一
条
一
項
〉
。
第
一
葉
の
⑬
の
最
初
の
二
つ
の
十
字
印
枠

の
一
方
に
そ
れ
に
対
応
し
た
表
示
を
す
べ
き
で
あ
る
。
争
訟
手
続
に
つ
い

て
ラ
ン
ト
裁
判
所
に
事
物
管
轄
が
あ
り
、
商
事
事
件
で
あ
る
場
合
に
は
、

申
立
人
は
、
商
事
部
で
の
争
訟
の
弁
論
を
要
求
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
⑬
の

第
三
番
目
の
十
字
印
枠
に
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
商
事
事
件
で
あ
る

の
は
、
特
に
、
一
向
者
に
と
っ
て
商
行
為
で
あ
る
取
引
に
基
づ
く
高
人
に
対

す
る
訴
並
び
に
手
形
に
よ
る
訴
及
び
小
切
手
法
に
落
。
っ
く
訴
で
あ
る
〈
裁

機
九
五
条
一
項
一
号
な
い
し
一
一
一
号
〉
。

〔
川
口
土
地
管
轄
あ
る
も
の
と
し
て
、
⑬
の
行
に
は
、
申
立
の
松
手
方

が
普
通
裁
判
籍
を
有
す
る
裁
判
所
(
区
裁
判
所
又
は
一
フ
ン
ト
裁
判
所
〉
を

記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
そ
の
管
轄
区
域
内
に
申
立
の
相

手
方
が
住
み
又
は
そ
の
事
務
所
を
有
す
る
裁
判
所
で
あ
る
の
が
通
常
で
あ

る
(
そ
れ
に
つ
い
て
の
詳
細
は
門
幻
〕
参
照
〉
。
ど
の
裁
判
所
に
土
地
管

轄
が
あ
る
か
は
、
申
立
の
相
手
方
の
住
所
又
は
事
務
所
が
確
定
し
て
い
る

場
合
に
は
、
最
も
近
い
区
裁
判
所
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
申

立
の
相
手
方
に
住
所
が
な
い
場
合
に
は
、
彼
の
普
通
裁
判
籍
は
、
内
国
に

お
け
る
居
所
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
(
民
訴
一
六
条
)
。
山
中
立
の
相
手
方

が
内
国
に
普
通
裁
判
籍
を
有
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
民
一
議
七

O
三
条
d

の
特
別
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。
⑬
の
行
に
は
、
争
訟
手
続
に
つ
き
土
地
管
轄

及
び
事
物
管
轄
を
有
す
る
裁
判
所
〈
民
訴
七

O
一
二
条
d
一
云
慌
て
す
な
わ
ち
、

市
中
立
の
相
手
方
が
内
留
に
特
別
裁
判
籍
を
有
す
る
又
は
当
事
者
が
そ
の
管

-~ ノ、

轄
を
合
意
し
た
哉
判
所
〈
こ
れ
に
つ
い
て
は
〔
お
〕
参
照
)
を
記
入
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔
出
〕
同
争
訟
手
続
を
求
め
る
申
立

既
に
督
促
決
定
の
発
付
を
求
め
る
申
立
の
と
き
に
、
申
立
人
は
、
も
し

申
立
の
相
手
方
が
替
促
決
定
に
対
し
て
異
議
を
提
起
す
る
な
ら
ば
〈
民
訴

六
九
六
条
一
項
第
二
文
。
〔
剖
〕
参
照
〉
、
第
一
棄
の
⑬
に
表
示
さ
れ
た

裁
判
所
〈
〔
沼
〕
以
下
参
照
〉
で
争
訟
手
続
を
貫
徹
す
る
こ
と
を
要
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
申
立
は
、
手
続
を
促
進
す
る
た
め
に
、

そ
し
て
、
事
件
の
訴
訟
係
属
に
つ
い
て
即
座
に
移
行
す
る
効
力
を
も
た
ら

す
た
め
に
捻
奨
さ
れ
る
(
民
訴
六
九
六
条
三
垣
内
0

〔
冗
〕
)
。
こ
の
場
合

に
は
、
由
・
立
人
は
、
第
一
葉
の
⑫
の
枠
に
十
字
印
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
申
立
人
は
、
⑬
に
表
示
さ
れ
た
裁
判
所
へ
の
移
行
を
特
に
要
求
す

る
必
要
は
な
い
。
移
行
は
職
権
で
な
さ
れ
る
(
民
訴
六
九
六
条
一
項
第
一

文
〉
。
そ
れ
に
反
し
て
、
既
に
督
促
決
定
の
発
付
を
求
め
る
申
立
の
と
き

に
、
執
行
決
定
の
発
μ
引
を
要
求
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
の
た
め
に

は
、
異
議
期
間
の
経
過
前
に
は
な
し
え
な
い
特
別
の
申
立
が
必
要
で
あ
る

〈
民
訴
六
九
九
条
一
項
第
二
文
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
門
口
〕
及
び
〔
但
〕
お

参
照
〉
。

〔
閃
〕
同
申
立
書
の
箸
名

申
立
人
は
、
用
紙
の
第
一
葉
の
申
立
番
の
部
分
に
署
名
し
た
場
所
と
日

付
を
記
裁
し
、
申
立
蓄
に
自
署
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〈
民
訴
六
九

O
条

二
項
〉
。
法
定
代
理
人
又
は
代
浬
人
が
申
立
を
す
る
場
合
も
同
様
で
あ

る
。
申
立
人
の
代
理
人
は
、
自
己
の
合
法
的
な
授
権
を
⑬
の
枠
に
十
字

印
を
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〈
民
訴
七

O
一二



条
。
門
部
い
}
参
照
)
。

〔
町
〕
加
申
立
書
の
提
出

申
立
を
書
記
課
の
証
書
官
の
面
前
で
申
し
出
な
い
場
合
に
は
〈
民
訴
七

O
ニ
条
一
項
。
門
叩
山
〕
〉
、
督
促
手
続
を
管
鞍
ず
る
区
裁
判
所
ハ
門
担
〕

以
下
〉
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
郵
便
に
よ
っ
て
送

付
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
又
は
裁
判
所
の
郵
便
受
に
投
入
す
る
ζ

と
に
よ

っ
て
。
用
紙
セ
ッ
ト
を
郵
便
に
よ
っ
て
裁
判
所
に
届
け
る
場
合
に
は
、
カ

ー
ボ
ン
用
紙
は
剥
ぎ
取
り
線
ま
で
引
き
離
し
て
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

用
紙
に
残
し
て
お
く
べ
き
剣
ぎ
取
り
線
が
な
い
ば
ら
ば
ら
の
同
封
の
カ
ー

ボ
ン
紙
又
は
自
動
複
写
紙
を
使
用
し
て
い
る
場
合
に
は
、
用
紙
セ
ッ
ト

は
、
適
切
な
包
装
に
よ
っ
て
、
印
刷
ハ
郵
便
の
消
印
〉
に
対
し
て
保
護
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ハ
一
九
七
七
年
五
月
六
日
の
命
令
の
一
条
二
項
第
五

文
及
び
第
六
文
。
付
録
2
参
照
〉
。

〔印〕

2

裁
判
所
に
よ
る
申
立
書
の
調
査

替
促
決
定
の
発
付
を
求
め
る
申
立
が
裁
判
所
に
な
さ
れ
る
と
、
用
紙
セ

ッ
ト
の
第
一
葉
の
該
当
部
分
に
ま
ず
受
付
印
が
押
さ
れ
る
。
督
促
決
定
の

送
達
に
よ
っ
て
期
聞
が
遵
守
さ
れ
又
は
消
滅
時
効
が
中
断
さ
れ
る
と
と
に

な
る
場
合
に
は
、
申
立
の
後
に
送
達
ー
か
な
さ
れ
る
と
、
そ
の
効
力
は
、
受

付
印
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
申
立
書
の
提
出
又
は
中
出
の
と
き
に
生
ず
る

ハ
民
訴
六
九
三
条
ニ
項
。
〔
叩
〕
参
照
)
。
更
に
、
申
立
書
に
貼
付
さ
れ
た
裁
判

所
費
用
印
紙
(
門
印
〕
参
照
)
は
消
印
を
押
さ
れ
る
。
最
後
に
、
書
記
謀

は
、
申
立
を
記
録
し
、
「
B
」
と
い
う
文
字
、
一
年
間
続
〈
通
し
番
号
及
び

紀
元
年
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
書
記
番
号
を
付
す
る
〈
記
録
令
一
一
一
条
混

一
項
〉
。
事
件
は
、
全
体
と
し
て
の
督
促
手
続
中
、
こ
の
書
記
番
号
の
下

勺
進
め
ら
れ
る
。
そ
れ
を
更
に
書
く
場
合
に
は
、
常
に
裁
判
所
に
通
告
す

べ
き
で
あ
る
。
督
促
手
続
の
発
付
を
求
め
る
申
立
は
、
申
立
の
相
手
方
に

は
通
知
さ
れ
な
い
〈
民
訴
七

O
二
条
二
項
)
。
申
立
の
相
手
方
は
、
督
促

決
定
が
送
達
さ
れ
る
や
直
ち
に
異
議
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔
臼
〕
そ
の
後
、
裁
判
所
す
な
わ
ち
司
法
補
助
官
《
お
〕
参
照
)
は
、

申
立
が
法
定
の
要
件
に
従
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
調
査
す
る
。
そ
の
要
件

は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

同
一
般
訴
訟
要
件
〈
〔
払
〕
参
照
〉

ω
民
訴
六
八
八
条
に
よ
る
督
促
手
続
の
特
別
要
件
、

す
な
わ
ち
、

1

1
内
陸
の
通
貨
、
例
外
的
に
外
国
の
通
貨
に
お
け
る
一
定
の
金
額

の
支
払
を
対
象
と
す
る
請
求
権
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
(
民
訴
六

八
八
条
一
項
・
一
一
一
項
第
二
文
。
〔
ロ
〕
参
照
〉
、

1
|請
求
権
が
反
対
給
付
に
依
存
し
て
い
な
い
又
は
反
対
給
付
を
提

供
し
た
と
い
う
申
立
人
の
陳
述
ハ
民
訴
六
八
八
条
二
項
。
門
一
日

及
び
門
別
〕
参
照
〉
、

1
1公
告
に
よ
る
ハ
民
訴
六
八
八
条
二
項
。
門
一
己
参
照
〉
又
は
欧

州
共
同
体
の
設
定
悶
を
除
く
外
国
に
お
い
て
〈
民
訴
六
八
八
条
三

項
第
一
文
。
門
口
〕
及
び
〔
刊
日
〕
参
照
〉
督
促
決
定
を
送
達
す
る

必
要
の
な
い
こ
と
。

民
訴
六
八
九
条
及
び
七

O
三
条
d
一
項
・
二
項
に
よ
り
申
立
を
な
す

(c) 

。
。
。
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裁
判
所
の
事
物
管
轄
及
び
土
地
管
轄
に
つ
い
て
の
要
件
ハ
〔
mm
〕
な
い

し
〔
斜
〕
及
び
〔
鈎
〕
〉
。

同
既
に
民
訴
六
八
八
条
に
よ
る
特
別
委
件
と
し
て
又
は
裁
判
所
の
管
轄

の
要
件
と
し
て
調
査
さ
れ
て
い
な
い
民
訴
六
九

O
条
に
よ
る
申
立
の
必

要
的
内
容
。
す
な
わ
ち
、

l
i督
促
決
定
の
発
付
を
求
め
る
明
示
の
申
立
〈
民
訴
六
九

O
条
一

項
。
〔
M

拘
〕
参
照
)
。

i
l当
事
者
、
法
定
代
理
人
及
び
訴
訟
代
理
人
の
表
示
(
民
訴
六
九

O

条
一
項
一
号
。
〔
紛
〕
な
い
し
門
必
〕
参
照
)
、

i
i要
求
さ
れ
た
給
付
の
一
定
の
記
載
を
し
た
請
求
権
の
表
示
(
民
訴

六
九

O
条
一
項
三
号
。
門
幻
〕
及
び
門
必
〕
参
照
〉
、

l
l争
訟
手
続
に
つ
い
て
管
轄
し
瓦
申
立
の
相
手
方
の
普
通
裁
判
籍
の

あ
る
裁
判
所
の
表
示
(
民
訴
六
九

O
条
一
項
五
号
。
〔
臼
〕
な
い

し
〔
臼
〕
参
照
〉
。
民
訴
七

O
三
条
d
の
場
合
に
は
、
争
訟
手
続

に
つ
い
て
土
地
管
轄
及
び
事
物
管
轄
を
有
す
る
裁
判
所
の
表
示

〈
民
訴
七

O
一
一
一
条
d
一
一
一
項
。
〔
M
〕
参
照
)

o

l
-
-
申
立
書
の
自
問
看
(
民
訴
六
九

O
条
二
項
。
〔
印
〕
参
照
〉
。
ぉ

同
督
促
決
定
及
び
執
行
決
定
用
に
導
入
さ
れ
た
用
紙
の
使
用
ハ
民
訴
七

O
一ニ条

c
二
項
。
〔
幻
〕
及
び
門
叩
山
〕
参
照
〉
。

更
に
、
裁
判
所
は
、
申
立
人
の
た
め
に
申
立
を
す
る
代
理
人
が
合
法
的

な
授
権
を
保
証
し
た
か
ど
う
か
〈
民
訴
七

O
三
条
第
二
文
。
門
刊
山
〕
と
結

び
付
い
た
〔
日
刊
〕
末
尾
参
照
〉
、
及
び
裁
判
所
費
用
が
予
約
さ
れ
た
か
ど

う
か
ハ
裁
費
六
五
条
三
項
第
一
文
。
門
お
〕
と
結
び
つ
い
た
〔
印
〕
参

ノ、
四

照
)
を
調
査
す
る
。

〔
ω〕
要
す
る
に
、
司
法
補
助
官
は
、
督
促
決
定
の
発
付
を
求
め
る
申

立
の
た
め
の
用
紙
(
用
紙
セ
ッ
ト
の
第
一
葉
〉
が
完
全
民
合
法
的
に
記
入
さ

れ
自
警
が
あ
る
か
ど
う
か
だ
け
を
調
査
す
る
。
裁
判
所
は
、
・
申
立
書
に
お

け
る
記
載
が
正
し
い
か
ど
う
か
か
ら
調
べ
る
。
申
立
人
は
、
こ
の
記
載
を

真
笑
に
従
っ
て
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
〈
民
訴
一
三
八
条
一
項
)
。
主
張
さ

れ
た
請
求
権
の
み
を
表
示
す
れ
ば
よ
く
、
理
由
づ
け
る
必
要
が
な
い
放
に

(
民
訴
六
九

O
条
一
項
三
号
。
門
幻
〕
参
照
〉
、
請
求
権
が
理
由
づ
け
か

ら
明
ら
か
に
有
理
性
を
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
調
査
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
調
査
は
、
請
求
権
が
十
分
に
特
定
さ
れ
て
表
示
さ

れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
そ
し
て
、
請
求
権
が
一
体
裁
判
上
主
張
し
う
る
か

ど
う
か
に
限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔引〕

3

申
立
の
却
下

申
立
が
〔
回
〕
例
な
い
し
制
の
要
件
に
合
っ
て
お
ら
ず
、
補
正
し
え
な

い
寂
疲
が
あ
る
場
合
に
は
、
司
法
補
助
官
は
決
定
に
よ
っ
て
申
立
を
却
下

す
る
ハ
民
訴
六
九
一
条
一
項
)
。
夜
疲
が
補
正
し
う
る
場
合
に
は
、
裁
判

所
の
一
般
的
釈
明
義
務
に
従
っ
て
〈
民
訴
二
二
九
条
一
項
可
申
立
人
に
対

し
、
適
切
な
申
立
を
な
し
特
に
不
十
分
な
記
載
を
補
充
す
る
よ
う
原
則
と

し
て
前
も
っ
て
命
ず
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
司
法
補
助
官
は
、
ま
ず

第
一
に
申
立
人
に
申
立
書
を
送
り
返
し
、
訂
正
又
は
補
充
が
な
い
と
却
下

さ
れ
る
こ
と
を
予
告
し
て
一
定
の
期
間
内
に
申
立
蓄
を
訂
正
し
又
は
補
充

す
る
機
会
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
が
問
題
に
な
る
の
は
、
例
え



ば
、
申
立
の
相
手
方
の
表
示
(
門
紛
〕
以
下
参
照
〉
特
に
そ
の
宛
名
が

不
完
全
で
あ
る
場
合
、
申
立
を
提
出
し
た
代
理
人
が
合
法
的
な
授
権
を

保
証
し
な
か
っ
た
場
合
〈
〔
泊
〕
参
照
〉
、
自
暑
が
な
い
場
合
ハ
〔
回
〕

参
照
〉
又
は
裁
判
所
費
用
が
予
納
さ
れ
て
い
な
い
か
必
要
額
の
予
納
が
な

い
場
合
〈
〔
印
〕
参
照
〉
で
あ
る
。
主
張
さ
れ
た
請
求
権
の
一
部
に
つ
い
て

の
み
申
立
が
不
適
法
で
あ
る
場
合
に
は
、
申
立
人
は
却
下
の
前
に
必
ず
お

審
尋
さ
れ
る
〈
民
訴
六
九
一
条
二
項
後
段
〉
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

申
立
人
が
申
立
の
毅
庇
を
補
正
し
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
申
立
は
却
下
さ

れ
る
。
請
求
権
の
一
部
の
み
が
法
定
要
件
に
合
っ
て
い
な
い
場
合
に
も
同

じ
で
あ
る
。
一
部
だ
け
の
却
下
は
不
適
法
で
あ
る
〈
民
訴
六
九
一
条
二
項

前
段
)
。

〔位〕

4

却
下
に
対
す
る
法
的
救
済
手
段

司
法
補
助
官
が
督
促
決
定
の
発
付
を
求
め
る
申
立
を
却
下
し
た
と
し
て

も
、
民
訴
五
六
七
条
に
よ
る
抗
告
と
い
う
上
訴
に
よ
っ
て
却
下
の
裁
判
に

対
し
て
不
服
申
立
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
〈
民
訴
六
九
一
条
三
項
)
。
申

立
人
は
、
二
週
間
内
に
お
い
て
の
み
書
商
で
又
は
書
記
課
の
調
書
に
、
異

議
と
い
う
法
的
救
済
手
段
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
ハ
司
補
一
一
条

一
項
〉
。
司
法
補
助
官
は
、
最
終
的
に
裁
判
を
す
る
裁
判
官
に
異
議
を
提

出
す
る
〈
司
補
一
一
条
二
項
〉
。
勿
論
、
こ
の
法
的
救
済
手
段
が
必
要
と

な
る
こ
と
は
、
滅
多
に
存
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
却
下
さ
れ
た
と
し
て
も
申

立
の
本
案
に
つ
い
て
は
裁
判
さ
れ
て
い
な
い
故
に
、
申
立
は
い
つ
で
も
法

律
に
従
っ
て
繰
り
返
す
こ
と
が
で
き
、
あ
る
い
は
申
立
に
代
え
て
争
訟
手

続
に
お
け
る
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔槌〕

V 

督
促
決
定

督
促
決
定
の
発
付

ω
督
促
決
定
の
法
的
性
質

督
促
決
定
の
発
付
を
求
め
る
申
立
を
却
下
す
べ
き
で
な
い
場
合
に
は

〈
門
侃
〕
参
照
)
、
直
ち
に
申
立
に
対
応
し
た
督
促
決
定
を
発
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
司
法
補
助
官
の
管
轄
に
属
す
る
(
〔
お
〕
参

照
)
。
督
促
決
定
は
、
裁
判
所
の
裁
判
で
あ
る
。
原
則
と
し
て
、
決
定
に

関
す
る
規
定
が
督
促
決
定
に
も
適
用
さ
れ
る
(
民
訴
三
二
九
条
〉
。
督
促

決
定
は
、
申
立
の
相
手
方
の
異
議
を
解
除
条
件
と
す
る
。
こ
の
条
件
は
、

執
行
決
定
の
発
付
と
と
も
に
消
滅
す
る
。

門川凶〕

ω
督
促
決
定
の
形
式

督
促
決
定
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
は
二
九
七
七
年
五
月
六
日
の
命
令
に

よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
督
促
決
定
及
び
執
行
決
定
用
の
用
紙
セ
ッ
ト
の
第
幻

一
葉
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
門
印
〕
及
び
門
別
〕
参
照
〉
。
そ

の
際
に
は
、
申
立
人
が
申
立
と
同
時
に
提
出
し
た
督
促
決
定
の
草
案
が
重

要
で
あ
る
ハ
〔
幻
〕
参
照
〉
。
司
法
補
助
官
は
、
右
草
案
に
発
付
の
日
付

を
記
入
し
督
促
決
定
に
署
名
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
督
促
決
定
を
発
付
す

る
。
自
署
の
代
り
に
、
司
法
補
助
官
の
名
前
の
捺
印
で
よ
い
〈
民
訴
六
九

二
条
二
項
〉
。

〔
山
山
〕
川
内
督
促
決
定
の
内
容

督
促
決
定
は
、
民
訴
六
九

O
条
一
項
一
号
な
い
し
五
号
に
列
挙
さ
れ
た
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申
立
の
要
件
を
含
ん
で
い
る
ハ
民
訴
六
九
一
一
条
一
一
俊
一
号
。
そ
れ
に
つ
い

て
は
門
鈎
〕
な
い
し
〔
臼
〕
参
照
〉
。
督
促
決
定
の
原
本
に
つ
い
て
は
申

立
と
問
時
に
提
出
さ
れ
た
慈
案
が
使
用
さ
れ
る
故
に
(
門
一
世
〕
参
照
〉
、

申
立
書
に
お
け
る
記
載
と
督
促
決
定
に
お
け
る
記
載
と
の
一
致
が
確
保
さ

れ
る
。〔

師
〕
更
に
、
替
促
決
定
に
お
い
て
は
、
申
立
の
相
手
方
に
対
し
て
裁

判
所
の
次
の
よ
う
な
通
知
が
な
さ
れ
る
(
民
訴
六
九
二
条
一
項
二
号
な
い

し
六
号
〉
。

l
l裁
判
所
は
、
主
張
さ
れ
た
請
求
権
が
理
由
が
あ
る
と
判
断
す
る
場
合

に
は
、
申
立
の
松
手
方
に
対
し
て
督
促
決
定
の
送
達
か
ら
こ
遊
間
内

に
次
の
こ
と
を
す
る
よ
う
催
告
す
る
。
す
な
わ
ち
、
要
求
さ
れ
た
利

息
と
金
額
に
従
っ
て
表
示
さ
れ
た
費
用
と
を
含
め
て
主
張
さ
れ
た
債

務
を
支
払
う
こ
と
又
は
請
求
に
対
し
て
異
議
を
提
起
す
る
か
ど
う

か
旦
ど
の
範
囲
で
異
議
を
提
起
す
る
か
ど
う
か
を
裁
判
所
に
通
知

す
る
こ
と
(
民
訴
六
九
二
条
一
項
三
号
〉
。
更
に
裁
判
所
は
、
申
立

の
相
手
方
に
対
し
て
、
主
張
さ
れ
た
請
求
権
が
申
立
人
に
属
す
る
か

ど
う
か
を
調
査
し
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
ハ
民
訴
六
九
二
条
一

頃
二
号
〉
。
こ
の
指
摘
、
申
立
の
相
手
方
が
主
張
さ
れ
た
請
求
権
が

理
由
あ
り
と
判
断
す
る
限
り
で
の
み
支
払
の
催
告
が
妥
当
す
る
と
い

う
制
限
及
び
債
務
が
申
立
人
に
よ
っ
て
「
主
張
さ
れ
た
」
と
の
表
示

は
、
治
・
立
の
相
相
手
方
に
対
し
て
、
申
立
に
よ
る
請
求
権
が
理
由
が
あ
る

か
ど
う
か
を
自
分
で
調
査
す
る
よ
う
催
告
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

l
i更
に
裁
判
所
は
、
申
立
の
相
手
方
に
対
し
て
、
期
間
が
経
過
す
る
ま

六
六

で
に
異
議
を
提
起
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
申
立
人
の
強
制
執
行
を

可
能
に
す
る

l
l督
促
決
定
に
対
応
し
た

l
i執
行
決
定
を
下
す
こ

と
が
で
き
る
こ
と
を
指
摘
す
る
(
民
訴
六
九
二
条
一
項
四
号
〉
。
こ

の
指
摘
は
、
申
立
の
相
手
方
に
対
し
て
、
怠
慢
又
は
督
促
決
定
を
間

違
っ
て
評
価
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
適
当
な
時
機
に
異
議
を
提
起
し

な
い
よ
う
警
告
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

l
l更
に
、
申
立
の
相
手
方
に
対
し
て
、
ど
の
区
裁
判
所
で
も
入
手
で
き

記
入
で
き
る

!
l督
促
決
定
に
添
付
さ
れ
た

!
l用
紙
に
よ
っ
て
異

議
を
提
起
す
べ
き
旨
が
指
摘
さ
れ
る
(
民
訴
六
九
二
条
一
項
五
号
。
ぉ

〔
幻
〕
参
照
む
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
申
立
の
相
手
方
は
、
異
議
を
提

起
し
易
く
な
り
、
途
方
に
あ
る
裁
判
所
の
商
品
別
で
関
難
な
条
件
の
下

で
の
み
防
禦
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
懸
念
が
な
く
な
る
で
あ
ろ

〉
h

ノ。

ー

i
最
後
に
、
由
立
の
相
手
方
に
対
し
て
、
異
議
が
あ
る
場
合
に
は
ど
の

裁
判
所
に
移
行
さ
れ
る
か
、
す
な
わ
ち
、
争
訟
手
続
に
つ
い
て
事
物

管
轄
が
あ
り
旦
申
立
の
相
手
方
の
普
通
裁
判
籍
が
あ
る
裁
判
所
と
し

て
申
立
人
が
申
立
書
に
表
示
し
た
裁
判
所
に
移
行
さ
れ
る
こ
と
が
通

告
さ
れ
る
〈
門
田
〕
な
い
し
〔
民
〕
参
照
〉
。
申
立
の
相
手
方
に
対

し
て
、
そ
の
管
轄
の
有
無
に
つ
い
て
の
調
査
は
移
行
さ
れ
た
裁
判
所

の
調
査
に
留
保
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
同
時
に
指
摘
さ
れ
る

〈
民
訴
六
九
二
条
一
項
六
号
〉
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
申
立
の
相
手
方

は
、
争
訟
手
続
が
原
則
と
し
て
自
己
の
住
所
地
の
裁
判
所
で
な
さ
れ

る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
途
方
に
あ
る
裁
判
所
に
出
掛
け
る
必
要
も



な
く
、
そ
こ
の
弁
護
士
に
代
理
を
頼
む
必
要
も
な
い
こ
と
を
知
る
。

管
轄
の
有
無
の
調
査
を
留
保
し
て
い
る
の
は
、
滅
多
に
な
い
こ
と
で

あ
る
が
、
専
属
管
轄
に
違
反
し
て
い
る
こ
と
又
は
管
轄
の
合
意
が
あ

る
場
合
を
考
慮
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
裁
判
所
の
通
知
は
、
第
一
葉
の
督
促
決
定
の
原
本
、
用
紙
セ

ッ
ト
の
第
二
棄
の
替
促
決
定
の
正
本
及
び
そ
の
裏
面
の
「
裁
判
所
の
指

摘
」
の
な
か
に
既
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

ロ
む
督
促
決
定
を
、
一
九
六
八
年
九
月
二
七
日
の
協
定
に
従
っ
て
欧

州
共
肉
体
の
設
立
聞
に
お
い
て
送
達
す
べ
き
場
合
に
は
、
民
訴
六
九
二
条

と
異
な
り
、
次
の
こ
と
が
当
て
は
ま
る
(
欧
州
共
同
体
協
定
の
施
行
法
の

二
六
条
三
項
参
照
。
〔
刊
己
末
尾
〉
。
民
訴
六
九
二
条
一
項
一
一
一
号
に
よ
る

催
告
に
お
い
て
は
(
門
印
〕
参
照
〉
、
異
議
期
間
と
し
て
一
ヶ
月
を
指
示

す
べ
き
で
あ
る
。
更
に
、
申
立
の
相
手
方
に
対
し
て
、
督
促
手
続
を
管
轄

す
る
区
裁
判
所
の
管
轄
区
域
内
に
住
ん
で
い
る
送
達
代
理
人
を
指
名
す
べ

き
旨
ハ
民
訴
一
七
四
条
)
を
指
摘
す
る
。
送
達
代
理
人
の
指
名
が
な
さ
れ

て
い
な
い
と
、
そ
の
後
の
送
達
は
全
て
普
通
の
手
紙
で
な
す
こ
と
が
で
き

ザ

Q

。
〔伺山〕

2

督
促
決
定
の
送
達

制
送
達
の
対
象

督
促
決
定
の
原
本
ハ
用
紙
セ
ッ
ト
の
第
一
葉
〉
に
司
法
補
助
官
が
署
名

し
た
後
〈
〔
臼
〕
参
照
〉
、
書
記
諜
の
証
書
官
は
、
申
立
の
相
手
方
の
た

め
に
定
め
ら
れ
た
用
紙
セ
ッ
ト
第
二
薬
の
督
促
決
定
の
正
本
(
門
別
〕
参

ω

館
山
〉
を
作
成
す
る
。
そ
の
裏
面
に
は
、
誰
に
支
払
を
な
す
べ
き
か
、
誰
が

支
払
猶
予
又
は
分
割
払
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
い
つ
ど
の
よ

う
に
し
て
異
議
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
し
て
、
異
議
後
の

手
続
に
関
し
て
裁
判
所
の
指
摘
が
あ
る
。
督
促
決
定
に
お
け
る
裁
判
所
の

通
知
に
対
応
し
て
〈
民
訴
六
九
二
条
一
項
六
号
。
〔
山
間
〕
参
照
〉
、
一
九

七
七
年
五
月
六
日
の
命
令
〈
〔
幻
〕
参
照
〉
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
昼
間
議

用
の
用
紙
が
督
促
決
定
の
正
木
に
添
付
さ
れ
る
。
督
促
決
定
の
原
本
は
裁

判
所
に
残
さ
れ
る
。

〔
ω〕

ω
送
達
手
続

督
促
決
定
の
正
木
は
、
裁
判
所
の
書
記
諜
か
ら
職
権
で
申
立
の
相
手
方

に
送
達
さ
れ
る
(
民
訴
六
九
三
条
一
項
、
二
七

O
条
一
項
と
結
び
付
い
た

凶
九
五
条
〉
。
こ
の
送
達
は
、
督
促
決
定
の
効
力

A

要
件
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
原
則
と
し
て
送
達
の
た
め
に
郵
便
局
へ
引
き
渡
す
こ
と
に
よ
っ
て
な

さ
れ
る
〈
民
訴
一
一
一
一
条
〉
。
郵
便
局
員
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
郵
便
送

達
証
書
は
、
裁
判
所
の
書
記
諜
に
交
付
さ
れ
ハ
民
訴
一
一
一
一
一
条
)
-
記
録
さ

れ
る
。
送
達
に
椴
漉
が
あ
れ
ば
、
職
権
で
送
達
を
繰
り
返
す
べ
き
で
あ

"。。〔m
山
〕
制
送
遠
の
効
力

督
促
決
定
の
送
達
に
よ
っ
て
期
間
が
遵
守
さ
れ
又
は
消
滅
時
効
が
中
断

す
る
こ
と
に
な
る
場
合
に
は
、
こ
の
効
力
は
、
申
立
に
続
い
て
送
達
が
な

さ
れ
る
と
、
督
促
決
定
の
発
付
を
求
め
る
申
立
の
提
出
又
は
申
山
山
の
と
き

に
遡
っ
て
発
生
す
る
〈
民
訴
六
九
一
一
一
条
二
項
〉
。
申
立
人
が
即
座
の
送
達

の
た
め
に
彼
に
期
待
し
う
る
と
と
を
す
べ
て
し
た
場
合
特
に
申
立
書
に
完

。
。
。
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全
口
比
合
法
的
に
記
載
し
裁
判
所
費
用
を
予
約
し
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
又

は
申
立
の
抑
制
手
方
が
責
任
を
負
う
送
達
を
遅
延
さ
せ
て
も
民
訴
六
九
三
条

二
項
の
効
力
は
生
じ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
続
け
て
」
と
は
原
則
と
し
て

「
適
切
な
時
間
内
に
」
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
事
情
に
よ
っ
て
は
、
そ

れ
よ
り
長
い
期
間
で
も
よ
い
こ
と
が
あ
る
。

〔
礼
〕
更
に
、
法
律
は
、
一
定
の
条
件
の
下
に
、
争
訟
事
件
の
係
属
を

督
促
決
定
の
送
達
に
結
び
付
け
て
い
る
。
そ
の
条
件
と
は
、
事
件
が
、
異

議
の
提
起
後
直
ち
に
、
督
促
決
定
に
お
い
て
争
訟
手
続
を
管
轄
す
る
と
表

示
さ
れ
た
裁
判
所
に
移
行
さ
れ
る
場
合
(
民
訴
六
九
六
条
三
項
)
及
び
執

行
決
定
が
な
さ
れ
る
場
合
ハ
民
訴
七

O
O条
二
演
)
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
幼

場
合
に
は
、
争
訟
事
件
は
、
督
促
決
定
の
送
達
に
よ
っ
て
係
属
し
た
も
の

と
着
徴
さ
れ
る
。
訴
訟
係
属
は
、
そ
れ
が
続
い
て
い
る
間
は
同
一
事
件
に

つ
い
て
別
に
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
裁
判
所
の
管
轄
に
と
っ
て

決
定
的
で
あ
っ
た
事
情
が
変
更
し
て
も
裁
判
所
の
管
轄
は
変
わ
ら
な
い

〈
民
訴
二
六
一
条
三
項
)
と
い
う
手
続
上
の
効
力
を
有
す
る
。
更
に
、

訴
訟
係
属
は
消
滅
時
効
の
期
聞
を
中
断
す
る
。

門
η
〕
民
訴
六
九
三
条
二
項
に
よ
る
督
促
決
定
の
効
力
(
〔
刊
〕
参

問
問
。
は
以
下
の
場
合
に
は
消
滅
す
る
。

|
|
申
立
の
相
手
方
が
組
問
促
決
定
に
対
し
て
異
議
を
提
起
せ
ず
、
申
立
人

が
督
促
決
定
の
送
達
か
ら
進
行
す
る
六
ヶ
月
の
期
間
内
に
執
行
決
定

の
発
付
を
要
求
し
な
い
場
合
〈
民
訴
七

O
一
条
第
一
文
〉
、

l
i申
立
人
は
な
る
ほ
ど
執
行
決
定
を
適
時
に
要
求
し
た
が
、
裁
判
所
が

申
立
を
確
定
的
に
却
下
し
た
場
合
ハ
民
訴
七

O
一
条
第
二
文
)
、

六
八

l
l申
立
人
が
督
促
決
定
の
発
付
を
求
め
る
申
立
を
取
り
下
げ
た
場
合

ハ
民
訴
二
六
九
条
の
準
用
〉
。

〔
η
〕
同
申
立
人
へ
の
報
告

裁
判
所
の
書
記
課
は
、
督
促
決
定
の
送
達
に
隠
し
て
申
立
人
に
報
告

す
る
〈
民
訴
六
九
三
条
三
項
)
。
更
に
、

1
l
e送
達
証
書
の
返
還
後
直
ち

に
ハ
門
的
〕
参
照
)
l
l
f送
連
日
付
が
用
紙
セ
ッ
ト
の
第
三
葉
の
右
上
部

(
〔
初
〕
参
照
〉
の
部
分
に
記
入
さ
れ
、
そ
の
後
こ
の
第
三
葉
は
送
達
報

告
書
と
し
て
申
立
人
に
無
方
式
で
送
付
さ
れ
る

0

・
申
立
人
は
、
こ
の
時
点

を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
申
立
人
は
、
執
行
決
定
の
発

付
を

|
|
二
週
間
の
異
議
期
間
の
経
過
前
に
は
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
ず
(
民

訴
六
九
九
条
一
項
第
二
文
)
、

l
l督
促
決
定
が
そ
の
効
力
を
失
う
べ
き
で
な
い
と
す
れ
ば
六
ヶ
月
の
期

間
内
に
婆
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
民
訴
七

O
一
条
第
一
文
)

か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
両
方
の
期
間
は
、
督
促
決
定
の
送
達
に
よ
っ
て
進
行
す
る

ハ
民
訴
六
九
二
条
一
項
一
一
一
号
・
七

O
一
条
第
一
文
〉
。
書
記
課
は
、
督
促

決
定
を
送
達
し
え
な
か
っ
た
場
合
又
は
送
達
を
公
告
に
よ
っ
て
若
し
く
は

欧
州
共
同
体
設
立
闘
を
除
い
た
外
国
に
お
い
て
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
(
民
訴
六
八
八
条
二
項
後
段
・
一
ニ
項
第
一
文
。

門
日
〕
な
い
し
〔
凶
〕
参
照
)
に
も
、
申
立
人
に
報
告
す
る
。

〔日〕

督
促
決
定
に
対
す
る
巽
譲
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同
異
議
の
機
能

申
立
の
相
手
方
は
、
請
求
又
は
誇
求
の
一
部
に
対
し
て
、
督
促
決
定
を
発

付
し
た
裁
判
所
に
異
議
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
民
訴
六
九
四
条
一

項
)
。
異
議
は
、
督
促
決
定
に
対
し
て
申
立
の
拍
相
手
方
に
認
め
ら
れ
る
唯

一
の
法
的
救
済
手
段
で
あ
る
。
そ
れ
と
は
別
に
司
法
補
助
官
の
裁
判
に
対

し
て
認
め
ら
れ
る
異
議
は
排
斥
さ
れ
る
(
司
補
一
一
条
五
項
第
二
文
〉
。

適
時
に
提
起
さ
れ
た
呉
議
は
、
執
行
決
定
の
基
礎
を
形
成
す
る
督
促
決
定

の
効
力
を
失
わ
せ
る
(
〔
臼
〕
参
照
〉
。
異
議
の
有
効
な
取
下
に
よ
る
こ

の
効
力
の
復
活
に
つ
い
て
は
、
〔
出
〕
参
照
。
異
議
後
は
、
主
張
さ
れ
た

請
求
権
は
、
な
お

l
l当
事
者
の
申
立
に
よ
る
移
行
後
に
〈
そ
れ
に
つ
い

て
は
門
山
田
〕
参
照
〉
『
|
|
争
訟
手
続
に
お
い
て
続
け
て
追
求
し
う
る
に
す

ぎ
な
い
。

〔
同
〕
申
立
の
棺
手
方
は
、
督
促
決
定
の
適
法
性
の
婆
件
の
み
を
争
お

う
と
す
る
場
合
に
は
、
異
議
を
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と

が
問
題
に
な
り
う
る
の
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
申
立
の
相
手
方
が
人
違
い
に
よ
っ
て
誤
っ
て
請
求
さ
れ
る
場
合
、
請

求
権
の
主
張
が
1

1
申
立
人
の
陳
述
(
民
訴
六
九

O
条
一
項
四
号
。
〔
日
〕

参
照
)
に
反
し
て

l
i未
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
反
対
給
付
に
依
存
し
て
い

る
場
合
、
申
立
の
相
手
方
が
内
閣
に
普
通
裁
判
籍
を
有
し
て
い
な
い
故
に

督
促
決
定
を
発
付
し
た
裁
判
所
に
土
地
管
絡
が
な
い
場
合
ハ
民
訴
七

O
一一一

条
d
o

門的
ω
〕
参
照
〉
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
申
立
の
岨
相
手
方
は
、

支
払
義
務
が
な
い
か
未
だ
支
払
義
務
が
な
い
と
信
じ
又
は
彼
の
行
状
が
何

ら
督
促
決
定
の
要
求
の
き
っ
か
け
を
与
え
な
か
っ
た
と
信
じ
る
場
合
に
の

み
、
請
求
に
対
し
て
異
議
を
提
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
〈
そ
れ
に
つ
い
て
は

〔
幻
〕
末
尾
参
照
〉
。
必
要
な
場
合
に
は
、
申
立
の
相
手
方
は
、
異
議
を
提

起
し
な
い
う
ち
に
、
順
次
弁
護
士
又
は
そ
の
他
法
的
協
議
を
す
る
資
格
の

あ
る
者
若
し
く
は
織
の
助
言
を
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
し
請
求
権
を

争
い
え
な
い
場
合
に
は
、
異
議
は
目
的
な
く
余
分
の
費
用
が
か
か
る
だ
け

で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
申
立
の
相
手
方
は
、
督
促
決
定
の
裏
面

〈
用
紙
セ
ッ
ト
の
第
二
葉
〉
に
お
け
る
指
摘
で
教
示
さ
れ
る
(
〔
紛
〕
参

照
〉
。

〔
町
内
〕
似
異
議
期
間

異
議
期
間
は
二
週
間
で
(
民
訴
六
九
二
条
一
項
三
号
〉
、
他
の
欧
州
共
同

体
設
立
一
ニ
国
に
お
け
る
督
促
決
定
の
送
途
の
場
合
に
は
一
ヶ
月
で
あ
る
必

(
門
凶
〕
参
照
〉
。
そ
の
期
間
は
、
督
促
決
定
の
送
達
後
の
日
か
ら
進
行

し
〈
民
訴
一
八
七
条
・
一
八
八
条
と
結
び
付
い
た
民
訴
二
一
一
二
条
)
、

「
法
定
期
間
」
と
し
て
裁
判
所
に
よ
っ
て
短
縮
も
伸
張
も
で
き
ず
〈
民
訴

二
二
四
条
二
項
〉
、
裁
判
所
の
休
暇
期
間
中
も
進
行
す
る
ハ
裁
構
二

O
三

条
三
異
議
期
間
は
い
わ
ゆ
る
「
不
変
期
間
」
で
な
い
故
に
、
申
立
の
相
手

方
は
、
悌
怠
す
る
と
原
状
回
復
を
要
求
で
き
な
い
〈
民
訴
二
一
ニ
三
条
)
。

し
か
し
異
議
期
間
は
除
斥
期
間
で
も
な
い
放
に
、
他
方
で
申
立
の
相
手
方

は
、
執
行
決
定
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
限
り
は
、
期
間
経
過
後
に
お
い
て

も
有
効
に
異
議
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
ハ
民
訴
六
九
四
条
一
項
〉
0

こ
れ
は
書
記
諜
が
執
行
決
定
を
交
付
し
た
時
点
で
あ
り
、
司
法
補
助
官
に

よ
る
署
名
か
ら
既
に
進
行
す
る
の
で
は
な
い
。
異
議
が
時
機
に
後
れ
て
、

す
な
わ
ち
、
こ
の
時
点
後
に
裁
判
所
に
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
異
議
は
、

。
。
。
吋
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o
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曲
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。
円
山
口
伊
神
戸
山
内
宮
山
富
田
回
目
4
0江
由
何
回
国
語
同
回
目
白
円

v
a
o吋
J
1
0吋
忠
良
但

nrロ
ロ
嶋
田
H
H
0
4白
ロ
叩
喝

Ea-
六
九



却
下
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
故
障
申
立
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
待
機
に
後
れ
て
異
議
会
}
提
起
し
た
申
立
の
相
手
方
に
通
知
す
べ
き

で
あ
る
ハ
民
訴
六
九
四
条
二
項
。
〔
別
〕
参
照
)
。
時
機
に
後
れ
た
異
議

に
関
す
る
申
立
人
へ
の
報
告
に
関
し
て
は
、
〔
町
出
参
照
。

〔
η
〕
例
異
議
の
形
式

異
議
は
、
書
面
で
ハ
民
訴
六
九
四
条
一
項
)
又
は
各
区
裁
判
所
の
書
記

認
の
-
託
書
官
の
面
前
で
の
口
頭
陳
述
に
よ
っ
て
(
民
訴
七

O
二
条
一
項
第

一
文
。
門
幻
〕
参
照
〉
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
書
面
の
形
式
は
、
電
報

又
は
テ
レ
タ
イ
プ
に
よ
っ
て
守
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
申
立
の
相

手
方
に
対
し
て
は
、
一
九
七
七
年
五
月
六
日
の
命
令
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ

た
異
議
用
の
用
紙
が
執
行
決
定
と
と
も
に
送
付
さ
れ
、
督
促
決
定
に
お
い

て
、
そ
の
用
紙
に
よ
っ
て
異
議
を
提
起
す
る
よ
う
勧
め
ら
れ
て
い
る
(
民

訴
六
九
二
条
一
項
五
号
。
〔
幻
〕
及
び
門
田
〕
参
照
)
。
し
か
し
、
こ
の

用
紙
使
用
は
強
制
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
導
入
さ
れ
た
用
紙
に

よ
っ
て
提
起
さ
れ
な
い
異
議
も
許
さ
れ
る
。
異
議
を
書
記
認
の
証
書
官
の

函
前
で
の
口
頭
陳
述
に
よ
っ
て
申
し
出
る
場
合
に
は
、
書
記
認
で
用
紙
に

記
載
さ
れ
る
〈
民
訴
七

O
二
条
一
項
第
一
一
文
。
〔
mμ

〕
参
照
)
。
た
だ

し
、
こ
の
場
合
に
は
、
異
議
は
、
叔
閣
促
決
定
を
発
し
た
区
裁
判
所
に
異
議

期
間
の
経
過
前
に
提
出
さ
れ
る
場
合
に
の
み
、
そ
の
期
間
(
〔
河
〕
参

照
〉
内
に
提
起
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
〈
民
訴
二
一
九
条

a
二
項
第
二
文
〉
。

異
議
と
同
時
に
申
立
の
相
手
方
は
、
回
ガ
又
は
女
の
申
立
入
用
の
必
要
な
数

の
謄
本
を
提
出
す
べ
き
で
あ
る
ハ
民
訴
六
九
五
条
第
二
文
〉
。
導
入
さ
れ

た
用
紙
に
は
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
第
二
葉
と
し
て
異
議
の
謄
本
が
添
え

七
O 

ら
れ
て
お
り
、
こ
の
謄
本
は
、
折
り
た
た
ん
で
又
は
縁
を
接
合
し
て
原
本
必

と
一
緒
に
さ
れ
て
い
て
(
一
九
七
七
年
五
月
六
臼
の
命
令
の
一
条
四
項
。

門
川
口
及
び
〔
幻
〕
参
照
〉
、
複
写
法
で
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔
刊
同
〕
伺
異
議
の
内
容

異
議
に
つ
い
て
の
一
定
の
内
容
は
、
法
律
上
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
特

に
「
異
議
」
と
い
う
概
念
の
使
用
は
必
要
で
な
い
。
む
し
ろ
、
申
立
の
相

手
方
が
主
張
さ
れ
た
請
求
権
を
履
行
す
る
意
思
の
な
い
こ
と
を
知
り
う
る

よ
う
な
陳
述
で
十
分
で
あ
る
。
開
問
議
は
請
求
全
部
に
対
し
て
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
、
主
た
る
請
求
の
分
離
可
能
な
部
分
又
は
付
帯
請
求

に
限
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
〈
目
的
訴
六
九
二
条
一
夜
三
号
末
尾
・
六
九
四

条
一
項
)
。
例
え
ば
、
「
主
た
る
請
求
の
六

0
0
マ
ル
ク
を
起
え
る
部

分
」
、
利
息
全
体
、
「
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
利
息
」
、
利
子
継
続
期

間
、
申
立
人
の
裁
判
所
提
起
前
費
用
又
は
手
続
費
用
に
限
定
す
る
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。
異
議
を
理
由
づ
け
る
必
要
は
な
い
。
た
だ
し
、
異
議
を
理

由
づ
け
れ
ば
、
申
立
人
は
民
訴
六
九
七
条
一
項
に
よ
る
請
求
権
の
理
由
づ

け
が
容
易
に
な
る
し
、
裁
判
所
は
民
訴
六
九
七
条
二
項
に
よ
る
争
訟
手
続

か
そ
れ
と
も
三
項
に
よ
る
争
訟
手
続
を
準
備
す
べ
き
か
の
選
択
が
容
易
に

な
る
(
そ
れ
に
つ
い
て
は
門
出
〕
参
照
)

C

〔
刊
〕
異
議
は
、
督
促
決
定
を
発
し
た
裁
判
所
に
向
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
〈
民
訴
六
九
四
条
一
項
〉
。
異
議
は
、
ど
の
督
促
事
件
に
お
い
て
提

起
す
る
の
か
を
認
識
さ
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
、
異
議

提
起
惑
に
は
、
少
な
く
と
も
申
立
人
を
表
示
し
又
は
督
促
決
定
の
右
上
の

区
裁
判
所
の
書
記
番
号
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
申
立
の
相
手
方



が
弁
護
士
に
よ
っ
て
異
議
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
弁
護
士
は
、
自

己
の
合
法
的
な
授
権
を
保
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
民
訴
七

O
三
条
。

〔
岱
〕
参
照
〉
。
異
議
の
場
合
に
も
ま
た
自
署
が
必
要
で
あ
る
。
申
立
の

相
手
方
が
複
数
で
〈
〔
民
〕
及
び
〔
位
〕
参
照
〉
時
間
議
を
提
起
し
よ
う
と

す
る
場
合
に
は
、
異
議
の
書
類
に
、
申
立
の
相
手
方
全
員
が
又
は
共
通

の
訴
訟
代
理
人
が
署
名
す
れ
ば
よ
い
。
異
議
に
つ
い
て
た
っ
た
一
人
の

申
立
の
相
手
方
に
よ
っ
て
饗
名
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
に
は
、

異
議
も
こ
の
署
名
者
の
た
め
に
の
み
効
力
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
異
議

と
同
時
吋
に
申
立
の
相
手
方
も
争
訟
手
続
の
貫
徹
を
要
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
(
民
訴
六
九
六
条
一
項
第
一
文
。
門
制
〕
参
照
〉
、
し
た
が
っ
て
、

主
張
さ
れ
た
請
求
権
に
関
し
て
裁
判
官
に
よ
る
判
断
を
強
い
る
こ
と
が

で
き
る
。

門
部
〕
申
立
の
相
手
方
が
一
九
七
七
年
五
月
六
日
の
命
令
に
よ
っ
て
導

入
さ
れ
た
異
議
用
の
用
紙
日
印
〕
〔
幻
〕
及
び
門
行
〕
参
照
〉
を
異
議
の

た
め
に
使
用
す
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
の
書
記
課
は
、
申
立
の
相
手
方
の

宛
名
及
び
督
促
事
件
の
書
記
番
号
を
既
に
記
入
し
て
い
る
。
申
立
の
相
川
崎

手
方
は
、
な
お
督
促
決
定
を
発
し
た
区
裁
判
所
の
表
示
、
当
事
者
の
名

称
、
督
促
決
定
の
日
付
を
記
入
し
、
署
名
の
場
所
及
び
日
付
を
記
載
し
、

異
議
提
起
窪
田
に
署
名
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
。
申
立
の
相
手
方
の
弁
護
士
が

異
議
を
提
起
す
る
場
合
に
は
、
弁
護
士
は
、
民
訴
七

O
一
一
一
条
に
よ
っ
て
要

求
さ
れ
て
い
る
保
証
ハ
〔
お
〕
参
照
〉
の
た
め
に
、
そ
の
保
証
用
に
設
け

ら
れ
た
枠
に
十
字
印
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
申
立
の
根
手
方
の
法

定
代
理
人
は
、
所
定
の
枠
に
十
字
印
を
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
定
代
理

人
た
る
こ
と
を
濁
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
請
求
全
部
に
対
し
て

異
議
を
向
け
る
場
合
又
は
請
求
の
付
帯
部
分
に
対
し
て
異
議
を
向
け
る
場

合
(
そ
れ
に
つ
い
て
は
〔
刊
日
〕
参
照
〉
に
は
、
そ
れ
に
対
応
し
て
設
け
ら

れ
た
枠
に
十
字
印
を
付
け
る
べ
き
で
あ
る
。
山
中
立
の
相
手
方
は
、
記
載
に

図
る
場
合
に
は
、
隣
接
の
区
裁
判
所
に
援
助
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
で
、
申
立
の
相
手
方
は
、
送
付
さ
れ
た
用
紙
が
使
用
し
え
な
く
な
っ

た
と
す
れ
ば
、
新
た
な
用
紙
を
手
に
入
れ
る
こ
と
も
で
き
る
(
民
訴
六
九

二
条
一
項
五
号
)
。

〔
刷
出
〕
同
申
立
人
へ
の
報
告

後
判
所
は
、
申
立
人
に
対
し
て
同
氏
議
及
び
異
議
提
起
時
点
を
知
ら
せ
る

(
民
訴
六
九
五
条
第
一
文
〉
。
異
議
が
適
時
に
提
起
さ
れ
た
か
否
か
は
重
要

で
な
い
。
適
時
の
異
議
の
場
合
に
は
、
申
立
人
は
そ
の
時
点
を
知
る
必
要

が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
争
訟
事
件
は
、
異
議
の
提
起
後
直
ち
に
移
行
さ

れ
る
場
合
に
の
み
、
督
促
決
定
の
送
達
の
と
き
に
係
属
し
た
と
震
倣
さ
れ

る
か
ら
で
あ
る
(
民
訴
六
九
六
条
一
一
一
項
。
〔
冗
〕
参
照
〉
。
し
た
が
っ

て
、
申
立
人
は
、
も
し
既
に
督
促
決
定
の
発
付
を
求
め
る
申
立
の
と
き
に

要
求
し
て
い
な
い
場
合
に
は
〈
民
訴
六
九
六
条
一
項
第
一
一
文
。
〔
日
〕
参

照
〉
、
裁
判
所
が
争
訟
手
続
を
移
行
で
き
る
よ
う
に
、
民
訴
六
九
六
条
一

項
第
一
文
に
従
っ
て
直
ち
に
争
訟
手
続
の
貫
徹
を
要
求
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
o
待
機
に
後
れ
た
異
議
の
場
合
に
は
、
申
立
人
は
、
異
議
が
民
訴
六
九

四
条
二
項
に
よ
っ
て
故
障
申
立
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
を
知
る
。

門
的
山
〕
申
立
人
へ
の
報
告
は
、
無
方
式
で
裁
判
所
の
書
記
課
に
よ
っ
て

な
さ
れ
る
。
申
立
の
相
手
方
が
異
議
用
の
用
紙
を
使
用
し
た
場
合
に
は

。
刊
号
市
川
向
。
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〈
〔
初
〕
参
照
)
、
書
記
調
印
は
、
異
議
提
起
蓄
の
勝
本
の
裏
衝
に
印
刷
さ
れ

た
書
類
に
異
議
が
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
た
日
付
を
記
入
し
、

1
1
1
異
議
が

時
機
に
後
れ
た
場
合
に
|
|
故
障
申
立
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
際
の
枠
に

十
字
印
を
付
け
た
後
に
、
異
議
提
起
警
の
勝
本
(
第
二
葉
。
〔
行
〕
末
尾
参

照
〉
を
申
立
人
に
送
付
す
る
。
民
訴
六
九
五
条
第
一
文
に
よ
る
申
立
人
へ
必

の
報
告
は
、
争
訟
へ
の
移
行
が
直
ち
に
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
民
訴
六
九

六
条
一
項
第
一
一
一
文
・
じ

O
O条
三
項
第
二
文
に
よ
る
争
訟
へ
の
移
行
に
関

す
る
報
告
と
一
緒
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
異
議
後
の
移
行
に
つ
い
て
は

(
民
訴
六
九
六
条
一
項
第
一
文
〉
、
申
立
人
が
そ
の
後
の
裁
判
所
の
費
用

(
〔
幻
〕
参
照
〉
を
既
に
予
約
し
て
い
た
場
合
に
の
み
、
右
の
報
告
が
可

能
で
、
あ
る
。
両
方
の
通
知
が
併
合
し
て
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
書
記
諜
の

証
書
官
一
は
、
・
申
立
人
宛
の
書
類
(
用
紙
の
第
二
葉
裏
面
〉
に
移
行
通
知
用

の
枠
に
十
字
印
を
追
加
し
て
付
け
る
。

門
部
〕
加
異
議
の
取
下

申
立
の
相
手
方
は
、
争
訟
手
続
に
お
い
て
ま
だ
彼
に
対
し
て
欠
席
判
決

が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
争
訟
手
続
に
お
け
る
本
案
に
つ
い
て
の

口
頭
弁
論
が
開
始
さ
れ
る
ま
で
は
異
議
を
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る

(
民
訴
六
九
七
条
四
項
〉
。
争
訟
手
続
が
ラ
ン
ト
裁
判
所
に
係
属
す
る
に

至
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
市
中
立
の
抑
制
手
方
は
、
書
記
課
の
調
書
に
取
下

を
陳
述
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
た
め
に
は
民
訴
七
八
条
に
よ
る
代
理
人

と
し
て
弁
護
士
に
代
理
さ
せ
る
必
要
は
な
い
〈
民
訴
六
九
七
条
四
項
第
二

文
〉
。
異
議
取
下
の
効
力
と
し
て
、
申
立
人
の
申
立
に
よ
り
、
執
行
決
定

を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
管
轄
す
る
の
は
、
受
訴
裁
判
所
の
司

七

法
補
助
守
口
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
事
件
は
、
こ
の
受
訴
裁
判
所
に
な
お
係

印
刷
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
民
訴
二
七
一
一
一
条
に
よ
る
裁
判
所
の
準
備
命
令

又
は
証
拠
決
定
に
署
名
さ
れ
た
日
の
経
過
前
に
、
そ
し
て
、
口
頭
弁
論
の
た

め
に
指
定
さ
れ
た
自
の
開
始
前
に
異
議
が
取
り
下
げ
ら
れ
る
場
合
に
は
、

裁
費
一
一
条
一
項
の
付
表
一
に
お
け
る
費
用
表
の
第
一

O
O六
番
に
従
っ

て
費
用
表
の
第
一

O
O五
番
に
よ
る
裁
判
所
の
手
数
料
の
二
分
の
一
を
失

う
(
〔
幻
〕
参
照
〉
。

〔U
M

〕

4

巽
議
後
の
、
争
訟
裁
判
所
へ
の
移
行

倒
移
行
の
要
件

督
促
決
定
を
発
し
た
裁
判
所
は
、
次
の
二
要
件
の
下
に
、
職
擦
で
争
訟

を
争
訟
手
続
に
移
行
さ
せ
る
。

1

1
申
立
の
相
手
方
が
適
時
に
異
議
を
提
起
し
た
こ
と
ハ
そ
れ
に
つ
い
て

は
〔
町
内
〕
参
照
〉

0

ー

l
当
事
者
の
一
方
が
争
訟
手
続
の
貫
徹
を
要
求
し
た
こ
と
。
申
立
人
絹

は
、
民
訴
六
九
六
条
一
項
第
一
文
に
よ
る
異
議
に
関
す
る
報
告
(
民

訴
六
九
五
条
第
一
文
0

〔
幻
〕
参
照
)
の
後
に
又
は
既
に
民
訴
六
九
六

条
一
項
第
二
文
に
よ
る
督
促
決
定
の
発
付
を
求
め
る
申
立
〈
そ
れ
に

つ
い
て
は
〔
お
〕
参
昭
む
の
と
き
に
右
の
申
立
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
山
中
立
の
相
手
方
は
、
異
議
と
同
時
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
そ

れ
に
つ
い
て
は
〔
叩
〕
末
尾
参
照
〉
。

申
立
人
が
争
訟
手
続
の
貫
徹
を
要
求
し
た
場
合
に
は
、
更
に
次
の
要
件

が
必
要
で
あ
る
(
裁
費
六
五
条
一
項
第
二
文
。
〔
幻
〕
参
照
)
。



ー
!
申
立
人
は
、

i
i督
促
手
続
の
手
数
料
及
び
替
促
決
定
の
送
達
費
用

以
外
に
1
1
1
今
で
は
手
続
全
体
の
手
数
料
の
二
分
の
一
並
び
に
争
訟

手
続
に
お
け
る
呼
出
状
の
送
達
又
は
期
間
裁
定
の
費
用
を
予
約
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
手
数
料
の
予
約
金
を
、
申
立
人
は
、
遅
く

と
も
適
時
の
奥
議
に
関
す
る
報
告
の
後
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

〔
お
〕
争
訟
手
続
の
貫
徹
を
求
め
る
申
立
が
い
ず
れ
の
当
事
者
か
ら
も

な
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
手
続
は
休
止
す
る
。
休
止
に
よ
っ
て
、
民
訴
六
九

三
条
二
項
(
〔
叩
〕
参
照
)
に
よ
り
生
ず
る
消
滅
時
効
の
中
断
も
終
了
す

る
(
民
一
一
一
一
条
二
項
〉
。
呉
議
が
時
機
に
後
れ
て
な
さ
れ
、
し
た
が
っ

て
、
既
に
発
付
さ
れ
た
執
行
決
定
に
対
す
る
故
障
申
立
と
し
て
取
り
扱
わ

れ
る
場
合
に
は
〈
民
訴
六
九
四
条
二
項
第
一
文
。
〔
花
〕
参
照
〉
、
裁
判

所
は
、
職
権
で
争
訟
を
移
行
さ
せ
る
。
争
訟
手
続
の
貫
徹
を
求
め
る
申
立

又
は
そ
の
他
の
手
数
料
の
予
約
は
、
職
権
移
行
の
場
合
に
は
必
要
で
な
い

〈
民
訴
七

O
O条
三
項
第
一
文
、
裁
費
六
五
条
一
項
第
二
文
〉
。

〔部〕

ω
争
訟
の
移
行

移
行
の
要
件
〈
そ
れ
に
つ
い
て
は
〔
制
〕
参
照
)
が
存
す
る
場
合
に

は
、
裁
判
所
は
職
権
で
争
訟
を
移
行
さ
吃
る
。
管
轄
す
る
の
は
司
法
補
助

官
で
あ
る
〈
司
補
二

O
条
一
号
。
〔
お
〕
参
照
し
。
移
行
は
、
ー
1
1督

促
決
定
の
発
付
を
求
め
る
申
立
に
お
け
る
市
中
立
人
の
記
載
に
基
づ
い
て

(
〔
臼
〕
以
下
参
照
〉

1
1
1
督
促
決
定
に
お
い
て
争
訟
手
続
を
貫
徹
す
べ

き
も
の
と
し
て
表
示
さ
れ
た
裁
判
所
に
な
さ
れ
る
。
そ
の
裁
判
所
は
、
争

訟
手
続
に
つ
い
て
事
物
管
絡
が
あ
り
旦
申
立
の
相
手
方
の
普
通
裁
判
籍
が

あ
る
裁
判
所
で
あ
る
(
民
訴
六
九
二
条
一
項
一
号
と
結
び
付
い
た
六
九
六

条
一
夜
第
一
文
)
。
民
訴
七

O
一ニ条
d
の
例
外
事
例
に
お
け
る
裁
判
所

は
、
争
訟
手
続
に
つ
い
て
土
地
管
結
及
び
世
帯
物
管
轄
が
あ
る
裁
判
所
で
あ

る
(
民
訴
六
九
二
条
一
項
一
号
と
結
び
付
い
た
六
九
六
条
一
項
第
一
文
、

七
O
コ一条
d
一
一
一
項
)
。
用
紙
セ
ッ
ト
の
第
一
葉
に
お
け
る
⑮
の
と
こ
ろ
の
幻

督
促
決
定
に
記
載
さ
れ
て
い
る
裁
判
所
の
表
示
に
、
司
法
補
助
官
は
拘
束

さ
れ
る
。
そ
こ
に
表
示
さ
れ
た
裁
判
所
が
笑
擦
に
申
立
の
相
手
方
の
普
通

裁
判
籍
所
在
地
の
裁
判
所
で
あ
る
か
又
は

l
l民
訴
七

O
一一一条
d
の
場
合

に
は

l
l
J他
の
理
由
か
ら
土
地
管
轄
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
調
査
は
し
な

〔
肘
引
〕
争
訟
は
、
当
事
者
の
普
通
裁
判
籍
が
異
な
る
場
合
又
は
確
か
に

当
事
者
の
普
通
裁
判
籍
が
あ
る
が
ラ
ン
ト
裁
判
所
に
事
物
管
轄
が
あ
る
場

合
に
は
、
他
の
裁
判
所
(
区
裁
判
所
又
は
ラ
ン
ト
裁
判
所
〉
に
移
行
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
督
促
手
統
合
}
管
轄
す
る
の
と
同
じ
区
裁
判
所
で
争
訟
手

続
を
貫
徹
す
べ
き
場
合
に
は
、
移
行
に
関
す
る
規
定
が
準
用
さ
れ
る
(
民

訴
六
九
八
条
)
。
す
な
わ
ち
、
争
訟
は
、
裁
判
所
内
の
書
記
諜
に
よ
っ

て
、
事
務
分
配
表
に
従
っ
て
係
り
の
民
事
部
に
移
行
さ
れ
る
。
移
行
は
記

録
の
送
付
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
ハ
民
訴
六
九
六
条
一
項
第
四
文
〉
。

〔ω
∞
〕
何
当
事
者
へ
の
報
告

移
行
は
、
無
方
式
で
当
事
者
に
通
知
さ
れ
る
(
民
訴
六
九
六
条
一
項
第

三
文
前
段
)
。
こ
の
通
知
は
、
一
定
の
要
件
の
下
に
、
既
に
異
議
に
関
す

る
報
告
と
同
時
に
申
立
人
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
〈
〔
回
〕
参
熊
〉
。
移

行
に
対
し
て
は
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
(
民
訴
六
九
六
条

。
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一
項
第
三
文
後
段
)
。
当
事
者
が
争
訟
は
他
の
裁
判
所
に
移
行
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
考
え
る
場
合
に
は
、
移
行
さ
れ
た
裁
判
所
で
立

移
行
に
よ
っ
て
管
轄
の
点
で
拘
束
を
受
け
な
い
裁
判
所
は
、
そ
れ
に
関
し

て
裁
判
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
民
訴
六
九
六
条
五
項
第
一
文
〉
。
争
訟
手
続

の
貫
徹
を
求
め
る
当
事
者
の
申
立
が
却
下
さ
れ
る
場
合
に
の
み
、
司
法
補

助
官
の
却
下
の
裁
判
に
対
し
て
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
〈
司

補
一
一
条
〉
。

門
間
〕
同
移
行
の
効
力

争
訟
の
移
行
を
受
け
る
裁
判
所
が
記
録
を
受
領
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

督
促
手
続
は
終
了
し
、
争
訟
は
そ
の
裁
判
所
に
係
属
す
る
ハ
民
訴
六
九
六

条
一
項
第
四
文
〉
。
争
訟
事
件
が
異
議
の
提
起
後
夜
ち
に
移
行
さ
れ
る
場

合
に
は
、
般
国
間
四
決
定
が
送
達
さ
れ
た
時
点
に
既
に
係
属
し
た
も
の
と
看
徴

さ
れ
る
〈
民
訴
六
九
六
条
三
項
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
門
口
〕
及
び
門
前
〕

参
照
〉

0

市
中
立
人
が
即
座
の
移
行
の
た
め
に
彼
に
期
待
し
う
る
全
て
を
な

し
た
場
合
、
特
に
争
訟
手
続
の
貫
徹
を
求
め
る
申
立
を
直
ち
に
な
し
、
そ
必

の
後
の
裁
判
所
費
用
を
予
約
す
る
場
合
(
そ
れ
に
つ
い
て
は
門
制
〕
参

照
〉
に
は
、
裁
判
所
又
は
申
立
の
相
手
方
に
責
任
の
あ
る
退
廷
さ
れ
た
移

行
は
、
民
訴
六
九
六
条
一
一
一
項
の
効
力
を
排
除
し
な
い
。
督
促
手
続
に
お
い

て
発
生
し
た
費
用
(
そ
れ
に
つ
い
て
は
〔
お
〕
以
下
参
照
〉
は
、
そ
れ
に

続
く
争
訟
手
続
に
お
い
て
生
じ
た
奨
喝
の
一
郊
と
な
る
〈
民
訴
二
八
一
条

三
相
官
第
一
文
と
結
び
付
い
た
六
九
六
条
一
項
第
五
文
参
照
〉
。

〔
拘
〕
同
争
訟
手
続
を
求
め
る
申
立
の
取
下

ど
の
当
事
者
も
、
本
案
に
つ
い
て
申
立
の
相
手
方
が
口
頭
弁
論
を
開
始

七
回

す
る
ま
で
は
、
争
訟
手
続
の
貫
徹
を
求
め
る
自
己
の
申
立
(
民
訴
六
九
六

条
一
項
第
一
文
。
門
一
叫
〕
参
照
)
を
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
争
訟

手
続
が
ラ
ン
ト
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
も
、
当
事
者

は
、
書
記
課
の
調
書
に
取
下
の
陳
述
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
取
下
の
陳
述

の
た
め
に
は
民
訴
七
八
条
に
よ
る
代
理
人
と
し
て
の
弁
護
士
に
代
理
し
て

も
ら
う
必
要
は
な
い
(
民
訴
六
九
六
条
四
項
第
二
文
〉
。
・
申
立
の
取
下
に

よ
っ
て
、
事
件
は
係
属
し
な
か
っ
た
も
の
と
看
飲
さ
れ
る
ハ
民
訴
六
九
六

条
四
項
第
三
文
)
。
雨
当
事
者
が
争
訟
手
続
の
貫
徹
を
研
究
求
し
て
い
た
場

合
に
は
、
手
続
は
山
中
立
が
全
て
取
り
下
げ
ら
れ
て
始
め
て
終
了
す
る
。
申

立
が
、
民
訴
二
七
三
条
に
よ
る
裁
判
所
の
準
備
命
令
又
は
註
拠
決
定
に
署

名
さ
れ
る
日
の
経
過
前
に
、
そ
し
て
、
口
頭
弁
論
の
た
め
に
指
定
さ
れ
た
日

の
開
始
前
に
取
り
下
げ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
裁
費
一
一
条
一
項
の
付
表
一

に
お
け
る
費
用
表
の
第
一

O
O六
番
に
従
っ
て
、
費
用
表
第
一

O
O五
番

に
よ
る
裁
判
所
の
手
数
料
の
二
分
の
一
を
失
う
(
〔
幻
〕
参
照
〉
。

〔川出〕

執
行
決
定

u 

-
執
行
決
定
の
発
付
を
求
め
る
申
立

川
向
申
立
の
必
要
性

執
行
決
定
は
、
特
別
の
品
川
・
立
に
基
づ
い
て
の
み
発
せ
ら
れ
る
ハ
民
訴
六

九
九
条
一
項
第
一
文
〉
。
裁
判
所
は
、
申
立
の
相
手
方
が
適
時
に
異
議
を

提
起
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
自
動
的
に
執
行
決
定
を
発
す
る
こ
と
は
な

い
。
申
立
は
、
異
議
鶏
間
(
〔
河
〕
参
照
)
の
経
過
前
に
は
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
(
民
訴
六
九
九
条
一
項
第
二
文
前
段
〉
。
そ
れ
故
、
餐
促
決
定



の
発
付
を
求
め
る
申
立
と
の
併
合
は
で
き
な
い
(
門
口
〕
参
照
)
。
債
務
。

者
が
債
権
者
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
請
求
権
を
異
議
期
間
内
に
履
行
も
せ

ず
異
議
も
提
起
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
今
度
は
債
権
者
は
、
要
求
さ
れ

た
執
行
決
定
に
よ
っ
て
、
請
求
権
の
強
制
的
実
現
を
可
能
に
す
る
執
行
名

義
を
得
る
べ
き
で
あ
る
〈
民
訴
六
九
九
条
一
一
項
・
七

O
O条
一
項
)
。

〔位〕

ω
申
立
の
要
件

執
行
決
定
の
発
付
を
求
め
る
申
立
の
要
件
は
、

ー

l
督
促
決
定
が
有
効
に
送
達
さ
れ
た
こ
と
ハ
民
訴
六
九
一
一
一
条
二
項
。

〔
日
〕
以
下
参
照
)
、

l
i申
立
の
相
手
方
が
適
時
に
異
議
を
提
起
し
な
か
っ
た
こ
と
(
民
訴
六

九
九
条
一
項
第
一
文
・
六
九
四
条
一
項
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
〔
叩
〕

参
照
〉
、

|
|
申
立
の
相
手
方
が
異
議
を
取
り
下
げ
た
こ
と
ハ
民
訴
六
九
七
条
四

項
。
〔
邸
〕
参
照
)
、

1
1
1
異
議
期
間
が
経
過
し
た
こ
と
(
民
訴
六
九
九
条
一
項
第
二
文
前
段
〉
、

l
l未
だ
督
促
決
定
の
送
遠
か
ら
六
ヶ
月
経
過
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
故
そ

の
効
力
が
消
滅
し
て
い
な
い
こ
と
(
民
訴
七

O
一
条
第
一
文
)

で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
の
書
記
諜
に
よ
っ
て
督
促
決
定
の
送
達
の
通
知

を
受
け
た
申
立
人
は
(
民
訴
六
九
三
条
三
項
。
〔

η
〕
参
照
)
、
二
週
間

の
異
議
期
間
の
経
過
後
、
民
訴
七

O
一
条
第
一
文
の
六
ヶ
月
の
期
間
の
経

過
前
に
1
1
1
雨
期
間
と
も
、
督
促
決
定
の
送
達
に
よ
っ
て
進
行
す
る
|
|

申
立
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
い
か
な
る
場
合
で
も
、
市
中
立

人
は
、
異
議
期
間
の
最
終
日
に
申
立
の
相
手
方
が
差
し
出
し
た
振
替
が
到

着
し
う
る
ま
で
、
申
立
を
待
つ
べ
き
で
あ
ろ
う
。

〔
間
〕
川
川
・
申
立
の
形
式

市
立
人
は
、
執
行
決
定
の
発
付
を
求
め
る
申
立
に
つ
い
て
は
、
一
九
七

七
年
五
月
六
日
の
命
令
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
(
〔

ω〕
以
下
参
照
〉
督

促
決
定
及
び
執
行
決
定
府
の
用
祇
セ
ッ
ト
の
第
一
一
一
葉
に
お
け
る
淡
黄
色
の

用
紙
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
舟
紙
は
、
裁
判
所
の
書
記
諜

に
よ
っ
て
、
督
促
決
定
の
送
達
に
関
す
る
通
知
と
と
も
に
申
立
人
に
送
付

さ
れ
て
い
る
(
門
内
〕
参
照
)
。
そ
の
用
紙
は
、
申
立
人
が
既
に
督
促
決

定
の
発
付
を
求
め
る
申
立
と
同
時
に
作
成
し
た
督
促
決
定
の
複
写
〈
上

部
〉
、
要
求
さ
れ
た
執
行
決
定
の
た
め
の
草
案
(
中
間
部
分
)
及
び
本
来

の
申
立
(
下
部
)
か
ら
成
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
，
前
記
の
記
載
に
基
づ
閉
山

い
て
執
行
決
定
を
下
す
」
趣
旨
で
あ
る
。
そ
の
用
紙

i
i裏
面
に
は
、
申

立
人
の
た
め
に
記
載
上
の
指
摘
お
か
あ
る
ー
ー
は
、
手
中
設
で
記
載
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
①
な
い
し
③
に
設
け
ら
れ
た
枠
に
記
載
す
べ
き
で
あ
る
。
や

や
里
山
い
約
百
枠
は
、
裁
判
所
の
記
入
用
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
山
中
立
蓄
の

署
名
、
合
法
的
な
授
権
の
保
証
及
び
提
出
に
つ
い
て
は
、
督
促
決
定
の
発

付
を
求
め
る
申
立
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
に
準
ず
る
〈
そ
れ
に
つ
い
て
は

〔
お
〕
〔
回
〕
及
び
〔
幻
〕
参
照
り
。

〔
叫
〕
同
申
立
の
内
容

「
督
促
決
定
に
基
づ
い
て
」
執
行
決
定
を
要
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
い
う
こ
と
を
、
申
立
用
の
用
紙
は
、
そ
れ
が
、
用
紙
の
上
部
に
既

に
記
入
さ
れ
て
い
る
替
促
決
定
の
記
載
を
参
照
さ
せ
る
風
に
し
て
確
保
し
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て
い
る
(
〔
路
〕
参
照
〉
。
更
に
、
申
立
書
に
は
、
督
促
決
定
に
基
づ
い
て

支
払
が
な
さ
れ
た
か
ど
う
か
、
そ
し
て
、
ど
の
支
払
が
な
さ
れ
た
か
、
と

い
う
申
立
人
の
陳
述
を
記
載
せ
ね
ば
な
ら
な
い
〈
民
訴
六
九
九
条
一
項
第

二
文
後
段
〉
。
こ
の
陳
述
に
よ
っ
て
、
申
立
人
は
、
債
務
者
が
そ
の
間
に

支
払
っ
た
か
一
台
か
の
調
査
の
き
っ
か
け
を
与
え
ら
れ
る
。
更
に
、
異
議
期

間
の
遵
守
と
と
も
に
(
民
訴
六
九
九
条
一
項
第
二
文
前
段
)
、
こ
の
調
査

に
よ
っ
て
、
申
立
の
相
手
方
は
、
不
当
な
要
求
か
ら
保
護
さ
れ
る
。
申
立

の
相
手
方
が
何
も
支
払
わ
な
か
っ
た
場
合
、
し
た
が
っ
て
、
督
促
決
定
に

お
い
て
要
求
さ
れ
た
金
額
に
つ
い
て
執
行
決
定
が
要
求
さ
れ
る
場
合
に

は
、
申
立
人
は
、
用
紙
の
②
の
と
こ
ろ
の
枠
に
、
そ
し
て
⑥
の
と
こ
ろ
の

最
初
の
枠
に
十
字
印
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
申
立
の
相
手
方
が
督

促
決
定
に
基
づ
い
て
支
払
を
履
行
し
た
場
合
に
は
、
こ
の
支
払
は
、
用
紙

の
④
の
行
に
、
し
か
も
受
領
の
額
と
日
付
の
後
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
用
紙
記
載
の
原
文
を
含
め
る
と
、
「
:
:
:
に
支
払
わ

れ
た
:
・
:
・
マ
ル
ク
、
・
:
・
:
に
支
払
わ
れ
た
・
:
:
・
マ
ル
ク
を
控
除
し
て
」

と
。
更
に
こ
の
場
合
に
は
、
⑤
の
と
こ
ろ
の
第
二
の
枠
に
十
字
印
を
付
け

る
べ
き
で
あ
る
。
申
立
人
が
、
叔
回
促
決
定
に
対
し
て
他
の
方
法
で
、
例
え

ば
、
主
張
さ
れ
た
利
息
又
は
そ
の
他
の
付
帯
債
権
に
対
し
て
の
み
の
異
議

に
際
し
て
、
執
行
決
定
の
発
付
を
求
め
る
申
立
を
制
限
す
る
場
合
に
は
、

申
立
人
は
、
執
行
決
定
が
要
求
さ
れ
る
請
求
権
の
部
分
を
用
紙
の
③
の
枠

に
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔
何
〕
こ
れ
ま
で
に
発
生
し
た
手
続
の
費
用

l
lこ
れ
は
民
訴
六
九
九

条
三
項
第
一
文
に
従
っ
て
執
行
決
定
に
記
載
さ
れ
る

l
ー
を
、
申
立
人
民

七
ノ、

は
申
立
書
に
算
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〈
民
訴
六
九
九
条
一
ニ
項
第
二
文

前
段
三
執
行
決
定
の
発
付
を
求
め
る
用
紙
に
お
い
て
督
促
決
定
の
内
容
と

し
て
既
に
督
促
決
定
の
発
付
ま
で
に
発
生
し
た
費
用
が
記
載
さ
れ
て
い
る

が
放
に
、
申
立
人
は
、
用
紙
の
⑤
の
枠
に
は
、
な
お
続
く
そ
の
後
の
費
用

額
を
記
入
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
。
回
の
枠
に
は
、
も
し
裁
判
所
が
送
達
を

す
べ
き
だ
と
す
れ
ば
(
そ
れ
に
つ
い
て
は
門
町
〕
及
び
口
出
参
照
)
、

執
行
決
定
の
送
達
の
た
め
の
一
一
一
マ
ル
ク
の
費
用
予
納
額
を
記
入
す
る

ハ
〔
部
〕
参
照
〉
。
申
立
が
複
数
の
申
立
の
相
手
方
に
向
け
ら
れ
て
い
る

場
合
に
は
、
申
立
の
相
手
方
ご
と
に
三
マ
ル
ク
を
計
算
す
る
が
、
各
申
立

の
用
紙
に
は
こ
の
送
達
費
用
の
全
額
を
記
入
す
べ
き
で
あ
る
。
更
に
、
田

の
と
こ
ろ
に
は
、
そ
の
他
の
万
一
の
費
用
例
え
ば
裁
判
所
に
申
立
書
を
送

付
す
る
郵
送
料
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
申
立
人
が
弁
護
士
又
は
法

律
補
助
者
に
督
促
手
続
の
貫
徹
を
委
任
し
た
場
合
に
は
、
委
任
を
受
け
た

弁
護
士
又
は
法
律
補
助
者
は
、
委
任
か
ら
生
ず
る
手
数
料
〈
そ
れ
に
つ
い

て
は
〔
お
〕
参
照
〉
、
送
達
費
用
及
び
剰
余
価
値
税
を
国
な
い
し
回
の
枠

に
記
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
い
う
そ
の
他
の
費
用
総
額
は
、
そ
れ

に
続
く
枠
に
記
入
す
べ
き
で
あ
る
。
更
に
、
所
定
の
枠
に
十
字
印
を
付
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
申
立
人
の
申
立
に
基
づ
い
て
、
督
促
手
続
の
費
用
全

て
に
、
執
行
決
定
の
発
付
か
ら
年
四
パ
ー
セ
ン
ト
の
利
子
が
付
け
ら
れ
る

〈
民
訴
一

O
四
条
一
項
第
二
文
)
。

〔
町
四
〕
執
行
決
定
を
申
立
の
相
手
方
に
対
し
て
裁
判
所
が
送
達
す
る
こ

と
を
望
む
申
立
人
は
ハ
民
訴
六
九
九
条
四
項
第
一
文
。
そ
れ
に
つ
い
て
は

門
出
〕
参
照
可
⑦
の
枠
に
十
字
印
を
付
け
、
送
達
用
の
費
用
額
白
山
口
参
照
)



を
予
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
、
申
立
人
は
、
・
申
立
叢
の
裏
面
に
裁

判
所
費
用
相
当
印
紙
を
貼
付
し
又
は
他
の
方
法
で
そ
の
帽
棋
を
納
付
し
、
裁

判
所
に
受
領
警
に
よ
っ
て
適
時
吋
の
支
払
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

れ
に
反
し
て
、
申
立
人
が
当
事
者
送
達
の
た
め
に
執
行
決
定
を
間
引
き
渡
す

よ
う
要
求
し
よ
う
と
す
る
場
合
(
民
訴
六
九
九
条
四
項
第
二
文
及
び
第
一
一
一

文
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
〔
揃
〕
参
照
〉
に
は
、
申
立
人
は
③
の
枠
に
十
字
印

を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
執
行
決
定
は
、
裁
判
所
に
よ
る
送
達
の
た
め

の
費
用
が
支
払
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
送
達
の
た
め
申
立
人

に
引
き
渡
さ
れ
る
〈
民
訴
六
九
九
条
四
項
第
二
文
後
段
・
第
三
一
文
前
段
〉
。

門的む

2

裁
判
所
に
よ
る
申
立
書
の
競
査

執
行
決
定
の
発
付
を
求
め
る
申
立
蓄
が
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
る
と
、
用

紙
(
用
紙
セ
ッ
ト
の
第
三
事
前
〉
の
所
定
枠
に
ま
ず
受
領
印
が
押
さ
れ
る
。
更

に
、
そ
の
他
の
万
一
の
裁
判
所
費
用
印
紙

l
!こ
れ
は
申
立
書
に
貼
付
刊
泊

さ
れ
る
!
ー
に
消
印
を
押
す
。
執
行
決
定
の
発
付
を
求
め
る
申
立
も
、
申
立

の
相
手
方
に
通
知
さ
れ
な
い
(
民
訴
七

O
二
条
二
項
〉
。
山
中
立
の
相
手
方

は
、
執
行
決
定
が
送
達
さ
れ
る
と
直
ち
に
故
障
申
立
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
更
に
、
即
時
の
強
制
執
行
と
い
う
不
意
打
の
効
果
は
、
強
折
さ
れ
る

べ
き
で
は
な
い
。

〔mm
〕
そ
の
次
に
、
裁
判
所
す
な
わ
ち
司
法
補
助
官
ハ
〔
お
〕
参
熊
〉

は
、
執
行
決
定
の
発
付
に
つ
い
て
の
法
定
要
件
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
を

調
査
す
る
。
法
定
要
件
に
属
す
る
の
は
、
特
に
次
の
要
件
で
あ
る
。

i
!執
行
決
定
の
発
付
を
求
め
る
申
立
の
特
別
要
件
(
〔
位
〕
参
照
)

G

-
|
督
促
決
定
に
基
づ
い
て
支
払
が
な
さ
れ
た
か
ど
う
か
艮
ど
の
支
払
が

な
さ
れ
た
の
か
と
い
う
申
立
人
の
凍
述
(
民
訴
六
九
九
条
一
項
第
二

文
後
段
。
〔
刷
出
〕
参
照
)
。
陳
述
が
莫
笑
に
合
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は

調
査
し
え
な
い
。

l
iそ
れ
ま
で
に
発
生
し
た
手
続
の
費
用
の
、
申
立
人
に
よ
る
算
定
ハ
民

訴
六
九
九
条
一
ニ
項
第
二
文
。
〔
町
四
〕
参
照
〉
。

門
的
〕
・
申
立
が
法
定
要
件
に
合
っ
て
い
な
い
が
猿
疲
を
除
去
し
う
る
場

合
に
は
、
申
立
人
に
対
し
て
、
ま
ず
第
一
に
却
下
さ
れ
る
こ
と
を
予
告
し

た
上
で
、
裁
判
所
の
一
般
的
釈
明
義
務
〈
民
訴
一
一
一
一
九
条
一
項
〉
に
従
っ

て
、
一
定
の
期
間
内
に
そ
の
申
立
を
訂
正
し
又
は
補
充
す
る
機
会
を
与
え

る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
問
題
に
な
る
の
は
、
例
え
ば
、
異
議
期
間

が
ま
だ
経
過
し
て
い
な
い
場
合
(
〔
川
町
〕
参
照
)
又
は
申
立
の
相
手
方
の

支
払
に
関
す
る
陳
述
(
門
担
〕
参
照
〉
若
し
く
は
そ
れ
ま
で
の
手
続
費
用

の
算
定
ハ
〔
町
四
〕
参
照
〉
が
欠
け
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
申
立
人
が
破
滅
を
除
去
し
な
い
場
合
に
は
、
申
立
は
却
下
さ
れ

る
。
寝
統
が
除
去
し
え
な
い
場
合
、
例
え
ば
、
民
訴
七

O
一
条
第
一
文
の

六
ヶ
月
の
期
間
〈
そ
れ
に
つ
い
て
は
〔
的
〕
参
照
〉
が
経
過
し
た
場
合
又

は
督
促
決
定
の
発
付
し
た
が
っ
て
そ
れ
ま
で
の
全
吾
促
手
続
が
不
適
法
で

あ
っ
た
こ
と
が
後
に
な
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
に
も
、
申
立
は
却
下

さ
れ
る
。

〔捌〕

3

却
下
に
対
す
る
法
的
救
済
手
段

司
法
補
助
官
が
執
行
決
定
の
発
付
を
求
め
る
申
立
の
全
部
又
は
一
部
を
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却
下
し
た
場
合
に
は
、
申
立
人
は
、
そ
れ
に
対
し
て
書
面
で
も
っ
て
又
は

書
記
課
の
調
書
に
異
議
を
・
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
(
可
補
一
一
条
一

項
第
一
文
〉
。
司
法
補
助
官
は
、
異
議
を
排
斥
し
な
い
場
合
に
は
、
異
議
を
裁

判
官
に
提
出
す
る
(
司
補
一
一
条
二
項
第
一
文
及
び
第
二
文
〉
。
裁
判
官

は
、
異
議
を
適
法
且
理
由
あ
り
と
判
断
す
る
場
合
に
は
、
自
判
す
る
。
自
認

判
し
な
い
場
合
に
は
、
裁
判
官
は
、
異
議
を
抗
告
と
し
て
ラ
ン
ト
裁
判
所

に
提
出
す
る
〈
民
訴
五
六
七
条
一
項
・
五
六
八
条
一
項
と
結
び
付
い
た
司

補
一
一
条
二
項
第
三
文
な
い
し
第
五
文
・
一
二
項
)
。
こ
の
ラ
ン
ト
裁
判
所

は
、
原
則
と
し
て
終
局
的
に
裁
判
す
る
ハ
民
訴
五
六
八
条
二
項
)
。
執
行

決
定
の
発
付
を
求
め
る
申
立
が
確
定
的
に
却
下
さ
れ
る
と
、
督
促
決
定
の

効
力
は
消
滅
す
る
ハ
民
訴
七

O
一
条
第
二
文
〉
。

〔
山
山
〕
執
行
決
定
の
発
付

ω
管
轄
、
執
行
決
定
の
法
的
性
質

執
行
決
定
の
発
付
を
求
め
る
申
立
が
却
下
さ
れ
な
い
場
合
〈
〔

ω〕
参

照
〉
に
は
、
直
ち
に
申
立
に
対
応
し
た
執
行
決
定
が
発
せ
ら
れ
る
。
管
轄

す
る
の
は
、
督
促
決
定
を
発
し
た
区
裁
判
所
の
司
法
補
助
官
〈
門
お
〕
参

照
〉
で
あ
る
。
こ
の
区
裁
判
所
が
異
議
後
に
争
訟
を
争
訟
手
続
に
移
行
さ

せ
(
部
〕
以
下
参
照
〉
申
立
の
相
手
方
が
異
議
を
適
時
に
取
り
下
げ
た
場

合
ハ
門
部
〕
参
照
〉
に
は
、
執
行
決
定
は
例
外
的
に
受
訴
裁
判
所
の
司
法

補
助
官
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
事
件
は
受
訴
裁
判
所
に
係

属
し
た
ま
ま
だ
か
ら
で
あ
る
。
執
行
決
定
は
、
原
則
と
し
て
決
定
に
つ
い

て
適
用
さ
れ
る
規
定
が
適
用
さ
れ
る
裁
判
所
の
裁
判
で
あ
る
ハ
民
訴
一
ニ
ニ

4 

七
八

九
条
〉
。

〔問〕

ω
執
行
決
定
の
形
式

執
行
決
定
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
一
九
七
七
年
五
月
六
日
に
導
入

さ
れ
た
督
促
決
定
及
び
執
行
決
定
用
の
用
紙
セ
ッ
ト
の
第
三
棄
を
使
用
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
〔
凶
〕
及
び
〔
初
〕
参
照
〉
。
そ
の
際
に
は
、
申

立
人
が
・
申
立
と
同
時
に
提
出
し
た
用
紙
(
〔
mm
〕
参
照
〉
ー
ー
そ
の
中
間

部
分
は
、
要
求
さ
れ
た
執
行
決
定
用
の
草
案
と
し
て
既
に
申
立
人
に
よ
っ

て
記
載
さ
れ
て
い
る
i
lー
が
使
用
さ
れ
る
。
司
法
補
助
官
は
、
発
付
の
日

付
を
記
入
し
草
案
〈
中
間
部
分
〉
に
署
名
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
執
行
決
定

を
発
す
る
。

〔
即
〕
例
執
行
決
定
の
内
容

執
行
決
定
は
、
督
促
決
定
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
(
民
訴
六
九
九
条
一

項
第
一
文
〉
。
し
た
が
っ
て
、
執
行
決
定
は
、
ー
ー
そ
の
後
の
手
続
費
用

以
外
に
|
|
既
に
督
促
決
定
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
額
を
何

ら
含
む
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
用
紙
セ
ッ
ト
の
第
三
棄
が
日

ハ
〔
服
〕
参
照
〉
「
:
:
:
の
督
促
決
定
に
つ
い
て
の
執
行
決
定
」
と
表
示

し
、
そ
れ
に
続
け
て
督
促
決
定
の
コ
ピ
ー
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
保

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
必
要
な
場
合
に
は
、
「
督
促
決
定
に
基
づ
い
て

執
行
決
定
が
な
さ
れ
る
」
と
い
う
文
言
の
後
に
、
申
立
の
相
手
方
が
督
促

決
定
に
基
づ
い
て
履
行
し
た
支
払
の
控
除
ハ
民
訴
六
九
九
条
一
項
第
二
文

中
段
。
〔
倒
〕
参
照
)
と
申
立
人
が
申
立
の
と
き
に
算
出
し
た
(
民
訴
六

九
九
条
一
項
第
二
文
前
段
。
〔
山
口
参
照
)
そ
の
後
の
手
続
費
用
〈
民
訴
六

九
九
条
三
項
第
一
文
〉
が
続
く
。
こ
の
よ
う
に
し
て
執
行
決
定
が
督
促
決



定
に
基
づ
く
、
と
い
う
こ
と
を
、
民
訴
六
九
九
条
二
項
は
明
確
に
許
し
て

い
る
。
た
と
え
申
立
の
相
手
方
が
一
部
の
支
払
を
履
行
し
、
主
張
さ
れ
た

請
求
の
一
部
に
対
し
て
の
み
異
議
を
提
起
し
た
と
し
て
も
ハ
〔
符
〕
参

照
可
申
立
人
が
そ
れ
に
応
じ
て
執
行
決
定
の
発
付
を
求
め
る
申
立
を
制
限

し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
執
行
決
定
は
、
支
払
わ
れ
て
い
な
い
か
又
は
異
議

を
提
起
さ
れ
て
い
な
い
誘
求
の
部
分
に
つ
い
て
の
み
発
せ
ら
れ
る
。

〔瑚〕

5

執
行
決
定
の
送
達

ω
送
還
の
対
象

司
法
補
助
官
が
執
行
決
定
の
原
本
(
用
紙
セ
ッ
ト
の
第
三
葉
〉
に
署
名

し
た
後
三
田
参
照
〉
、
裁
判
所
の
証
書
官
は
、
|
|
第
三
葉
か
ら
、

追
加
さ
れ
た
記
載
を
転
記
し
て
!
i
t
申
立
人
及
び
申
立
の
相
手
方
の
た
め

に
定
め
ら
れ
た
執
行
決
定
の
正
本
を
用
紙
セ
ッ
ト
第
四
葉
及
び
第
五
葉

〈
〔
初
〕
参
照
〉
上
に
作
成
す
る
。
申
立
の
相
手
方
の
た
め
の
正
本
の
裏

面
に
は
、
裁
判
所
の
指
摘
|
|
誰
に
支
払
を
履
行
す
べ
き
か
、
誰
が
支
払
猶

予
又
は
分
割
払
に
同
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
そ
し
て
、
い
つ
且
い
か

に
し
て
故
障
申
立
を
し
う
る
か
ー
ー
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
執
行
決
定
の

原
本
は
、
裁
判
所
が
保
管
す
る
。

〔叩朋〕

ω
職
権
送
逮

執
行
決
定
は
、
申
立
の
相
手
方
に
対
し
て
原
則
と
し
て
裁
判
所
が
職
権

で
送
達
す
る
ハ
民
訴
六
九
九
条
四
項
一
号
〉
。
こ
の
送
達
に
つ
い
て
は
、

用
紙
セ
ッ
ト
の
第
五
葉
の
執
行
決
定
の
正
本
〈
〔
山
〕
参
照
)
が
使
用
さ

れ
る
。
送
達
は
、
原
則
と
し
て
送
達
の
た
め
に
郵
便
局
へ
焚
付
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
(
民
訴
一
一
一
一
条
)
。
郵
便
局
員
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ

る
郵
便
送
達
証
書
は
、
裁
判
所
の
書
記
課
に
引
き
渡
さ
れ
(
民
訴
一
一
一
お

二
条
〉
、
記
録
と
な
る
。
そ
の
次
に
、
送
達
日
付
が
原
本
(
第
三
葉
〉
に

お
け
る
執
行
決
定
の
末
尾
の
所
定
枠
及
び
申
立
入
用
の
正
本
ハ
第
四
輩
。

に
記
入
さ
れ
、
こ
の
正
木
は
申
立
人
に
送
付
さ
れ
る
。
申
立
の
相
手
方
に

対
す
る
執
行
決
定
の
送
達
は
、
強
制
執
行
開
始
の
要
件
で
あ
る
ハ
民
訴
七

九
五
条
第
一
文
と
結
び
付
い
た
七
九
四
条
一
項
四
号
及
び
七
五

O
条
一
項

第
一
文
〉
。

〔
揃
〕
例
当
事
者
送
逮

た
だ
し
、
執
行
決
定
の
送
達
は
、

|
|
申
立
人
が
当
事
者
送
達
の
た
め
に
自
己
へ
の
交
付
を
要
求
す
る
場

ム口、

|
!
申
立
人
が
職
権
送
達
の
た
め
の
費
用
(
門
部
〕
参
照
〉
を
支
払
わ
な

か
っ
た
場
合

の
二
つ
の
場
合
に
は
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
な
さ
れ
な
い
(
民
訴
六
九
九
条

四
項
第
二
文
〉
。

こ
れ
ら
の
場
合
に
は
、
執
行
決
定
の
正
本
〈
用
紙
セ
γ

ト
の
第
四
葉
。

〔
山
〕
参
照
〉
は
、
申
立
の
相
手
方
に
対
し
て
送
達
す
る
た
め
に
申
立
人
に

送
付
さ
れ
る
ハ
民
訴
六
九
九
条
四
項
第
三
文
前
段
〉
。
申
立
人
は
、
執
行

官
に
送
達
を
委
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
執
行
決
定
を
発
し
た
裁
判
所

の
書
記
諜
は
、
送
達
の
敬
次
を
し
な
い
(
民
訴
六
九
九
条
四
項
第
三
文
後

段
〉
。
た
だ
し
、
申
立
人
は
、
そ
の
管
轄
区
域
内
で
送
達
さ
れ
る
べ
き
他

の
各
区
裁
判
所
の
書
記
課
に
送
達
の
取
次
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
ハ
民
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訴
二
ハ
六
条
二
項
〉
。
申
立
人
は
、
送
達
の
た
め
に
執
行
決
定
を
交
付
さ

せ
て
も
、
も
し
債
務
者
が
そ
の
間
に
支
払
っ
た
、
と
す
れ
ば
、
送
達
を
し
な

い
で
済
ま
ぜ
る
こ
と
が
で
き
る
。
更
に
申
立
人
は
、
執
行
官
に
よ
る
送
達

と
同
時
に
債
務
者
の
動
産
に
対
す
る
強
制
執
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

(
民
訴
七
五

O
条
一
司
君
。

〔
印
刷
〕
同
公
告
に
よ
る
送
達

督
促
決
定
〈
民
訴
六
八
八
条
二
項
後
段
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
〔
日
出
参

照
〉
と
は
異
な
り
、
執
行
決
定
は
、
例
え
ば
申
立
の
相
手
方
が
替
促
決
定

の
送
達
後
に
知
ら
な
い
居
所
に
移
転
し
た
場
合
に
は
、
公
告
に
よ
っ
て
も

送
達
し
て
よ
い
ハ
民
訴
ニ

O
一
ニ
条
一
項
〉
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
公
示
送

達
か
許
可
さ
れ
る
と
、
執
行
決
定
は
、
故
障
申
立
が
あ
る
場
合
に
争
訟
の

移
行
を
受
け
る
裁
判
所
の
裁
判
所
掲
示
版
に
掲
示
さ
れ
る
(
民
訴
六
九
町
四

九
条
四
項
第
四
文
。
門
出
〕
参
照
)
。

門
雌
〕
執
行
名
義
と
し
て
の
執
行
決
定

執
行
決
定
に
基
づ
い
て
直
ち
に
強
制
執
行
が
許
さ
れ
る
ハ
民
訴
七
九
四

条
一
項
四
号
〉
。
執
行
決
定
に
は
、
特
別
に
執
行
宣
言
を
付
け
る
必
要
は

な
い
。
執
行
決
定
は
仮
執
行
宣
言
付
欠
席
判
決
と
同
等
で
あ
る
(
民
訴
七

0
0条
一
項
)
故
に
、
債
権
者
は
、
執
行
決
定
が
確
定
す
る
ま
で
、
す
な

わ
ち
、
故
障
申
立
期
間
が
経
過
す
る
〈
〔
回
〕
参
照
〉
ま
で
債
務
者
に
対

す
る
強
制
執
行
を
待
つ
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
、
債
務
者
に
対
す
る
執
行

決
定
の
事
前
の
又
は
同
時
の
送
達
で
十
分
で
あ
る
(
民
訴
七
九
四
条
一
項

四
号
、
七
五

O
条
一
項
第
一
文
と
結
び
付
い
た
七
九
五
条
第
一
文
。
〔
出
〕

8 

入。

以
下
参
照
〉
。
し
た
が
っ
て
、
債
権
者
は
、
執
行
決
定
が
発
せ
ら
れ
る
や

否
や
、
執
行
官
に
債
務
者
の
動
産
に
対
す
る
強
制
執
行
を
委
任
す
る
こ
と

が
で
き
〈
民
訴
七
五
三
条
・
八

O
一
一
一
条
以
下
・
八

O
八
条
以
下
〉
、
執
行

裁
判
所
の
場
合
に
は
債
務
者
の
金
銭
債
権
の
差
押
を
要
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
(
民
訴
七
五
三
条
・
八

O
一
一
一
条
以
下
・
八
二
八
条
以
下
)
。
当
然
の

こ
と
で
あ
る
が
、
債
務
者
の
故
障
申
立
に
基
づ
き
争
訟
手
続
に
お
い
て
執

行
決
定
が
取
り
消
さ
れ
る
場
合
ハ
民
訴
一
一
一
同
一
三
条
第
二
文
と
結
び
付
い
た

七
O
O条
一
項
)
に
は
、
そ
の
仮
執
行
力
も
失
効
す
る
ハ
民
訴
七
一
七
条

一
項
)
。
こ
の
場
合
に
は
、
債
権
者
は
、
債
務
者
に
対
し
て
、
強
制
執
行

に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〈
民
訴
七
一
七
条

二
項
〉
。

〔瑚〕

7

執
行
決
定
に
対
す
る
故
障
申
立

同
故
障
申
立
の
機
能

申
立
の
相
手
方
は
、
執
行
決
定
に
対
し
て
、
執
行
決
定
を
発
し
た
裁
判

所
に
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
故
障
申
立
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

こ
と
は
、
執
行
決
定
と
欠
席
判
決
と
の
同
等
性
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
〈
民

訴
一
一
一
三
八
条
・
一
二
四

O
条
一
項
・
二
項
第
二
文
と
結
び
付
い
た
七

0
0

条
一
項
)
。
故
障
申
立
は
、
執
行
決
定
に
対
し
て
申
立
の
相
手
方
が
有
す

る
唯
一
の
法
的
救
済
手
段
で
あ
る
。
故
障
申
立
と
は
別
に
認
め
ら
れ
て
い

る
司
法
補
助
官
に
対
す
る
異
議
は
排
斥
さ
れ
る
ハ
司
補
一
一
条
五
項
第
二

文
〉
。
適
時
に
な
さ
れ
た
故
障
申
立
は
、
執
行
決
定
に
基
づ
く
強
制
執
行
の

続
行
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
裁
判
所
は
、
申
立
に
基
づ
い
て
強
制
執
行
を



仮
に
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
〈
民
訴
七
一
九
条
一
項
・
七

O
七
条
〉
。

故
障
申
立
の
後
に
お
い
て
は
、
主
張
さ
れ
た
請
求
権
は
、
も
は
や

|
l
u

争
訟
の
移
行
後
ハ
門
出
〕
参
脱
出
〉

!
i争
訟
手
続
に
お
い
て
そ
の
ま
ま
追

求
さ
れ
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
申
立
の
相
手
方
が
何
ら
故
障
申
立
を
し
な
い

場
合
に
は
、
執
行
決
定
は
確
定
す
る
。

〔
山
〕
申
立
の
相
手
方
、
が
待
機
に
後
れ
て
異
議
止
を
提
起
し
た
場
合
に

は
、
そ
の
異
議
ば
、
既
に
発
せ
ら
れ
た
執
行
決
定
に
対
す
る
故
障
申
立
と

し
て
取
り
扱
わ
れ
る
(
民
訴
六
九
四
条
二
項
第
一
文
。
〔
祁
〕
〉
。
こ
の
こ
と

は
、
時
機
に
後
れ
た
異
議
を
提
起
し
た
申
立
の
相
手
方
に
通
知
さ
れ
る
(
民

訴
六
九
四
条
二
項
第
二
文
)
。
な
ぜ
な
ら
、
故
障
申
立
が
あ
る
と
自
動
的

に
争
訟
手
続
に
移
行
す
る
か
ら
で
あ
る
(
民
訴
七

O
O条
一
一
一
項
第
一
文
。

門
出
〕
参
照
)
。
そ
こ
で
、
も
し
こ
の
こ
と
が
自
己
の
利
益
に
相
反
す
る
と

す
れ
ば
、
申
立
の
相
手
方
は
、
こ
れ
以
上
費
用
が
発
生
す
る
前
に
、
異
議
を

取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
(
民
訴
六
九
七
条
四
項
)
。

〔
m〕
申
立
の
相
手
方
は
、
執
行
決
定
の
発
付
に
至
一
っ
た
手
続
の
暇
庇

に
対
し
て
の
み
又
は
手
続
費
用
の
確
定
に
対
し
て
の
み
不
満
と
思
う
場
合

で
も
、
故
障
申
立
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
、
申
立
の
相
手
方

は
、
支
払
う
義
務
が
な
い
か
又
は
未
だ
支
払
う
義
務
が
な
い
と
信
じ
る
場

合
に
の
み
、
故
障
申
立
を
利
用
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
必
婆
な
場
合
に
は
、
申

立
の
相
手
方
は
、
故
障
申
立
を
す
る
前
に
、
即
座
に
弁
護
士
又
は
そ
の
他
の

法
的
協
議
を
す
る
資
格
の
あ
る
者
若
し
く
は
職
の
助
言
を
求
め
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
も
し
申
立
の
相
手
方
が
請
求
権
を
争
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

に
は
、
故
障
申
立
は
目
的
な
く
、
彼
に
と
っ
て
吏
に
費
用
が
増
え
る
だ
け
で

あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
申
立
の
栂
手
方
は
、
執
行
決
定
の
裏
面
の
裁

判
所
の
指
摘
〈
用
紙
セ
ッ
ト
の
第
五
葉
)
に
お
い
て
教
示
さ
れ
て
い
る

〈
〔
胤
〕
参
照
〉
。

門出〕

ω
故
障
申
立
期
筒

故
障
申
立
期
間
は
二
週
間
で
あ
る
〈
民
訴
三
三
九
条
と
結
び
付
い
た
七

0
0条
一
一
項
〉
。
故
障
申
立
期
間
は
、
執
行
決
定
の
送
達
後
の
日
か
ら
進

行
し
ハ
民
法
一
八
七
条
・
一
八
八
条
と
結
び
付
い
た
民
訴
二
二
一
一
条
〉
、

「
法
定
期
間
」
と
し
て
裁
判
所
に
よ
っ
て
短
縮
も
伸
長
も
さ
れ
ず
(
民
訴
二

二
四
条
二
項
〉
、
裁
判
所
の
休
暇
期
間
中
も
進
行
す
る
〈
裁
構
二

O
二
条
〉
。

故
障
申
立
期
聞
は
い
わ
ゆ
る
「
不
変
期
間
」
で
あ
る
〈
民
訴
三
三
九
条
一

項
〉
が
放
に
、
申
立
の
相
手
方
は
、
過
失
な
き
際
怠
の
場
合
に
は
、
原
状

回
復
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
民
訴
二
一
二
一
一
一
条
〉
。

門
出
〕
同
故
障
申
立
の
形
式

故
障
申
立
は
、
書
面
に
よ
っ
て
(
民
訴
一
一
一
四

O
条
一
項
と
結
び
付
い
た

七
O
O条
一
一
項
)
又
は
各
区
裁
判
所
の
書
記
課
の
証
書
官
の
面
前
で
口
頭

の
陳
述
に
よ
っ
て
(
民
訴
七

O
二
条
一
項
第
一
文
。
〔
詑
〕
参
照
)
な
す
こ
四
回

と
が
で
き
る
。
室
蘭
菌
の
形
式
は
、
篭
訓
練
又
は
テ
レ
タ
イ
プ
で
も
守
ら
れ
た

こ
と
に
な
る
。
今
ま
で
の
と
こ
ろ
、
故
障
申
立
の
用
紙
は
導
入
さ
れ
な
か

っ
た
。
故
障
申
立
は
、
区
裁
判
所
の
一
間
前
で
調
書
に
な
さ
れ
る
場
合
に

は
、
執
行
決
定
を
発
し
た
区
裁
判
所
に
期
間
の
経
過
前
に
読
書
を
提
出
す

る
と
き
に
の
み
、
故
障
申
立
期
間
内
に
(
〔
山
〕
参
照
)
な
さ
れ
た
こ
と

に
な
る
ハ
民
訴
一
一
一
九
条

a
二
夜
第
二
文
)
。

〔
山
〕
伺
故
障
申
立
の
内
容

。
。
。
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故
障
申
立
書
に
お
い
て
は
、
故
障
の
申
立
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
執
行

決
定
を
日
付
と
書
記
番
号
に
よ
っ
て
表
示
し
、
こ
の
執
行
決
定
に
対
し
て

故
障
申
立
を
す
る
と
の
陳
述
を
す
べ
き
で
あ
る
(
民
訴
一
二
四

O
条
二
項
第

一
文
と
結
び
付
い
た
七

O
O条
一
君
。
故
障
申
立
を
執
行
決
定
の
一
部

に
制
限
す
べ
き
場
合
に
は
、
更
に
取
消
の
範
囲
を
、
例
え
ば
主
た
る
債
権

の
一
部
額
又
は
特
定
の
付
帯
債
権
に
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
示
す
べ

き
で
あ
る
(
民
訴
三
四

O
条
二
項
第
二
文
と
結
び
付
い
た
七

O
O
条
一

項
〉
。
故
障
申
立
を
理
由
づ
け
る
こ
と
は
必
要
で
な
い
ハ
民
訴
七

O
O条

三
項
第
二
文
後
段
・
三
四

O
条
三
項
〉
。
た
だ
し
、
理
由
づ
け
る
こ
と

は
、
申
立
人
の
請
求
権
の
理
由
づ
け
を
容
易
に
し
(
民
訴
六
九
七
条
一
項

と
結
び
付
い
た
七

O
O条
一
一
一
項
第
二
文
前
段
)
、
民
訴
六
九
七
条
二
項

に
よ
る
争
訟
手
続
を
開
始
す
べ
き
か
そ
れ
と
も
民
訴
六
九
七
条
三
項
に
よ

る
争
訟
手
続
を
開
始
す
べ
き
か
の
裁
判
所
の
選
択
を
容
易
に
す
る
(
そ
れ

に
つ
い
て
は
〔
出
〕
参
照
)
。

〔
出
〕
川
何
故
障
申
立
の
阪
下

異
議
と
同
様
に
、
申
立
の
相
手
方
は
、
争
訟
手
続
に
お
い
て
未
だ
欠
席

判
決
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
争
訟
手
続
に
お
け
る
本
案
の
口
頭

弁
論
開
始
に
至
る
ま
で
は
故
障
申

E

立
も
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
申

立
の
相
手
方
は
、
争
訟
手
続
が
ラ

γ
ト
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に

お
い
て
も
、
書
記
課
の
調
書
に
取
下
の
陳
述
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の

た
め
に
は
民
訴
七
八
条
に
従
っ
て
代
理
人
と
し
て
の
弁
護
士
に
代
理
さ
せ

る
必
要
は
な
い
ハ
民
訴
六
九
七
条
四
項
と
結
び
付
い
た
七

O
O条
三
項
第

二
文
前
段
)
。
取
下
の
結
果
、
な
さ
れ
た
故
障
申
立
は
消
滅
し
、
故
障
申

八

立
に
よ
っ
て
発
生
し
た
費
用
を
負
担
す
る
義
務
を
負
う
(
民
訴
七

O
O条

一
項
・
一
一
一
四
六
条
・
五
一
五
条
)
。
更
に
、
故
障
申
立
取
下
の
費
用
効
果

は
、
異
議
の
取
下
の
場
合
の
も
の
に
対
応
す
る
(
〔
剖
〕
末
尾
参
照
〉
。

門出〕

8

故

障

申

立

後

の

、

争

訟

裁

判

所

へ

の

移

行

関

申
立
の
相
手
方
が
執
行
決
定
に
対
し
て
故
障
申
立
を
し
文
は
異
議
が
民

訴
六
九
四
条
二
項
に
よ
り
故
障
申
立
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
場
合
ハ
門
別
〕

参
照
〉
に
は
、
執
行
決
定
を
発
し
た
裁
判
所
は
、
職
権
で
争
訟
を
争
訟
手

続
に
移
行
さ
せ
る
ハ
民
訴
七

O
O条
一
ニ
項
第
一
文
〉
。
こ
の
移
行
に
つ
い

て
は
、
当
事
者
の
特
別
の
申
立
は
必
要
で
な
い
。
故
障
申
立
が
適
法
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
は
調
査
す
べ
き
で
な
い
。
こ
の
調
査
は
、
受
訴
裁
判
所
が

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
〈
民
訴
七

O
O条
一
項
・
三
四
一
条
〉
。
争
訟
は
、

異
議
後
に
移
行
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
裁
判
所
〈
そ
れ
に
つ
い
て
は

〔
部
〕
以
下
参
照
〉
と
同
一
の
裁
判
所
に
移
行
さ
れ
る
。
更
に
、
民
訴
七

0
0条
三
項
第
二
文
前
段
に
よ
る
故
障
申
立
後
の
移
行
に
つ
い
て
は
、
異

議
後
の
移
行
に
関
す
る

l
iす
な
わ
ち
、
移
行
及
び
移
行
に
対
す
る
不
服

申
立
禁
止
に
つ
い
て
の
当
事
者
に
対
す
る
教
示
に
関
す
る
〈
民
訴
六
九
六

条
一
項
第
三
文
。
〔
部
〕
参
照
〉
、
移
行
の
効
力
に
関
す
る
ハ
民
訴
六
九

六
条
二
唄
第
四
文
及
び
第
五
文
。
〔
的
〕
参
照
)
及
び
悶
一
の
裁
判
所
内

に
お
け
る
移
行
に
関
す
る
ハ
民
訴
六
九
八
条
。
〔
幻
〕
参
照
〉

l
l規
定

が
準
用
さ
れ
る
。

〔山〕

班

争
訟
裁
判
所
へ
の
移
行
後
の
手
続

争
訟
手
続
の
発
端



争
訟
の
移
行
に
接
続
す
る
争
訟
手
続
は
、
異
議
後
の
移
行
(
民
訴
六
九

六
条
一
項
第
一
文
。
〔
制
〕
以
下
参
照
〉
及
び
故
障
申
立
後
の
移
行
〈
民

訴
七

O
O条
三
項
第
一
文
。
〔
出
〕
〉
に
つ
い
て
統
一
的
に
規
整
さ
れ
て

い
る
。
故
障
申
立
後
の
争
訟
手
続
に
関
す
る
規
定
〈
民
訴
七

O
O条
三
項

第
二
文
前
段
)
は
、
異
議
後
の
争
訟
手
続
に
関
す
る
規
定
ハ
民
訴
六
九
六

条
一
項
第
三
文
な
い
し
第
五
文
・
一
一
項
、
六
九
七
条
一
項
な
い
し
四
項
)

を
準
用
し
て
い
る
。
争
訟
手
続
は
、
争
訟
の
移
行
さ
れ
る
裁
判
所
が
記
録

を
受
領
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
ま
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
争
訟
は
、
そ
の

裁
判
所
に
係
属
し
て
い
た
も
の
と
表
倣
さ
れ
る
ハ
民
訴
六
九
六
条
一
項
第

四
文
)
。
同
時
に
督
促
手
続
は
終
了
す
る
。

〔
出
〕
争
訟
裁
判
所
に
よ
る
管
轄
調
査

争
訟
を
移
行
さ
れ
た
裁
判
所
は
、
移
行
を
受
け
た
か
ら
と
い
っ
て
土
地

管
轄
及
び
事
物
管
轄
の
点
で
拘
束
さ
れ
な
い
〈
民
訴
六
九
六
条
五
項
第
一

文
)
。
む
し
ろ
、
そ
の
裁
判
所
は
、
職
権
で
独
自
に
管
轄
を
調
査
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
必
要
な
場
合
に
は
申
立
人
(
原
告
〉
の
申
立
に
基
づ
い
て

ω

争
訟
を
実
際
に
管
轄
す
る
裁
判
所
に
移
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
民
訴

二
八
一
条
〉
。
争
訟
を
移
行
さ
れ
た
裁
判
所
の
管
轄
は
、
専
ら
申
立
人
が

民
訴
六
九

O
条
一
項
五
回
す
に
従
っ
て
督
促
決
定
の
発
付
を
求
め
る
申
立
に

お
い
て
な
し
(
〔
臼
〕
な
い
し
〔
臼
〕
参
照
)
、
民
訴
六
九
二
条
一
環
一

号
に
従
っ
て
督
促
決
定
に
引
き
移
さ
れ
(
〔
邸
〕
参
照
む
、
そ
し
て
、
督
促

決
定
又
は
執
行
決
定
を
発
し
た
裁
判
所
が
拘
束
さ
れ
る
ハ
〔
間
〕
及
び

〔
出
〕
参
照
U
記
載
に
基
づ
く
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
記
載
は
、
市
中
立

2 

の
松
手
方
の
保
護
の
た
め
に
、
争
訟
手
続
の
開
始
の
際
に
調
査
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

〔
山
〕
争
訟
を
移
行
さ
れ
た
裁
判
所
は
、
例
え
ば

-

J

申
立
人
が
、
中
立
の
相
手
方
の
普
通
裁
判
籍
と
一
致
し
な
い
又
は
一

致
し
な
く
な
っ
た
裁
判
所
を
記
載
し
た
故
に
、

ー

l
申
立
の
相
手
方
の
普
通
裁
判
籍
以
外
の
場
所
に
、
例
え
ば
、
居
室
に

関
す
る
賃
貸
借
関
係
に
基
づ
く
訴
ハ
民
訴
二
九
条

a
〉
に
つ
い
て
の

よ
う
に
、
専
印
刷
管
轄
が
理
由
づ
け
ら
れ
る
故
に
、

ー
ー
ー
当
事
者
が
有
効
に
申
立
の
相
手
方
の
普
通
裁
判
籍
以
外
の
裁
判
籍
そ

合
意
し
た
(
民
訴
一
一
一
八
条
〉
故
に
、

管
轄
権
を
有
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。

裁
判
所
は
、
訴
訟
要
件
と
し
て
職
権
で
管
轄
権
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
故
に
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
、
申
立
の
相
手
方
〈
被
告
〉
が
出
頭

し
な
け
れ
ば
申
立
の
相
手
方
に
対
し
て
欠
席
判
決
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

申
立
人
(
原
告
)
が
移
送
の
申
立
を
し
な
い
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
む

し
ろ
管
轄
権
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
訴
を
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
市
中
立
の
相
手
方
は
、
自
己
の
住
所
又
は
事
務
所
に
つ
い
て

管
轄
し
な
い
裁
判
所
に
出
一
蹴
す
る
必
要
は
な
い
し
、
弁
護
士
に
代
理
を
頼

む
必
要
も
な
い
。
し
か
し
、
申
立
の
相
手
方
は
、
そ
の
裁
判
所
に
少
な
く

と
も
警
部
で
管
轄
権
の
火
如
を
指
摘
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
管
轄
の
合
意
を

し
て
い
る
場
合
に
は
、
申
立
の
相
手
方
は
裁
判
所
に
合
意
諮
問
一
副
を
提
出
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
申
立
の
相
手
方
の
普
通
裁
判
籍
以
外
に
な
お
特
別
の
裁

判
籍
が
存
す
る
〈
そ
れ
に
つ
い
て
は
〔
出
〕
参
昭
む
こ
と
だ
け
で
は
、
そ

。
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れ
ら
の
う
ち
の
一
つ
に
争
訟
を
移
送
す
る
こ
と
を
正
当
化
し
な
い
。

門
別
〕
裁
判
所
が
他
の
裁
判
所
に
争
訟
を
移
送
す
る
場
合
に
は
、
督
促

手
続
の
費
用
も
ま
た
、
移
送
を
受
け
た
裁
判
所
で
発
生
し
た
費
用
の
一
部

と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
〈
民
訴
六
九
六
条
五
項
第
二
文
〉
。
専
属
管
轄
又

は
管
轄
合
意
を
理
由
に
移
送
さ
れ
る
場
合
に
は
、
申
立
人
〈
原
告
〉
が
無

管
轄
裁
判
所
へ
の
移
行
に
よ
っ
て
生
じ
た
余
分
の
費
用
を
負
担
す
る
の
引

は
、
申
立
人
が
本
案
に
お
い
て
負
け
た
場
合
だ
け
で
あ
る
〈
民
訴
六
九
六

条
五
項
第
三
文
)
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
、
申
立
人
は
、
実
際
に
管
轄
権

を
有
す
る
裁
判
所
司
令
-
督
促
決
定
の
発
付
を
求
め
る
申
立
書
に
表
示
す
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
〈
民
訴
六
九

O
条
一
項
五
号
〉
。
た

だ
し
、
移
送
が
申
立
の
相
手
方
の
普
通
裁
判
籍
の
表
示
が
適
切
で
な
か
っ

た
こ
と
に
基
づ
く
場
合
に
は
、
こ
の
余
分
の
費
用
は
、
申
立
人
が
木
案
に

お
い
て
勝
訴
し
た
と
し
て
も
申
立
人
が
負
担
す
る
〈
民
訴
二
八
一
条
三
項

第
二
文
〉
。

〔
m〕
3

請
求
権
の
理
由
づ
け

督
促
手
続
に
お
い
て
は
、
申
立
人
は
、
主
張
さ
れ
た
議
求
権
を
表
示
し

さ
え
す
れ
ば
よ
く
、
理
由
づ
け
る
必
要
が
な
い
ハ
民
訴
六
九

O
条
一
項
一
一
一

号
。
〔
9
〕
及
び
〔
門
出
〕
参
照
〉
放
に
、
督
促
決
定
は
、
争
訟
手
続
に
お

い
て
は
訴
状
の
使
命
を
担
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
督
促
決

定
の
発
付
を
求
め
る
申
立
は
今
や
補
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
、

争
訟
事
件
の
移
行
さ
れ
た
裁
判
所
の
書
記
課
は
、
夜
ち
に
申
立
人
に
対
し

て
、
二
週
間
内
に
訴
状
に
対
応
し
た
形
式
で
請
求
権
を
理
由
づ
け
る
よ
う

j¥ 

四

催
告
す
る
(
民
訴
六
九
七
条
一
項
第
一
文
〉
。
こ
の
請
求
権
止
を
理
由
づ
け

る
と
き
、
申
立
人
は
、
請
求
権
の
理
由
づ
け
に
役
立
つ
事
実
上
の
関
係
を

記
載
し
、
〈
異
議
又
は
故
障
申
立
に
お
け
る
)
相
手
方
の
事
実
上
の
主
張

に
関
し
て
陳
述
し
、
そ
し
て
、
事
実
上
の
主
張
の
立
証
又
は
否
定
の
た
め

に
役
立
て
よ
う
と
す
る
証
拠
方
法
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更

に
、
申
立
人
は
、
自
分
が
所
持
し
相
手
方
に
未
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
限
り

に
お
い
て
、
関
連
す
る
証
書
な
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
民
訴
二
五

三
条
四
項
、
二
ニ

O
条
・
二
ニ
一
条
〉
。
争
訟
手
続
が
ラ
ン
ト
裁
判
所
に

係
属
し
て
い
る
場
合
に
は
、
更
に
申
立
人
に
対
し
て
、
ラ
ン
ト
裁
判
所
に

許
可
さ
れ
た
弁
護
士
を
任
命
し
、
そ
の
弁
護
士
に
よ
っ
て
、
事
件
を
単
独

裁
判
官
に
委
ね
る
こ
と
に
反
対
す
る
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
を
陳
述
す
る

よ
う
催
告
す
る
〈
民
訴
二
七
一
条
二
項
及
び
三
項
と
結
び
付
い
た
六
九
七

条
一
項
第
二
文
〉
。
申
立
人
は
、
争
訟
手
続
の
食
徹
(
民
訴
六
九
六
条
一

項
第
一
文
。
門
剖
〕
参
照
〉
又
は
執
行
決
定
の
発
付
(
民
訴
六
九
九
条
一

官
官
第
一
文
。
〔
川
出
〕
参
昭
む
を
要
求
す
る
や
否
や
、
こ
の
請
求
権
の
環
由

づ
け
に
対
す
る
催
告
を
予
期
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔
四
〕
争
訟
手
続
が
区
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
は
、
申
立
人

(
原
告
〉
は
、
請
求
権
の
理
由
づ
け
を
裁
判
所
に
書
面
で
提
出
し
又
は
口

頭
で
書
記
諜
の
調
書
に
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
(
民
訴
四
九
六
条
)

0

・
申
立
人
は
、
他
の
区
裁
判
所
の
書
記
課
の
面
前
で
も
理
由
づ
け
を
調
書
に

申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
は
、
二
週
間
の
期
間
的
出

が
守
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
調
書
を
期
間
内
に
受
訴
裁
判
所
に
提
出
す
る
場

合
だ
け
で
あ
る
ハ
民
訴
二
一
九
条

a
〉
。
争
訟
手
続
が
ラ
ン
ト
裁
判
所
に
係



開
局
し
て
い
る
場
合
に
は
、
請
求
権
の
理
由
づ
け
は
、
そ
の
ラ
ン
ト
裁
判
所

に
許
可
さ
れ
た
弁
護
士
に
よ
っ
て
の
み
有
効
に
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

門
問
〕
時
機
に
後
れ
た
請
求
権
の
理
由
づ
け
を
裁
判
所
が
却
下
で
き
る

の
は
、
裁
判
所
の
心
誌
に
よ
れ
ば
そ
れ
を
許
可
す
る
こ
と
が
争
訟
を
遅
延

さ
せ
る
場
合
及
び
時
機
に
後
れ
た
こ
と
が
重
大
な
過
失
に
慈
づ
い
て
い
る

場
合
で
あ
る
(
民
訴
二
九
六
条
二
項
)

G

こ
の
場
合
に
は
、
申
立
人
(
原

告
)
は
、
裁
判
所
が
訴
を
有
理
性
な
し
と
し
て
却
下
す
る
こ
と
を
予
期
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
申
立
人
が
全
く
請
求
権
の
理
由
づ
け
を
し
な
い
場

合
も
同
様
で
あ
る
。

〔出〕

4

争
訟
手
続
の
開
始

請
求
理
白
書
(
〔
凶
〕
以
下
参
照
む
が
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
た
場
合
又

は
そ
の
提
出
の
た
め
の
二
週
間
の
期
間
が
経
過
し
た
場
合
に
は
、
裁
判
所

は
、
争
訟
手
続
を
開
始
す
る
た
め
に
口
頭
弁
論
の
早
期
第
一
回
期
日
を
定

め
る
ハ
民
訴
二
七
五
条
と
結
び
付
い
た
六
九
七
条
二
項
〉
。
更
に
、
両
当

事
者
が
正
式
に
呼
び
出
さ
れ
る
。
裁
判
所
は
、
書
簡
先
行
手
続
に
よ
っ
て

争
訟
手
続
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
さ
し
あ
た
り
期
日
の
指
定

を
差
し
控
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
更
に
、
裁
判
所
は
、
申
立
の
相
手
方

(
被
告
〉
に
対
し
て
、
請
求
理
白
書
の
送
達
と
と
も
に
応
訴
答
弁
書
提
出

期
間
を
定
め
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
申
立
人
(
原
告
)
に
報
告
さ
れ
る

(
民
訴
二
七
六
条
と
結
び
付
い
た
六
九
七
条
三
項
〉
。

〔邸〕

証
書
・
手
形
及
び
小
切
手
督
促
手
続

。
。
。
吋
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1

要
件

金
銭
債
権
が
託
盛
岡
、
手
形
又
は
小
切
手
か
ら
生
じ
て
い
る
場
合
に
は
、

証
書
督
促
手
続
、
手
形
督
促
手
続
又
は
小
切
手
督
促
手
続
に
お
い
て
も
主

張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
申
立
人
は
、
督
促
決
定
の
代

り
に
「
証
番
督
促
決
定
}
「
手
形
督
促
決
定
一
又
は
「
小
切
手
督
促
決

定
一
を
要
求
す
れ
ば
よ
い
。
ま
た
、
申
立
人
は
、
一
九
七
七
年
五
月
六
日

の
命
令
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
用
紙
セ
ッ
ト
の
第
一
葉
の
申
立
書
に

〈
門
幻
〕
参
照
〉
網
目
の
な
い
明
る
い
「
督
促
決
定
」
と
い
う
文
一
言
に
関

す
る
枠
に
「
-
証
書
」
「
手
形
」
又
は
「
小
切
手
」
と
い
う
文
号
一
一
回
を
記
入
し

さ
え
す
れ
ば
よ
い
(
民
訴
七

O
一二条

a
一
項
〉
。
更
に
、
申
立
人
は
、
用
紙

セ
ッ
ト
の
第
一
葉
に
お
け
る
⑤
の
枠
に
、
支
払
請
求
権
を
発
生
さ
せ
る
ぬ

託
醤
を
混
同
が
避
け
ら
れ
る
よ
う
精
確
に
表
示
す
べ
き
で
あ
る
(
民
訴
七

O
三
条

a
二
項
二
号
第
一
文
)
0
た
だ
し
、
申
立
蓄
に
は
証
選
止
を
添
付
す
べ

き
で
な
い
。
選
択
さ
れ
た
訴
訟
態
様
|
|
詮
議
訴
訟
、
手
形
訴
訟
又
は
小

切
手
訴
訟
ー
ー
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
督
促
手
続
に
お
い
て
は
調
査

さ
れ
な
い
ハ
民
訴
七

O
一一一条

a
二
項
一
一
一
号
〉
。

〔出〕

2

効
力

裁
判
所
が
申
立
に
従
っ
て
証
書
督
促
決
定
、
手
形
督
促
決
定
問
は
小
切

手
督
促
決
定
を
な
す
と
、
こ
の
表
示
は
特
に
次
の
よ
う
な
効
力
を
有
す

る。ー
!
争
訟
事
件
は
、
適
時
に
異
議
が
提
起
さ
れ
る
と
、
読
書
訴
訟
、
手
形

訴
訟
又
は
小
切
手
訴
訟
(
民
訴
五
九
二
条
な
い
し
六

O
五
条

a
〉



と
し
て
係
属
す
る
。
こ
の
訴
訟
態
様
に
お
い
て
は
、
請
求
権
の
理
由

づ
け
の
た
め
に
必
要
な
全
事
実
及
び
被
告
の
異
議
は
、
託
蓄
に
よ
っ

て
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ハ
民
訴
五
九
二
条
第
一
文
・
五
九
八

条
)
。

l
i
異
議
又
は
故
障
申
立
後
に
事
件
が
争
訟
裁
判
所
に
移
行
す
る
(
〔
剖
〕

以
下
、
門
出
〕
参
照
)
と
、
今
度
は
申
立
人
は
、
誇
求
理
由
墨
田
の
原

本
又
は
絵
本
ハ
〔

m〕
以
下
参
照
〉
に
証
蓄
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
〈
民
訴
七

O
三
条

a
二
項
二
号
第
二
文
)
。

た
だ
し
、
申
立
人
は
、
申
立
の
相
相
手
方
の
同
意
を
得
る
こ
と
な
く
、
争

訟
を
通
常
手
続
に
係
属
さ
せ
る
べ
く
、
争
訟
手
続
に
お
け
る
口
頭
弁
論
の

終
結
に
至
る
ま
で
に
証
書
訴
訟
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
(
民
訴
五
九

六
条
)
。

門間〕

3

留
保
付
執
行
決
定

限
定
を
設
け
ず
に
具
議
合
提
起
す
る
代
り
に
、
申
立
の
相
手
方
は
、
証

書
督
促
手
続
に
お
い
て
異
議
を
、
被
告
と
し
て
そ
の
権
利
の
陳
述
を
争
訟

手
続
に
留
保
す
る
申
立
に
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

G

こ
の
場
合
に
は
、

そ
う
い
う
mm保
付
の
執
行
決
定
が
発
せ
ら
れ
る
ハ
民
訴
七

O
一一一条

a
二
項

四
号
第
一
文
〉

0

留
保
付
執
行
決
定
に
対
し
て
は
、
故
障
由
ー
立
と
い
う
法

的
救
済
手
段
に
よ
っ
て
不
肢
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
む
し
ろ

留
保
は
、
争
訟
が
職
権
で
争
訟
裁
判
所
に
移
行
さ
れ
、
通
常
手
続
に
係
属

す
る
と
い
う
効
果
を
有
す
る
ハ
民
訴
六

O
O条
と
結
び
付
い
た
七

O
三
条

a
二
項
四
号
第
二
文
)
。
こ
の
事
後
手
続
に
お
い
て
は
、
被
告
は
、
も
は
や

入
六

証
書
訴
訟
の
証
拠
制
限
を
受
け
ず
、
主
張
さ
れ
た
請
求
権
に
対
し
て
民
事

訴
訟
上
の
あ
ら
ゆ
る
手
段
で
防
禦
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
被
告
の
権
利
似

の
陳
述
を
留
保
し
た
留
保
付
執
行
決
定
が
発
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
事
件

止
な
管
轄
裁
判
所
へ
移
行
す
べ
き
で
あ
る
が
、
ー
!
督
促
手
続
の
手
数
料
及

び
督
促
決
定
送
達
の
費
用
(
〔
お
〕
参
照
)
以
外
に

i
i今
や
全
体
と
し

て
の
手
続
の
手
数
料
の
二
分
の
一
及
び
争
訟
手
続
に
お
け
る
呼
出
状
の
送

達
又
は
期
間
裁
定
の
費
用
が
支
払
わ
れ
た
場
合
に
始
め
て
、
移
行
す
べ
き

で
あ
る
〈
裁
費
六
五
条
一
項
第
二
文
後
段
。
裁
費
一
一
条
一
項
の
付
表
一

に
お
け
る
費
用
表
の
第
一

O
O五
番
及
び
第
一
九

O
二
番
〉
。

〔問〕

当
事
者
の
破
産
又
は
死
亡

立

1

当
事
者
の
破
産

ω
申
立
人
の
破
産

督
促
決
定
の
発
付
を
要
求
し
た
後
だ
が
督
促
決
定
が
送
達
さ
れ
る
前
に

ゆ
立
人
が
破
産
し
た
場
合
に
は
、
送
達
の
効
力
(
〔
刊
〕
以
下
参
照
〉

は
、
破
産
財
団
の
た
め
に
発
生
す
る
。
督
促
決
定
の
送
達
前
に
は
未
だ
手

続
が
係
属
し
て
い
な
い
放
に
、
手
続
中
断
(
民
訴
二
回

O
条
)
の
余
地
は

な
い
。
破
産
法
六
条
二
演
に
よ
れ
ば
、
破
産
管
財
人
ば
督
促
手
続
を
続
行

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
執
行
決
定
(
民
訴
六
九
九
条
一
項
)
又

は
l
l
i
呉
談
後
の

1
1争
訟
手
続
の
貫
徹
(
民
訴
六
九
六
条
一
項
〉
を
要

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

門
閉
山
〕
督
促
決
定
が
送
達
さ
れ
た
後
だ
が
執
行
決
定
が
発
せ
ら
れ
ず
又

は
争
訟
が
|
|
異
議
後
に
1
1
1
争
訟
裁
判
所
に
移
行
さ
れ
な
い
う
ち
に
市
中



立
人
が
破
産
し
た
場
合
に
は
、
督
促
手
続
は
民
訴
二
四

O
条
の
準
用
に
よ

っ
て
中
断
さ
れ
る
。
執
行
決
定
が
既
に
発
せ
ら
れ
又
は
争
訟
が
争
訟
裁
判

所
に
移
行
さ
れ
た
場
合
に
は
、
民
訴
二
回

O
条
が
直
接
適
用
さ
れ
る
。
こ

れ
ら
の
場
合
に
は
、
破
産
管
財
人
は
、
破
産
法
一

O
条
一
一
項
に
従
っ
て
中

断
の
際
の
状
態
で
手
続
を
受
継
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔印〕

ω
申
立
の
相
手
方
の
破
産

申
立
の
相
手
方
が
督
促
決
定
の
送
達
前
に
破
産
し
た
場
合
に
は
、
破
産

者
と
な
っ
た
申
立
の
相
手
方
に
対
す
る
送
達
は
無
効
で
あ
る
。
破
産
財
団

に
属
す
る
財
産
を
管
理
し
処
分
す
る
権
利
は
、
破
産
管
財
人
に
よ
っ
て
何
回

行
使
さ
れ
る
〈
破
六
条
)
。
個
々
の
破
産
債
権
者
の
た
め
の
強
制
執
行
は
許

さ
れ
な
い
(
破
一
四
条
一
項
〉
。
督
促
決
定
を
今
や
破
産
管
財
人
に
送

達
し
又
は
破
産
管
財
人
に
向
け
ら
れ
た
新
た
な
督
促
決
定
を
発
す
る
こ
と

も
耕
一
則
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
申
立
人
は
、
破
産
法
一
三
八
条
以
下
に
従
っ
て

請
求
権
を
破
産
債
権
と
し
て
破
産
裁
判
所
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

〔
肌
〕
督
促
決
定
が
送
達
さ
れ
た
後
だ
が
執
行
決
定
が
発
せ
ら
れ
ず
又

は
争
訟
が
争
訟
裁
判
所
に
移
行
さ
れ
な
い
う
ち
に
申
立
の
相
手
方
が
破
産

し
た
場
合
に
は
、
督
促
手
続
は
民
訴
二
回

O
条
の
準
用
に
よ
っ
て
中
断
さ

れ
る
。
こ
の
場
合
に
も
、
申
立
人
は
、
破
産
財
団
か
ら
満
足
を
得
た
い
の

で
あ
れ
ば
、
破
産
法
一
一
一
一
八
条
以
下
に
従
っ
て
議
求
権
を
破
産
債
権
と
し

て
破
産
裁
判
所
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
執
行
決
定
が
既
に
発
せ

ら
れ
又
は
争
訟
が
争
訟
裁
判
所
に
移
行
さ
れ
た
場
合
に
は
、
民
訴
二
四

O

条
が
直
後
適
用
さ
れ
る
。
破
産
管
財
人
は
、
破
産
法
一

O
条
一
項
第
一
文

に
従
っ
て
中
断
の
際
の
状
態
で
手
続
を
受
継
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま

り
、
破
産
管
財
人
は
、
執
行
決
定
に
対
し
て
も
故
障
申
立
を
す
る
こ
と
が

で
き
、
争
訟
手
続
に
お
い
て
は
被
告
と
し
て
請
求
権
を
争
う
こ
と
が
で
き

る
。
破
産
管
財
人
は
、
争
訟
の
受
継
を
遅
ら
せ
て
い
る
場
合
に
は
、
申
立

人
の
申
立
に
よ
っ
て
受
継
及
び
本
家
の
弁
論
の
た
め
に
呼
び
出
さ
れ
る

(
民
訴
二
一
一
一
九
条
二
項
と
結
び
付
い
た
磁
一

O
条
一
項
第
二
文
〉
。
破
産

管
財
人
が
受
継
を
拒
否
す
れ
ば
、
申
立
人
は
争
訟
を
自
分
で
受
継
す
る
こ

と
が
で
き
る
(
破
一

O
条
二
項
〉
。

〔
悶
〕
当
事
者
の
死
亡

例
申
立
人
の
死
亡

督
促
決
定
の
発
付
を
要
求
し
た
後
だ
が
督
促
決
定
が
送
達
さ
れ
る
前

に
申
立
人
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
相
続
人
は
、
送
達
前
に
督
促
決
定
を

支
ず
自
己
の
名
前
に
変
え
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
名
前
を
変
え
な
け
れ
ば

送
達
は
無
効
で
あ
る
。
督
促
決
定
が
死
亡
し
た
申
立
人
の
代
理
人
に
よ

っ
て
要
求
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
、
名
前
の
議
換
は
必
要
で
な
い
。
こ
の

代
理
権
は
、
代
理
権
付
与
者
の
死
亡
に
よ
っ
て
取
り
消
さ
れ
な
い
(
民
訴

八
六
条
〉
。

〔
印
〕
督
促
決
定
が
送
達
さ
れ
た
後
だ
が
執
行
決
定
が
発
せ
ら
れ
ず
又

は
争
訟
が
|
|
異
議
後
に

i
l争
訟
裁
判
所
に
移
行
さ
れ
な
い
う
ち
に
申

立
人
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
督
促
手
続
は
民
訴
二
三
九
条
一
世
恨
の
準
用

に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
る
。
執
行
決
定
が
既
に
発
せ
ら
れ
又
は
争
訟
が
争
訟

裁
判
所
に
移
行
さ
れ
た
場
合
に
は
、
民
訴
二
三
九
条
が
直
接
適
用
さ
れ
問
問

2 

。
叩

O
吋
情
出
。

r
y
u同
国
明
。

H
-
w
r
s
k
H
H
O
V向
mHHHHH4叩
H
-
p
v
g
H
H
H岡田
n
v
a
o
H
1
〈
O
吋
命
日
ロ
向
田
口
M
M
C
M
M

拘
留

H
H
0
4
0
H
E
W
S
4
∞・

/~ 
七



る
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
、
申
立
人
の
相
続
人
は
、
裁
判
所
に
対
す
る
書

面
に
よ
る
陳
述
!
!
こ
れ
は
申
立
の
相
手
方
に
送
達
さ
れ
る
ー
ー
に
よ
っ

て
、
中
断
し
た
手
続
を
受
縦
ず
る
こ
と
が
で
き
る
〈
民
訴
二
五

O
条
)

0

そ
の
陳
述
に
お
い
て
、
相
続
人
は
、
今
や
申
立
人
の
相
続
人
と
し
て
の
自

分
に
支
払
を
な
し
又
は
異
議
を
提
起
す
る
よ
う
申
立
の
相
手
方
に
出
陪
食
す

る
。
申
立
人
が
代
理
人
に
よ
っ
て
代
理
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
、
手
続
は

中
断
し
な
い
。
た
だ
し
、
代
理
人
は
手
続
の
停
止
を
要
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
ハ
民
訴
二
四
六
条
〉
。

〔山凶〕

ω
申
立
の
棺
手
方
の
死
亡

申
立
の
相
手
方
が
督
促
決
定
を
発
す
る
前
に
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
督

促
決
定
は
無
効
で
あ
る
。
申
立
は
、
申
立
の
相
手
方
の
相
続
人
に
向
け
て

新
た
に
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
督
促
決
定
が
発
せ
ら
れ
た
後
だ
が
督
促
決

定
の
送
達
前
に
申
立
の
相
手
方
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
送
達
は
も
は
や

で
き
な
い
。
申
立
人
は
、
督
促
決
定
を
相
続
人
に
書
き
換
え
、
そ
の
相
続

人
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔
郎
〕
督
促
決
定
が
送
達
さ
れ
た
後
だ
が
、
執
行
決
定
が
発
せ
ら
れ

ず
、
又
は
争
訟
が
1
1
1
異
議
後
に
|
|
争
訟
裁
判
所
に
移
行
さ
れ
な
い
う

ち
に
申
立
の
相
手
方
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
督
促
手
続
は
民
訴
二
三
九

条
一
項
の
準
用
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
る
。
執
行
決
定
が
既
に
発
せ
ら
れ
又

は
争
訟
が
争
訟
裁
判
所
に
移
行
さ
れ
た
場
合
に
は
、
民
訴
二
三
九
条
が
直

接
適
用
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
、
市
中
立
の
相
手
方
の
相
続
人
が
中

断
さ
れ
た
手
続
を
原
則
・
と
し
て
自
分
か
ら
は
受
継
し
な
い
で
あ
ろ
う
(
民

i¥ 
i¥ 

訴
二
三
九
条
一
項
〉
故
に
‘
申
立
人
は
、
今
や
死
亡
し
た
申
立
の
相
手
方

に
代
っ
て
、
二
週
間
内
に
(
民
訴
六
九
二
条
一
項
一
一
一
号
〉
支
払
い
又
は
手

続
を
受
継
し
て
異
議
を
提
起
す
る
(
民
訴
二
三
九
条
二
項
)
よ
う
に
申
立

の
相
手
方
の
相
続
人
に
催
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
陳
述
は
、
書

面
に
よ
っ
て
裁
判
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
申
立
の

相
手
方
の
相
続
人
に
送
達
さ
れ
る
ハ
民
訴
二
五

O
条
〉
。

門

出

〕

X 

督
促
手
続
の
機
械
処
理

法
律
に
よ
る
許
容

鱒
素
化
法
は
、
常
子
工
学
の
情
報
処
理
を
利
用
し
て
、
督
促
手
続
の
機

械
処
理
の
法
定
要
件
を
規
定
し
た
(
〔
6
〕
参
照
)
。
今
や
法
律
は
、
そ
同
町

の
よ
う
な
処
理
を
明
確
に
許
し
て
い
る
(
民
訴
六
八
九
条
一
項
第
二
文
)
。

あ
ら
ゆ
る
提
出
の
臼
付
は
、
機
械
処
理
に
よ
っ
て
情
報
処
理
装
霞
に
提

供
さ
れ
る
。
書
面
に
よ
る
提
出
自
体
は
、
提
出
回
付
に
従
っ
て
整
理
さ

れ
、
必
要
な
場
合
に
は
提
出
の
正
当
性
に
関
す
る
疑
い
を
解
明
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、
従
来
か
ら
の
意
味
に
お
け
る
記
録
管
理
は

も
は
や
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
装
震
に
蓄
積
さ
れ
た
日
付
の
総
体
に

よ
っ
て
代
#
賞
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
事
件
を
争
訟
手
続
に
移
行
す
べ
き
が
故

に
記
録
が
必
要
と
な
る
蝿
窓
口
に
は
、
装
置
は
、
あ
ら
ゆ
る
記
載

l
lこ
れ

ら
は
、
毒
菌
に
よ
る
記
録
管
理
の
場
合
に
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
し
、
手
続

に
と
っ
て
意
義
を
有
し
う
る
ー
ー
を
含
む
記
録
の
表
現
を
用
意
す
る
ハ
民

訴
六
九
六
条
二
項
〉
。
親
宙
従
事
件
の
機
械
処
理
に
際
し
で
も
、
司
法
補
助

官
が
手
続
の
主
体
で
あ
る
。
疑
い
の
あ
る
又
は
さ
も
な
け
れ
ば
予
定
さ
れ



た
経
過
と
異
な
る
全
て
の
事
件
は
、
司
法
補
助
官
に
提
出
さ
れ
ね
ば
な
ら

戸

k

、。
eι

、v
門叩出

2

機
械
処
理
の
際
の
特
性

個
別
的
に
は
、
法
律
は
、
督
促
事
件
の
機
械
処
理
の
た
め
に
、
従
来
か

ら
の
処
理
の
手
続
と
は
異
な
る
特
に
次
の
よ
う
な
規
則
を
設
け
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
規
則
は
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
処
理
の
特
別
要
件
を
考
慮
に
入

れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
を
よ
り
効
率
的
に
具
体
化
し
文
は
当
事
者
の
た

め
に
も
更
に
合
理
化
の
可
能
性
を
追
究
す
べ
き
で
あ
る
。

1
1提
出
(
督
促
決
定
及
び
執
行
決
定
の
発
付
又
は
争
訟
手
続
の
貫
徹
を

求
め
る
申
立
、
異
議
、
故
障
申
立
〉
は
、
遅
く
と
も
ハ
提
出
の
自
に

続
く
〉
労
働
日
に
完
結
す
べ
き
で
あ
る
(
民
訴
六
八
九
条
一
項
第
一
一
一

文
〉
。

|
|
督
促
決
定
及
び
執
行
決
定
の
発
付
を
求
め
る
申
立
は
、
記
録
化
が
そ

の
機
械
処
理
に
適
し
て
い
る
と
裁
判
所
が
考
え
る
場
合
に
は
、
機
械

で
の
み
読
み
う
る
よ
う
記
録
化
し
て
提
出
す
る
(
情
報
所
持
者
の
交

換
〉
こ
と
が
で
き
る
(
民
訴
六
九

O
条
三
項
・
六
九
九
条
一
項
第
二

文
後
段
〉
。

l
l督
促
決
定
の
発
付
を
求
め
る
申
立
の
却
下
は
、
例
外
的
に
、
異
議
に

よ
っ
て
ハ
苛
檎
二
条
一
項
第
一
文
〉
、
そ
し
て
1
1裁
判
官
が
除

去
し
な
い
場
合
に
は
ハ
司
法
二
条
二
項
〉

|
lラ
ン
ト
裁
判
所
へ

の
抗
告
に
よ
っ
て
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
〈
民
訴
六
九

一
条
三
項
と
結
び
付
い
た
司
補
一
一
条
三
項
。
そ
れ
に
つ
い
て
は

門
回
〕
参
照
〉
。
申
立
が
機
械
で
の
み
読
み
う
る
記
録
化
に
よ
っ
て

提
出
さ
れ
た
が
、
記
録
化
が
裁
判
所
に
と
っ
て
機
械
処
理
に
適
し

ω

て
い
な
い
と
忽
わ
れ
る
放
に
申
立
が
却
下
さ
れ
た
場
合
(
そ
れ
に
つ

い
て
は
民
訴
六
九

O
条
三
項
参
照
)
に
は
、
不
肢
を
申
・
し
立
て
る
こ

と
が
で
き
る
。

-
1
4
努
の
又
は
女
の
申
立
人
の
た
め
の
絵
本
は
、
異
議
と
同
時
に
提
出
す

る
必
要
は
な
い
ハ
民
訴
六
九
五
条
一
項
第
二
文
。
そ
れ
に
つ
い
て
は

〔

π〕
末
尾
参
照
〉
。
こ
れ
ら
は
、
電
子
計
算
機
装
置
か
ら
表
現
さ

れ
る
。

1
1異
議
又
は
故
障
申
立
後
の
移
行
の
場
合
に
は
、
機
械
で
用
意
さ
れ
た

記
録
の
表
現
が
記
録
に
代
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
公
文
書
の
証
拠

カ
に
関
す
る
規
定
ハ
民
訴
四
一
五
条
)
が
準
用
さ
れ
る
(
民
訴
六
九

六
条
二
項
・
七

O
O条
三
項
第
二
文
前
段
〉
。

i
i執
行
決
定
の
発
付
を
求
め
る
申
立
に
お
い
て
、
申
立
人
は
、
そ
れ
ま

で
に
発
生
し
た
手
続
の
費
用
を
計
算
す
る
必
要
は
な
い
。
機
械
に
よ

る
計
算
に
必
要
な
記
載
で
十
分
で
あ
る
ハ
民
訴
六
九
九
条
三
官
官
第
二

文
門
M
C
参
照
)
。

l
l裁
判
所
の
決
定
、
処
分
及
び
正
本
に
は
、
裁
判
所
印
が
押
さ
れ
る
。

署
名
は
必
要
で
な
い
(
民
訴
七

O
一ニ条
b
一
項
。
そ
れ
に
つ
い
て
は

門
悦
〕
参
照
)
。

i
l法
規
命
令
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
で
の
督
促
手
続
用
の
特
別
用
紙
1
1

こ
れ
に
よ
っ
て
手
続
は
機
械
処
理
さ
れ
る
ー
ー
を
導
入
す
る
こ
と
が

で
き
る
(
民
訴
七

O
三
条

c
一
項
第
二
文
一
号
。
そ
れ
に
つ
い
て
は

。
。
。
話
回
O目

n
v
-
u
g
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n
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九。

門

7
〕
及
び
門
印
〕
参
照
)
。

|
|
督
促
決
定
の
手
数
料
及
び
督
促
決
定
の
送
達
の
費
用
の
支
払
(
〔
お
〕

参
照
)
は
、
督
促
決
定
の
発
付
の
要
件
で
は
な
く
、
執
行
決
定
の
発

付
の
要
件
に
す
ぎ
な
い
〈
裁
費
六
五
条
三
項
第
二
文
〉
。

〔問〕

3

機
械
処
理
の
導
入

督
促
手
続
の
機
械
処
理
の
導
入
の
必
婆
な
準
備
は
未
だ
終
了
し
て
い
な

い
。
特
に
機
械
に
適
し
た
用
紙
の
完
成
(
民
訴
七

O
二一条

c
一
項
第
二
文

一
号
〉
及
び
手
続
経
過
計
画
表
の
完
成
(
民
訴
七

O
一二条
b
二
項
〉
が
そ

う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
下
準
備
は
、
パ

l
デ
ン
・
ヴ
ェ
ル
テ
ム
ブ
ル
ク
の

司
法
省
で
組
織
さ
れ
た
「
督
促
手
続
作
業
グ
ル
ー
プ
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ

る
。
現
在
の
下
準
備
の
状
態
〈
一
九
七
七
年
八
月
)
の
後
、
お
そ
ら
く
一

九
七
九
年
に
機
械
処
理
の
導
入
が
、
し
か
も
ま
ず
パ

l
デ
ン
・
ヴ
ェ
ル
テ

ム
ブ
ル
ク
で
予
期
さ
れ
る
。
区
裁
判
所
で
督
促
手
続
の
機
械
処
理
が
導
入

さ
れ
る
時
点
は
、
ラ
ン
ト
政
府
又
は
1

1
権
限
委
任
の
場
合
に
は
1

1
可

法
省
の
法
規
命
令
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
(
民
訴
七

O
一一一条

c
三
項
)
。

パ
i
デ
ン
・
ヴ
ェ
ル
テ
ム
ブ
ル
タ
に
お
い
て
は
、
同
時
に
民
訴
六
八
九
条

三
百
恨
の
集
中
化
の
授
権
(
〔
比
〕
参
照
)
を
利
用
す
べ
き
で
あ
る
。
替

ω

促
手
続
ば
、
全
ラ
ソ
ト
に
つ
い
て
、
中
央
の
「
督
促
裁
判
所
」
と
し
て
の
シ

ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
ぽ
裁
判
所
に
割
り
当
て
る
べ
き
で
あ
る
。



付

録

-
民
事
訴
訟
法

第
三
篇

督
促
手
続

第
六
八
八
条
〔
許
容
性
〕

川
内
田
同
通
貨
で
の
一
定
の
金
額
の
支
払
を

対
象
と
す
る
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
申
立
人
の

申
立
に
よ
り
督
促
決
定
を
発
す
る
こ
と
が
で
き

V
Q

。ω
督
促
手
続
は
、
議
求
権
の
主
張
が
未
だ

な
さ
れ
て
い
な
い
反
対
給
付
に
、
依
存
し
て
い

る
場
合
又
は
督
促
決
定
の
送
達
が
公
告
に
よ
ら

ざ
る
を
え
な
い
場
合
に
は
許
さ
れ
な
い
。

宅
E
A

ω
督
促
決
定
の
送
達
を
外
国
に
お
い
て
な

さ
ざ
る
を
え
な
い
場
合
に
は
、
民
事
及
び
商
事

事
件
に
お
け
る
裁
判
管
轄
及
び
裁
判
所
の
裁
判

の
執
行
に
関
す
る
一
九
六
八
年
九
月
二
七
日
の

協
定
ハ
一
九
七
二
年
連
邦
法
律
官
報
第
二
部
七

七
三
頁
)
の
締
結
国
で
あ
る
と
き
に
の
み
、
替

。“

促
手
続
が
許
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
申
立

は
、
外
国
通
貨
で
の
一
定
の
金
額
の
支
払
を
も

対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
八
九
条
〔
管
轄
〕

解
説
部
分

〔
ロ
〕
〔
お
〕

〔
河
川
〕
以
下
、
〔
日
〕

第
一
文

l
門
げ
〕
以
下

第
二
文

i
毘
〕

ω
督
促
手
続
は
区
裁
判
所
に
よ
っ
て
貫
徹

ヮ

“

作

。

さ
れ
る
。
機
械
処
獲
が
許
さ
れ
る
。
機
械
処
理

に
際
し
て
の
提
出
は
、
遅
く
と
も
提
出
の
日
に

続
く
労
働
日
に
完
結
す
べ
き
で
あ
る
。

閉
山
中
立
人
の
普
通
裁
判
籍
が
あ
る
区
裁
判

。，a

所
が
専
属
的
に
管
絡
す
る
。
申
立
人
が
内
国
に

普
通
裁
判
籍
を
有
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
ベ

ル
リ
ン
の
シ
ェ

i
ネ
ベ
ル
ク
区
裁
判
所
が
専
属

円。

的
に
管
轄
す
る
。
第
一
文
及
び
第
二
文
は
、
州
出

の
規
定
で
別
の
専
岡
崎
管
絡
が
定
め
ら
れ
て
い
て

も
適
用
さ
れ
る
。

噌-

助
ラ
ン
ト
政
府
は
、
督
促
手
続
の
迅
速
且

効
率
的
な
完
結
に
役
立
つ
と
考
え
る
場
合
に

は
、
法
規
命
令
に
よ
っ
て
督
促
手
続
を
単
数
又

は
複
数
の
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
管
轄
区
域
の

た
め
の
一
つ
の
一
民
裁
判
所
に
割
り
当
て
る
こ
と

9
4
 

が
で
き
る
。
ラ
ン
ト
政
府
は
、
法
規
命
令
に
よ

っ
て
権
限
を
ラ
γ
ル
汚
法
行
政
部
に
委
譲
す
る

内
え

υ

こ
左
が
で
き
る
。
複
数
の
ラ
ン
ト
は
、
ラ
ン
ト

の
境
界
を
越
え
て
区
裁
判
所
の
管
絡
を
合
意
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
九

O
条
〔
督
促
申
立
〕

ω
申
立
は
、
督
促
決
定
の
発
付
に
向
げ
ら

れ
、
次
の
こ
と
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。
。
。
司
四
国

o
k
v
-
u
g明
和
門
戸

n
V
H
M
W
V
O
玄
白
MMHH40広
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宮
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0
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ロ
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文
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当
事
者
、
法
定
代
理
人
及
び
訴
訟
代
理
人

の
表
示

申
立
を
す
る
裁
判
所
の
表
示

要
求
さ
れ
た
給
付
の
一
定
の
記
載
の
下
に

請
求
権
の
表
示

請
求
権
が
反
対
給
付
に
依
存
し
て
い
な
い

又
は
反
対
給
付
が
な
さ
れ
た
旨
の
陳
述

争
訟
手
続
に
つ
い
て
事
物
管
糖
を
有
し
且

申
立
の
相
手
方
の
普
通
裁
判
籍
が
あ
る
裁

判
所
の
表
示

同
申
立
書
に
は
自
著
が
必
要
で
あ
る
。

制
申
立
書
は
、
裁
判
所
が
記
録
の
機
械
処

理
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
場
合
に
は
、
機
械

で
の
み
読
み
う
る
記
録
で
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

1 3 2 4 5 

第
六
九
一
条
門
督
促
申
立
の
却
下
〕

ω
申
立
が
第
六
八
八
条
・
第
六
八
九
条
・

第
六
九

O
条
・
第
七

O
三
条
C
第
二
項
の
規
定

に
合
っ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
申
立
は
却
下
さ

れ
る
。倒

申
立
は
、
督
促
決
定
を
請
求
権
の
一
部

に
つ
い
て
の
み
発
し
え
な
い
場
合
に
も
却
下
さ

れ
る
。
却
下
前
に
申
立
人
を
審
尋
ナ
べ
き
で
あ

る。

〔M
叩
〕
な
い
し
〔
必
〕

〔
必
〕
以
下

門

mm〕

〔
円
引
〕
な
い
し
〔
必
〕

門
閉
山
〕
な
い
し
門
M
〕

門別〕

/"""¥ r-、
61 19 
I-J I-J 

門お〕
〔
却
〕

門
印
〕
な
い
し

門別〕

ゆ
却
下
に
対
し
て
不
服
を
申
し
立
て
る
こ

と
が
で
き
る
の
は
、
申
立
が
機
械
で
の
み
読
み

う
る
記
録
で
提
出
さ
れ
、
裁
判
所
が
記
録
の
機

械
処
理
が
適
切
で
な
い
と
考
え
る
と
い
う
理
由

で
却
下
さ
れ
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。

第
六
九
二
条
門
督
促
決
定
〕

ω
督
促
決
定
に
は
、
次
の
事
項
が
記
載
さ

れ
る
。

-
第
六
九
O
条
第
一
項
第
一
号
な
い
し
第
五

号
に
表
示
さ
れ
た
申
立
の
要
件

裁
判
所
は
主
張
さ
れ
た
請
求
権
が
申
立
人

に
属
す
る
か
ど
う
か
を
調
棄
し
な
か
っ
た

と
い
う
指
摘

督
促
決
定
の
送
達
後
二
週
間
内
に
、
主
張

さ
れ
た
請
求
権
が
理
由
あ
り
と
判
断
さ
れ

る
限
り
で
、
請
求
さ
れ
た
利
息
と
金
額
で

表
示
さ
れ
た
費
用
と
並
ん
で
主
張
さ
れ
た

債
務
を
支
払
う
こ
と
又
は
主
張
さ
れ
た
請

求
権
に
対
し
て
異
議
を
提
起
す
る
か
ど
う

か
且
ど
の
範
囲
で
異
議
を
提
起
す
る
か
を

裁
判
所
に
通
知
す
る
よ
う
に
と
の
催
告

督
促
決
定
に
対
応
し
た
執
行
決
定
ハ
こ
れ

に
基
づ
い
て
申
立
人
は
、
申
立
の
相
手
方

が
期
間
経
過
前
に
異
議
を
提
起
し
な
け
れ

2 3 4 

九
口
問
〕
門
町
内
〕
門
m
ゆ〕

門

mw〕

門
叩
釧
〕

門

部

〕

門
限
山
〕

門

前

〕

門師〕



5 

ば
、
強
制
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
)
を

発
す
る
可
能
性
が
あ
る
旨
の
指
摘

用
紙
が
導
入
さ
れ
た
事
例
に
つ
い
て
は
、

ど
の
区
裁
判
所
で
も
入
手
で
き
る
添
付
用

紙
に
よ
っ
て
異
議
を
提
起
す
べ
き
旨
の
指

摘異
議
に
つ
い
て
は
、
ど
の
裁
判
所
に
事
件

が
移
行
さ
れ
る
か
の
通
告
と
右
の
裁
判
所

で
管
轄
の
調
査
が
さ
れ
る
旨
の
指
摘

ω
自
暑
に
代
え
て
、
相
応
の
捺
印
で
よ
い
。

6 

第
六
九
一
-
一
条
門
督
促
決
定
の
送
達
〕

山
督
促
決
定
は
、
申
立
の
栂
手
方
に
送
達

さ
れ
る
。

同
送
達
に
よ
っ
て
期
間
が
遵
守
さ
れ
又
は

消
滅
時
効
が
中
断
す
る
場
合
に
は
、
す
ぐ
に
送

達
さ
れ
る
と
、
そ
の
効
力
は
、
督
促
決
定
の
発

付
を
求
め
る
申
立
の
提
出
又
は
申
出
の
と
き
に

生
ず
る
。

同
窪
田
記
課
は
、
申
立
人
に
督
促
決
定
の
送

達
を
通
知
す
る
。

第
六
九
四
条
〔
申
立
の
相
手
方
の
異
議
〕

ω
申
立
の
相
手
方
は
、
執
行
決
定
が
使
用

さ
れ
て
い
な
い
限
り
は
、
督
促
決
定
を
発
し
た

〔
幻
〕
門
出
〕
〔
行
〕

門前〕
〔目別〕

〔
回
〕
以
下

〔河〕
門口〕

〔
日
〕
な
い
し
〔
剖
〕

裁
判
所
に
請
求
権
に
対
し
て
又
は
請
求
権
の
一

部
に
対
し
て
異
議
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き

ヲ
心
。

噌'
ω
帥
持
吋
機
に
後
れ
た
開
異
丹
議
は
故
障
申
立
と
し

。“

て
取
り
扱
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
異
議
を
提

起
し
た
申
立
の
相
手
方
に
通
知
さ
れ
る
。

第
六
九
五
条
門
異
議
の
通
知
・
勝
本
〕

守ム裁
判
所
は
、
申
立
人
に
異
議
と
異
議
の
提
起

の
時
点
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
れ
ば
な

ヮ“

ら
な
い
。
督
促
手
続
が
機
械
処
理
さ
れ
な
い
場

合
に
は
、
市
中
立
の
相
手
方
は
、
必
要
な
数
の
臨
総

本
を
異
議
と
同
時
に
提
出
す
べ
き
で
あ
る
。

第
六
九
六
条
〔
異
議
後
の
手
続
〕

ω
適
時
に
異
議
が
提
起
さ
れ
当
事
者
が
争

訟
手
続
の
貫
徹
を
要
求
す
る
場
合
に
は
、
督
促

決
定
を
発
し
た
裁
判
所
は
、
第
六
九
二
条
第
一

項
第
一
号
に
従
っ
て
督
促
決
定
に
表
示
さ
れ

枕
裁
判
所
に
争
訟
を
職
権
で
移
行
さ
せ
る
。

そ
の
申
立
は
、
督
促
決
定
の
発
付
を
求
め
る
申

立
の
と
き
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
和
行
は
当

事
者
仰
い
通
知
さ
れ
る
が
、
不
服
申
立
は
で
き
な

い
。
争
訟
の
移
行
さ
れ
る
裁
判
所
で
の
記
録
の

受
領
に
よ
っ
て
、
争
訟
は
そ
の
裁
判
所
に
係
属

。
。
。
吋
何
回

O
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血
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第
一
文

l
門町内〕

第
二
文
|
〔
出
〕

第
一
文
|
〔
引
む
以
下

第
二
文
i
〔
行
〕
〔
即
〕

第
一
文

i
〔
叩
〕
〔
制
〕

〔
部
〕
以
下

第
二
文

l
門
出
〕
〔
部
〕

第
三
文

i
〔鴎〕

第
四
文

l
門
前
〕
門
的
〕

九



p
h
υ
 

し
た
も
の
と
着
徴
さ
れ
る
。
第
二
八
一
条
第
一
一
一

項
第
一
文
が
準
用
さ
れ
る
。

噌

A

ω
督
促
手
績
が
機
械
処
理
さ
れ
た
場
合
に

は
、
機
械
討
な
さ
れ
た
記
録
の
表
現
が
記
録
に

代
わ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
公
文
書
の
寂
拠

力
に
関
す
る
規
定
が
準
用
さ
れ
る
。

同
争
訟
事
件
は
、
異
議
の
提
起
後
直
ち
に

移
行
さ
れ
る
場
合
に
は
、
督
促
決
定
の
送
達
の

と
き
に
訴
訟
係
属
し
た
も
の
と
着
倣
さ
れ
る
。

同
争
訟
手
続
の
貫
徹
を
求
め
る
申
立
は
、

申
立
の
相
手
方
の
本
案
に
つ
い
て
の
口
頭
弁
論

の
開
始
ま
で
は
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る

0

9
u
 

取
下
は
、
書
記
課
初
一
間
前
で
調
書
に
陳
述
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
、
取
下
に
よ
っ
て
、
争
訟
事
件

は
訴
訟
係
属
し
な
か
っ
た
も
の
と
看
倣
さ
れ

る。

唱・
4

同
争
訟
を
移
行
さ
れ
た
裁
判
所
は
、
移
行

さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
管
繕
の
点
で
拘
束

。6

を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
裁
判
所
が
争
訟

を
他
の
裁
判
所
に
移
送
す
る
場
合
に
は
、
督
促

手
続
の
費
用
も
、
移
送
決
定
に
お
い
て
表
示
さ

れ
た
裁
判
所
で
生
ず
る
費
用
の
一
部
と
し
て
取

向。

り
扱
わ
れ
る
。
移
送
さ
れ
る
裁
判
所
の
専
属
管

轄
を
理
由
に
移
送
さ
れ
る
場
合
に
は
、
第
二
八

一
条
第
三
項
第
二
文
は
、
移
送
裁
判
所
で
の
手

第
五
文
l
門悶〕

門
別
〕
以
下

〔
礼
〕
口
紅
〕
〔
印
〕

〔卯〕

第
一
文

l
〔
別
〕
以
下

第
二
文

i
〔別〕

第
三
文
|
〔
捌
〕

続
に
お
い
て
生
じ
た
余
分
の
費
用
に
は
滴
周
さ

れ
な
い
。第

欣
九
七
条
〔
争
訟
手
続
の
開
始
〕

ω
争
訟
事
件
の
移
行
を
受
け
る
裁
判
所

の
書
記
課
は
、
申
立
人
に
対
し
て
、
二
週
間
内

に
申
立
人
の
請
求
権
を
訴
状
に
対
応
し
た
形
式

で
理
由
づ
け
る
こ
と
を
直
ち
に
課
さ
ね
ば
な
ら

な
い
。
知
二
七
一
条
が
準
用
さ
れ
る
。

同
遅
く
と
も
第
一
項
第
一
文
に
表
示
さ
れ

た
期
間
が
経
過
す
る
ま
で
に
請
求
理
由
書
が
提

出
さ
れ
る
と
、
裁
判
長
は
口
頭
弁
論
期
日
を
指

定
す
る
。-

E
E晶

助
申
立
の
相
手
方
に
対
し
て
請
求
理
白
書

の
送
達
と
と
も
に
最
低
二
週
間
の
応
訴
答
弁
書

提
出
期
簡
を
定
め
る
場
合
に
は
、
さ
し
あ
た
り

期
日
の
指
定
を
差
し
控
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

の

A

n

o

申
立
人
に
は
、
こ
の
こ
と
を
報
告
す
る
。
第
二
七

六
条
第
三
項
、
第
二
七
七
条
・
第
二
八
二
条
第

三
項
第
二
文
・
第
二
九
六
条
が
適
用
さ
れ
る
。

噌ム

ω
申
立
の
相
手
方
は
、
本
案
の
口
頭
弁
論

を
開
始
す
る
ま
で
は
異
議
を
取
り
下
げ
る
こ
と

が
で
き
る
が
、
彼
応
対
す
る
欠
席
判
決
の
発
付

後
は
で
き
な
い
。
取
下
は
書
記
課
の
調
書
に
陳

述
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

九
四〔

悶
〕
な
い
し
〔
悶
〕

〔瑚〕
〔瑚〕

〔邸〕



同
第
三
二
ニ
条
b
第
二
項
・
第
一
一
二
七
条

第
四
項
に
よ
る
簡
略
化
形
式
の
判
決
を
作
成
す

る
た
め
に
は
、
訴
状
に
代
社
て
督
促
決
定
を
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
督
促
手
続
が
機
械
処

理
さ
れ
た
場
合
に
は
、
機
械
で
な
さ
れ
た
記
録

の
表
現
が
訴
状
に
代
わ
る
。

第
六
九
八
条
〔
悶
-
裁
判
所
へ
の
事
件
の

移
行
〕

手
続
の
移
行
に
関
す
る
規
定
は
、
督
促
手
続

及
び
争
訟
手
続
が
同
一
の
裁
判
所
で
貫
徹
さ
れ

る
場
合
に
準
用
さ
れ
る
。

第
坑
九
九
条
〔
執
行
決
定
〕

山
督
促
決
定
に
基
づ
い
て
裁
判
所
は
、
申

立
の
相
手
方
が
適
時
に
呉
議
を
提
起
し
な
か
っ

た
場
玲
に
は
、
申
立
に
よ
り
執
行
決
定
を
発
す

る
。
そ
の
申
立
は
異
議
期
間
の
経
過
前
に
は
で

き
な
い
の
で
あ
り
、
督
促
決
定
に
基
づ
い
て
支

払
が
な
さ
れ
た
か
ど
う
か
及
び
ど
の
支
払
が
な

さ
れ
た
か
の
陳
述
を
含
ま
ね
ば
な
ら
ず
、
第
六

九一

O
条
第
三
項
が
準
用
さ
れ
る
。

同
督
促
手
続
が
機
械
で
処
理
さ
れ
な
い
限

り
、
執
行
決
定
は
督
促
決
定
に
基
づ
く
こ
と
が

で
き
る
。

門町〕

〔出〕

旬ム

同
執
行
決
定
に
は
、
そ
れ
ま
で
に
発
生
し

っ“

た
手
続
の
費
用
が
掲
載
さ
れ
る
。
申
立
人
は
、

督
促
手
続
が
機
械
で
処
理
さ
れ
な
い
場
合
に
の

み
費
用
た
算
出
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
他
の

場
合
に
ほ
機
械
計
算
に
必
要
な
記
載
で
よ
い
。

叫
執
行
決
定
は
申
立
の
相
手
方
に
職
権
で

送
達
さ
れ
る
。

hw立
人
が
当
事
者
送
達
の
た
め

に
自
己
へ
の
引
渡
を
要
求
す
る
場
合
又
は
申
立

人
が
織
権
送
達
の
費
用
を
支
払
わ
な
か
っ
た
場

合
に
は
、
融
制
権
送
達
さ
れ
な
い
。
日
い
れ
ら
の
場

合
に
は
執
行
決
定
は
送
遠
の
た
め
申
立
人
に
交

付
さ
れ
、
裁
判
mm
の
書
記
認
は
こ
の
送
達
を
取

り
次
が
な
い
。
督
促
手
続
に
関
係
し
た
裁
判
所

が
公
一
部
送
達
を
許
可
す
る
場
合
に
は
、
執
行
決

定
は
、
第
六
九
一
一
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
り
目
鵬
首

促
決
定
に
表
示
さ
れ
た
裁
判
所
の
裁
判
所
掲
示

板
に
貼
ら
れ
る
。

第
七

O
O条
門
執
行
決
定
の
効
力
。
故
障

申
立
〕

ω
執
行
決
定
は
、
仮
執
行
宣
言
付
欠
席
判

決
と
同
等
で
あ
る
。

出
争
訟
事
件
は
、
督
促
決
定
の
送
達
に
よ

っ
て
訴
訟
係
属
し
た
も
の
と
表
飲
さ
れ
る
。

同
故
障
申
立
が
な
さ
れ
る
と
、
執
行
決

。oc話
回
c
w
y
u
g
m
o門
戸
山
口
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5
芯・

第
一
文

l
〔
幻
〕
以
下
、

門
川
四
〕
門
出
〕

第
二
文
前
段
!
門
間
〕

〔幻〕

第
二
文
後
段
|
門
町
〕

〔出〕

第
一
文
!
〔
問
〕

第
一
一
文
前
段
|
〔
悶
〕

第
二
文
後
段

i
門出〕

第
一
文
l
〔
何
〕
門
別
〕

第
二
文

i
〔
何
〕
〔
瑚
〕

第
三
文

i
〔邸〕

第
四
文
i
〔山山〕

〔
山
〕
な
い
し
〔
出
〕

〔紅〕

第
一
文

i
〔出〕

九
五



定
を
発
し
た
裁
判
所
は
、
第
六
九
二
条
第
一
項

第
一
号
に
よ
っ
て
督
促
決
定
に
表
示
さ
れ
た
裁

判
所
に
職
権
で
争
訟
を
移
行
す
る
。
知
六
九
六

条
第
一
項
第
三
文
な
い
し
第
五
文
・
二
官
官
、
第
六

九
六
条
第
一
項
な
い
し
四
項
、
六
九
八
条
は
準

用
さ
れ
る
が
、
第
三
四

O
条
第
三
項
は
適
用
さ

。。

れ
な
い
。
故
障
申
立
は
、
欠
席
判
決
に
つ
い
て
の

第
三
三
一
条
第
一
項
・
第
二
項
前
段
の
要
件
が

存
す
る
限
り
に
お
い
て
の
み
、
第
三
四
五
条
に

よ
っ
て
却
下
さ
れ
、
執
行
決
定
は
、
そ
の
要
件
が

苓
し
な
い
限
り
に
お
い
て
、
取
り
消
さ
れ
る
。

第
七

O
-
条
〔
督
促
決
定
の
失
効
〕

異
議
が
提
起
さ
れ
ず
、
申
立
人
が
督
促
決
定

の
送
達
に
よ
っ
て
始
ま
る
六
ヶ
月
内
に
執
行
決

定
の
発
付
を
求
め
な
い
場
合
に
は
、
督
促
決
定

の
ふ

は
失
効
す
る
。
執
行
決
定
は
適
時
に
要
求
さ
れ

た
が
、
そ
の
申
立
が
却
下
さ
れ
た
場
合
も
同
様

で
あ
る
。
。

第
七

O
ニ
条
門
特
別
の
手
続
の
規
定
〕

唱ム

ω
督
促
手
続
に
お
い
て
は
、
申
立
及
び
陳

述
は
、
書
記
課
の
-
証
書
官
の
面
前
で
な
す
こ
と

の
ん

が
で
き
る
。
用
紙
が
導
入
さ
れ
た
範
聞
で
、
そ

の
用
紙
に
記
載
さ
れ
、
証
書
官
は
、
裁
判
所
及

第
二
文
i
門
出
〕
〔
町
〕

第
一
文

l
門犯〕

第
二
文

l
〔捌〕

〔詑〕〔叩山〕門

η
〕門出〕

び
日
付
を
記
載
し
た
上
で
、
申
立
又
は
陳
述
を

ハペ
υ

受
理
し
た
回
日
を
書
き
留
め
る
。
用
紙
が
導
入
さ

れ
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
督
促
手
続
を
管
轄
す

る
裁
判
所
に
お
け
る
餐
促
決
定
又
は
執
行
決
定

の
発
付
を
求
め
る
申
立
に
つ
い
て
は
、
調
書
の

受
理
は
必
要
で
な
い
。

ω
叔
目
促
決
定
又
は
執
行
決
定
の
発
付
を
求

め
る
申
立
は
、
申
立
の
相
手
方
に
通
知
さ
れ
な

第
七

O
一
-
一
条
〔
代
理
権
の
証
明
不
要
〕

督
促
手
続
に
灼
い
て
は
、
代
理
権
の
証
明
は

不
要
で
あ
る
。
代
理
人
と
し
て
申
立
を
提
出
し

又
は
法
的
救
済
手
段
を
提
起
す
る
者
は
、
自
己

の
合
法
的
な
授
権
を
保
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

第
七

0
2一条
a
門
証
書
・
手
形
及
び
小
切

手
督
促
手
続
〕

ω
申
立
人
の
山
中
立
が
証
書
督
促
決
定
、
手

形
督
促
決
定
又
は
小
切
手
紙
回
促
決
定
の
発
付
に

向
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
督
促
決
定
は
、

証
書
督
促
決
定
、
手
形
督
促
決
定
又
は
小
切
手

督
促
決
定
と
表
示
さ
れ
る
。

宅ム

仰
証
書
督
促
手
続
、
手
形
督
促
手
続
及
び

九

〔叩叩〕

〔
目
別
〕

門的
ω
〕
門
必
〕
〔
日
〕
〔
叩
印
〕

以
下

門一叫〕

〔

悶

〕



小
切
手
督
促
手
続
に
つ
い
て
は
、
次
の
特
別
が

適
用
さ
れ
る
。

-
証
書
督
促
決
定
、
手
形
督
促
決
定
又
は
小

切
手
督
促
決
定
と
し
て
の
表
示
は
、
適
時

に
異
議
が
提
起
さ
れ
る
と
争
訟
事
件
が
-
証

書
訴
訟
、
手
形
訴
訟
又
は
小
切
手
訴
訟
に

係
属
す
る
、
と
い
う
効
力
を
有
す
る
。

証
書
は
、
督
促
決
定
の
発
付
を
求
め
る
申

立
及
び
督
促
決
定
に
表
示
す
べ
き
で
あ

る
。
事
件
を
争
訟
裁
判
所
に
移
行
す
べ
き

場
合
に
は
、
請
求
理
白
書
の
原
本
又
は
謄

本
に
証
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

督
促
手
続
に
お
い
て
は
、
選
択
さ
れ
た
訴

訟
態
様
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
調
査
し

:
、
。

ふト
H
B
h
v

異
議
が
被
告
と
し
て
の
権
利
の
陳
述
を
留

保
す
る
申
立
に
限
定
し
て
い
る
場
合
に

は
、
執
桁
決
定
は
、
こ
の
留
保
付
で
な
さ

れ
る
。
そ
の
後
の
手
続
に
は
、
第
六

0
0

条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

2 3 4 

第
七
O
一
一
一
条
b
〔
機
械
処
理
の
た
め
の
特

則
。
手
続
経
過
計
画
〕

機
械
処
理
の
場
合
に
は
、
決
定
、
処
分

(1) 

〔問〕

第
一
文
i
〔出〕

第
二
文
i
〔間〕

〔

国

〕
門出〕

〔即〕

及
び
正
本
に
は
裁
判
所
印
が
押
さ
れ
、
署
名
の

必
要
は
な
い
。

ω
連
邦
司
法
大
臣
は
、
督
促
手
続
の
統
一

的
な
機
械
処
理
に
必
要
な
範
闘
で
、
連
邦
参
議

院
の
同
意
を
得
て
法
規
命
令
に
よ
り
手
続
経
過

を
規
整
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
〈
手
続

経
過
計
画
〉
。

第
七

O
一二条
C

〔
用
紙
。
機
械
処
理
の
導

ー

入

〕

ω
連
邦
司
法
大
医
は
、
督
促
手
続
の
簡
素

化
の
た
め
に
連
邦
参
議
院
の
向
意
を
得
て
法
規

命
令
に
よ
り
銅
紙
を
導
入
す
る
権
限
を
与
え
ら

れ
て
い
る
。
次
の
手
続
、
す
な
わ
ち
、

-
手
続
を
機
械
処
理
す
る
裁
判
所
で
の
督
促

手
続
、

手
続
を
機
械
処
理
し
な
い
裁
判
所
で
の
督

促
手
続
、

督
促
決
定
を
外
国
に
お
い
て
送
達
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
督
促
手
続
、

一
九
五
九
年
八
月
一
一
一
日
の
北
大
西
洋
条
約

機
構
所
属
寧
隊
の
地
位
に
つ
い
て
の
付
属

協
定
三
二
条
〈
連
邦
法
律
官
報
一
九
六
一

年
度
第
二
部
一
一
八
一
一
一
一
良
・
三
二
八

頁
〉
に
よ
り
督
促
決
定
を
送
達
し
な
け
れ

2 3 4 

。g諸
国
O

】

n
y
ロ
曲
師
関
町
刊
日

n
Z
H
R
Z
w
呂田町
g
4
0】
み
忠
良
町
ロ
回
目

n
v
a
o吋
〈
白

g
g
p
n
vロ
ロ
明
白

HH040回目。‘

Ea-

〔

邸

〕

〔

7
〕

〔
即
〕
以
下

〔
刊
日
以
下

〔
叩
山
〕

〔刊日〕

九
七



ば
な
ら
な
い
督
促
手
続

に
つ
い
て
は
、
異
な
る
用
紙
を
導
入
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

同
第
一
夜
に
よ
り
当
事
者
の
申
立
及
び
陳

述
用
の
用
紙
が
導
入
さ
れ
た
限
り
に
お
い
て

は
、
当
事
者
は
そ
れ
ら
の
用
紙
を
使
用
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

ω
ラ
ン
ト
政
府
は
、
区
裁
判
所
で
督
促
手

続
の
機
械
処
理
を
導
入
す
る
時
点
を
法
規
命
令

に
よ
っ
て
定
め
、
法
規
命
令
に
よ
っ
て
ラ
ン
ト

司
法
行
政
部
に
権
限
を
委
譲
す
る
こ
と
が
で
き

る。

第
七

O
三
条
d

〔
内
聞
に
普
通
裁
判
籍
を

有
し
な
い
申
立
の
相
手

方〕

ω
山
中
立
の
相
手
方
が
内
国
に
普
遜
裁
判
籍

を
有
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
以
下
の
特
則
が

適
用
さ
れ
る
。

4
i
 

ω
複
数
の
区
裁
判
所
が
第
一
審
の
事
物
管

轄
を
無
条
件
に
有
す
る
場
合
に
は
、
争
訟
手
続

に
つ
い
て
管
轄
す
る
で
あ
ろ
う
区
裁
判
所
が
、

n
A
 

督
促
手
続
に
つ
い
て
管
轄
す
る
。
第
六
八
九
条

第
三
項
を
準
用
す
る
。

同

第

六

九

O
条
第
一
項
第
五
号
は
、
争
訟

〔

刊

日

〕

口

出

〕

〔

mm〕

〔

出

〕

〔

お

〕

〔

叩

出

〕

第
一
文
l
門

部

〕

第
二
文

i
〔

叫

〕

〔

日

〕

〔

部

〕

手
続
に
つ
い
て
土
地
管
緩
及
び
本
物
管
轄
を
有

す
る
裁
判
所
と
読
み
替
え
る
。

九
j¥ 



付

録

2 

督
促
手
続
の
た
め
の
用
紙
導
入
の
命
令

l
l
一
九
七
七
年
五
月
六
日
〈
連
邦
法
律
官
報
第
一
部
六
九
三
一
一
良
〉

一
九
七
六
年
二
一
月
三
日
の
簡
素
化
法
第
一
条
第
九
五
号
〈
連
邦
法
律

官
報
第
一
部
三
二
八
一
一
員
〉
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
、
連
邦
法
律
官
報
第

三
部
分
類
番
号
三
一

O
の
四
に
掲
載
の
問
題
解
決
の
窓
味
に
お
け
る
民
事

訴
訟
法
第
七

O
一一一条

c
第
一
項
第
一
文
及
び
第
二
文
第
二
号
に
基
づ
い

て
、
連
邦
参
議
院
の
同
意
を
得
て
以
下
の
通
り
命
令
す
る
。

第
一
条
非
機
械
処
理
の
た
め
の
用
紙

噌ム

川
W

手
続
を
機
械
で
処
理
し
な
い
裁
判
所
で
の
替
促
手
続
に
つ
い
て

+点、、，.-

付
属
議
百
式
l

ハ〉ロ日開問。

c

決
定
用
の
用
紙
、

2

付
属
書
式
2

(
〉回日開
m
o
N
)

合
導
入
す
る
。

の，
U督

促
決
定
を
、
外
国
に
お
い
て
又
は
一
九
五
九
年
八
月
三
日
の
北
大
西

準
条
約
機
構
所
属
軍
隊
の
地
位
に
つ
い
て
の
付
属
協
定
第
一
一
一
一
一
条
(
連
邦

法
律
官
報
第
二
部
一
一
八
三
頁
・
一
一
二
八
頁
〉
に
従
っ
て
送
達
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
督
促
手
続
に
つ
い
て
は
異
な
る
。

問
山
山
属
書
式
1
に
定
め
ら
れ
た
用
紙
は
、
ド
イ
ツ
ヱ
業
規
格
K
F

品
の

のよ“

複
写
セ
ッ
ト
と
し
て
完
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
紙
の
重
さ
は
、
少
な
く

に
定
め
ら
れ
た
督
促
決
定
及
び
執
行

に
定
め
ら
れ
た
異
議
用
の
用
紙

向。

と
も
き
問
¥
え
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
第
一
棄
に
つ
い
て
は
淡
緑
色
(
ド

イ
ツ
工
業
規
格
一
九
一
一
一

O
O〉
、
第
三
葉
に
つ
い
て
は
淡
黄
色
ハ
ド
イ
ツ

工
業
規
格
一
九
三

O
O
)
の
紙
、
そ
の
他
の
棄
に
つ
い
て
は
白
色
の
紙
を

一aaτ

使
用
す
べ
き
で
あ
る
。
複
写
方
法
は
、
コ
ピ
ー
の
判
読
が
保
証
さ
れ
る
よ

Fhυ 

う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
複
写
セ
ヅ
ト
か
ら
離
れ
て
い
な
い
複
写
方

法
ハ
自
動
複
写
紙
)
は
、
用
紙
を
裁
判
所
に
郵
送
し
な
い
場
合
又
は
郵
送

中
の
印
刷
に
対
し
て
十
分
包
装
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
保
護
す
る
場

6
 

A
口
に
は
、
使
用
し
て
も
よ
い
。
複
写
方
法
の
た
め
に
支
持
薬
に
用
意
さ
れ

た
剥
ぎ
取
り
線
の
な
い
複
写
セ
ッ
ト
の
完
成
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

間
以
下
の
場
合
に
は
、
付
属
書
式
l
に
定
め
ら
れ
て
い
る
用
紙
と
異

な
っ
て
い
て
も
許
さ
れ
る
。

-
使
用
者
は
、
前
葉
、
前
葉
に
関
す
る
第
一
葉
上
の
番
号
、
送
達
報
告

替
の
最
後
の
記
載
上
の
指
摘
の
指
摘
、
こ
の
記
載
上
の
指
摘
に
関
す

る
第
三
葉
表
面
上
の
番
号
及
び
、
棄
の
裏
面
上
の
記
載
指
摘
が
な
い

用
紙
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

法
定
代
理
人
の
表
示
用
の
枠
を
埋
め
て
い
な
い
使
用
者
は
、
第
一
葉

な
い
し
第
五
菜
の
裏
面
に
法
定
代
理
人
を
表
示
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
、
第
一
葉
な
い
し
第
玄
葉
の
表
面
に
相
応

の
指
摘
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者
は
、
所
定
の
区
分
に
記
載
す
る
の
が
合
目
的
的
で
な
く
、
異

な
る
区
分
に
よ
っ
て
も
用
紙
の
理
解
の
妨
げ
と
な
ら
な
い
場
合
に

は
、
所
定
の
区
分
と
異
な
っ
て
、
第
一
葉
な
い
し
第
五
葉
に
、
第
一

葉
の
一
二
番
な
い
し
七
番
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
た
も
の
を
完
成
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。

前
葉
及
び
第
三
葉
裏
面
に
挙
げ
ら
れ
た
手
数
料
及
び
立
替
費
用
の
変

2 3 4 

。E
C円
偶
阿
向
。

-
n
y
U
P国
的
自
己

n
v
E
n
v
o
宮田岬
5
4由
民
胆
M
M
同
町
出
回
目

nvanw吋
〈
白
吋
白
山
民
営
何
回
出
口
問

8
0
4
0
H
H
p
g
Jぉ・

九
九



8 

更
は
、
本
命
令
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
、
制
問
酌
す
る
こ
と
が
で
き

る。

同
付
属
書
式
2
に
定
め
ら
れ
た
用
紙
は
、
淡
紅
色
の
紙
に
、
第
一
葉

及
び
第
二
葉
が
折
り
目
を
付
け
た
も
の
で
あ
り
又
は
接
着
剤
に
よ
っ
て
相

互
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
風
に
し
て
完
成
す
べ
き
で
あ
る
。

第
=
条
ベ
ル
リ
ン
条
項

本
命
令
は
、
簡
素
化
法
第
一
一
条
と
結
び
付
い
た
第
一
一
一
移
行
法
第
一
四

条
に
よ
り
、
ベ
ル
リ
ン
で
も
適
用
さ
れ
る
。

第
三
条
施
行

本
命
令
は
、
一
九
七
七
年
七
月
-
日
か
ら
施
行
す
る
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Ruckseite Blal! 5 

Hinweise des Gerichts 

Zahlungen I Einlegung des Einspruchs 

I.Gegen den VoUstreckungsbescheid kanr、innerhalbeiner 
Zahtungen・91e凶 gultig，曲 siedゅ Hauptrord凹~g. die I 'Frlst -~o吋 zweÎ Wochen， die mit dei' ZusぬJll.Ingdes 
諮問問。derdie Kosten betreffen -sind n u r副 denA柑 '9.18es出eidsbeginnt. Einspruch eingele引 we由 n.Der 
s誠臨t匂elle町r日叩zu山z口r帥ト

15e創it計ige聞n官包esche凶 e町rlas詰se町聞n、hat， und mus schriftlich 
D時 Ge制、tkann Ihre Zahlung nicht 句tgegennehmen.I ei吋.1句 twerden oder vor dem U山 ndsbeamtcnder Ge-

I $chaftssteUe eines Amtsgerichts er陥 rtwerden. Wird der 
Zah!en Sie an den Ant明 steHerunmit!剖baro~er. auf da~ I Einspruch vor dem U山 ndsbeamlender Ge田 haftsste!le
von ihm bezeich問 teKonto: falls Sie von dem GerichtsvoU" I eines ande問 nals des umse拘 bezeichnelenArnt時 erichts
zieher由国剖fgef町'dertwerden， zu dessen Handon. I erk!art， $0 beachlell $Ie凶 te，das die von dem Urkunds. 

beamtenaufgenommelle Erk!afung innerhalbder E;nspruchs~ 
frist bei dem umseilig bezeIcれnelenAmtsgericht cingchen 

Zahlur明 aufschub. Ratenzahlung t ~uß: 
I Danach l1aben S1e， wenn Einwendu内gengegen den Anspruch 
1 b.s拘hen.auch jctzt noch Ge!egcnhcJI， sich gegen diescn 

Zahtungsunfahigk.eit befreit nicht von derVerpf!icl1lung、 .~in~ I ;~;W~h~' z~-;~t目凡
• Schuld zu bezahlen. Oer E i n s p r u c h gegen diesen Voll. I 
slre山 ngsbescheid(s. 由 zudie Hinwe叫 in der 開 chte叩nI ~!，1I陶t随e開n刊5;泌e“d聞 An問sp'悶u出凶'陀c出h可ni比chtb加es討t陪叫畑 k陥on叩，

5p問阿a剖1叫 k同a聞nn司田 Ib出s託td由annn附t応chtauf Zahl刷d印u聞n時gs叩u叫』

s以t山凸以t凶z或twer凶de開n刊.w.朋nndiese auf K肋r.叩nk陥he吋it.Erwerbslosigkeit I Machen Sle daher von dcm Einspruch nur Gcbrauch. wen向。deranderen Notlagen beruht. I Sie gfauben， nichl oder noch nichl zur Zahlung verpflichlet 
I zuse叫凶旬、vennSic durch Ihr Verhalten nicht VeranJassung 

Zahlungsaufschub oderRatenzahlung kann n町 derAntrag. I zu由 manha司伊nMahm即 fahrengegeben haben. 

stel1er bewilligen. f Holen Sie noUgenfalls umgehend den Rat eines R回 hts・
I anW剖tsoder einer sonstigen zur Rechtsberatung befugten 

W剖 nSie dl~ .Zah!ung zur Zeit nicht voll aufbringen ~ön問n， I Person oder Slelle ein. bevor SI同edenE巴Jn陪，布5叩pruc凶h、eω，n凶n川1.昭ge開n.
e師mp向，f1加2俗叫凶e曲h制附1向t同凶e帥s日s剖ich白m耐 Id血emAn附'9針向制州.1凶11加!

bev州。011加πm耐、鳩蹴acht唱刷帆t怜e帥nz却u山v叩e町r向"han吋de帥Ir加n凡1.Ve向 n吋dlun叩ng.開n叶巾f拍附U凶h耐"隅r陪剛e聞n.凶rげfah.1wol!en. konnim Sie den Einspruch auf diescn Tcit be 地
~u~gsge.m?ß haufig zum Erfolg. wenn eineTeiJzahhmg.ange.' I sch.ran k.en. In dioscm FaJi. empf帥 It同 sich，PCf1 Jeit 
bolen wird. r des Anspruchs， d開 Siebeslreiten wollcn， nach dem Teil. 

I betrag der Hauptforderung und den Nebcnforderungen (Z1n' 
Das erkennende Gericht kann Ihnen keir惚nZahlungsauf" I sen， vorgericht!iche Kosten， Koslc、desVerfahrens) in der 
schub und keine Ratenzahlung bewillisen・ 1.Einspruchsschrift gcnau zu bczcトchncn.
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Ruckseite Blatt 2 

Hinweise des Gerichts 

Zahlungen Erhebung des Widerspruchs 

Falls E川附'cndungengegen den Anspruch beSlehe町長onnen
Zah!凶 gentlufgrund dcs Mahnbeschoids -gleichgullig， ob I Sie sI.ch ~e~eR di田開 zurWehr serzen， indem $ie Wider-
sie dl[lHauptlorderung，dieZinsenoderdieKosten betruflcn _ I spruch erheben. 
sInd n u r an dcn Anlragste![cr zu richtcf'l. 1 Sollten Sie d曾nAnspruch nicht beslrei胞内 konnen，ist ein 

I Widersprucnzwecklos und verursachllhnen weitere Koslen. 

Das Gericht加 nnIhre Zah!ung nicht entgegennehm聞 IWidcrsprechen Sie dem Anspruch daher nu凡wonRSie 
I glaubcn， nic~t oder noch nicht ZUf Zahlung verpfiichtet zu 
I sein. oder wenn Sie durch !hr Ve巾a!tennicht Ve問 nfassung

Zahkn Sie an de:n An!悶司5!eHcrunmittelbar oder ouf das von I 
ihm bClcichne!c Kon!o・ i 出 d由e叩mはa肌n陥n咽g'喝ge帥a川M崎曲耐帥a討由hn附、

"。剖lenSi泊en出f泊ge聞nf，幅alfsumgehe町ndden Ra誠tein問esRe配chl拍s.
anwal悦tsode釘reln同、鳩e前rson陥sl討igen%ur Rech波tsbe軒r悶a叫tungbef如'ugt.同en
p拘3砲.r団'$Ol1od出er団51凶創[Jeei偽be官官Sie-d聞 Wid町'Sprucherl官b開・

Zal可lungsaufschub，Ratenzahlung t Der Widersprucb son mit einem Vordruck dl町 beigefu瞬間

! Artethoben明r.den.Oer Vordruck ist bei jeden叫 mtsgericht
I erhaltlich und wird dort. wenn Sio es wunschen. auch aus" 

ZahTungs.tmmhi刷gが酢k‘叫o白2出叶』点tbefre山?注1n附5悶chllfondl1r VO即町町fη中p凶3吋淵引枇fI川仇licωchl知"吋』

Sc出h加"加叫もul耐3β刷ld之却ub回e担 hlc叩Iη1.E柄 Wldcrspr川tlG凶hk加tαωa問<on川nn、s剖制eωlb凶s針1d山a叩nn川3川1:-'-:":. . 
nichl auf Zahlungsunfahigl附 t伊 sli.llztwe-山n.附 nndi~~~ I ~~，刷、加叫 der Widerspruch剖 dasAmtsgericht， das 
auf Krankhcit， E附 3血 10珂 keilodcr anderen Nullogen be・ I~聞包即日拘en Mahnbescheid erla時 enhat，nichtand曲
目hl. ...._... _.....-_... ， .•• .... ---.• • ....，..... I G副品t， v.ord町 dasstreltige Veriabren durchzufuhren臥

I Macht der Ant日 gs!elterden AnEpruch gegen mehre同 An.
jt明暗司n町(乙 8.ge時90肌nE白he針出l抱e削u叫t叫a叫)9伊el加1恰e朗n柑dund 明。ω"均刷e開η 

:z.由耐hlu凹J川'"、肝抑a卸叫ufs止と凶h、旧叫u必6。凶de町，R制a誠!en旧zah刷lu叩ngk拍annn問附u町'rd血e川 n附t，叶 iド8蜘§衛嗣加『町m剛官n叫'叫刈叫山耐tI凶臨脚Ii恥脳i厄凶ch加3官叫eA加n叫tν同F
s拘t惚;eUerbe剛lIi~en. . 1いn削u町re帥i治伶 νb。油uc:kfLl凶u山， d帥c凹nWi.肋蜘d由耐e肘r叩 叩c出hbe凹n川川川』此1"抗れtい、wν州，;

IVo町rd，即vckmυsd出‘叩nJ戸edochvοoallen An川、刈l'問agsgegncrnoder 

W刊川n$悶icdi陪cZahlu山吋'9れ山JrZ。時3投tnichtlJ叩凶叫。d叫nau凶?伽削耐bri吋 cnk制蜘<1:め伽o加i治nnc刷n，.1ドvondo間mgerncm回 me叩nP町 e抽 e剖v刊。ωII加m耐a泊紬c出h叩叩叫lμz.巳只町h民
州ρ凶訂h恥川e山州州み巾付h同同lJ e回s 引肌ch.m耐i捻tdcm 削州t悶吋9S凶"凶町e，悶mP肝f悶。田;~ii: Iいanw陥a副II叫:叶}叩川守e附 h耐口曲削w叫叩

凶v州ωIma出chU均叩目引le叩n，刊リ v刊e向 ndc!n.Vcrhandl叩gen.}~~t~~ ur-J We加国 Verfahrennach Widersp四CIt
fahrungsgcmas nauhg 2um E.rfolg'，wenn.cine Tcilz.ahlung 1.... _ ....._. 
angcb山 nWI品 I ~~:L<?C;~~h~._~~s _，~~n _~~~.~~~~氾he旭町la時間 hat， gibt cfie 

I Sache im Fal1e des recntzeitigen Widers伊uchserst tur 
I Durchf出 rungdes streitigenVerfahrens ab， wennder Anttag' 

Das erkel"lnende G町ichtkann Ihnen keinen Zah'ung$auf~ I slel!cr eincn weite阻叶<ostenvorschusgezat悦 hat.Es ergeht 
schub und keine Ratenzahtung bewilligen. I dann のochcIrte besonderc Nachricht ubet die Abgabc. 
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3. Gerichtskostengesetz 

Anlage 2 (zu $11 Abs. 2) 

一
一
四

Tahelle 

Die Gebuhr hetragt bei Gegenstanden im可Vert

bis zu 300 Deutsme Mark einsmlieslich 15 Deutsme Mark 
bis zu 400 Deutsme Mark einsmlieslich 19 Deu凶meMark
bis zu 500 Deutsme Mark einsmlieslich 23 Deutsme Mark 
bis zu 600 Deutsche Mark einsゐ1ieslich 27 Deutsche Mark 
bis zu 700 Deutsche Mark einschlieslich 30 Deutsme Mark 
biszu 8∞Deutsche Mark einsmlieslich 33 Deutsme Mark 
もおzu 9∞Deutsche Mark einsmlieslich 36 Deutsme Mark 
bis zu 1 000 DeutsゐeMark einsmlieslieh 39 Deutsme Mark 
bis zu 1100 Deutsme Mark einsmlieslich 42 Deutsme Mark 
bis zu 1200 Deutsme Mark einscl11ieslieh 45 Deutsme Mark 
bis zu 1 300 Deutsme Mark einsmlies1ich 48 Deutsme Mark 
bis zu 1400 Deutsme Mark eins剖ieslieh 51 Deu筒meMark
bis却 1500 Deutsme Mark einsmIies1ich 54 Deutsme Mark 
biszu 16∞DeuぉmeMark einsゐlieslich 57DeursmeMark 
bis zu 1700 Deutsme Markeinsmlieslich 60 Deutsd!e Mark 
bis zu 1 800 Deutsme Mark einsmlieslich 62 Deutsche Mark 
bis zu 1 900 Deutsme Mark einsmlieslieh 64 Deutsme ~ark 
bis zu 2000 Deutsme Mark einsmlieslieh 66 Deutsme Mark 
bis zu 2300 Deutsme Mark einsmlieslich 71 Deutsche Mark 
bis zu 2 600 Deutsme Marl王einsmlieslich 76 Deutsme Mark 
bis zu 2 900 Deutsme M:品rkeinsmlieslich 81 Deutsme Mark 
bis zu 3200 Deutsme Mark einsmlieslieh 86 Deutsme Mark 
bis zu 3 500 Deutsme Mark einsmlieslich 91 DeuFSwe Mark 
bis zu 3 800 Deutsche Mark einsmlieslidt 96 Deutsme Mark 
biszu‘ 41∞Deutsme Mark einschlieslich 101 Deutsme Mark 
bis zu 4 400 Deutsme Mark einschlieslim 106 Deutsme Mark 
bis zu 4700 Deutsme Mark einsmlieslich 111 Deutsme Mark 
bis zu 5000 Deutsme Mark einsmlieslich 116 Deutsme Mark 
bisz証 5400Deutsme Mark einsmlieslich 122 Deutsme Mark 
bis zu 5 800 Deutsme Mark einsmlieslich 128 Deutsme Mark 
bis zu 6200 Deutsme Mark einsmlieslich 134 Deutsme Mark 
bis zu 6 600 Deutscl1e Mark einsmlieslich 140 Deutsme Mark 
bis zu 7000 Deutsme M乱rkeinsぬIieslich146 Deutsme M立rk
bis zu 7400 Deu悶ぬeMark einschlieslich 152 Deutsme Mark 
bis zu 7800 Deutsme Mark einsmlieslich. 157 Deutsme Mark 
bis zu 8200 Deutsme Mark einsmlieslicl1 162 Deutsme Mark 
bis zu 8 600 Deutsme Mark einsmlieslich 167 Deutsme Mark 
bis zu 9 000 Deutsme Mark einsmlieslidt 172 Deutsme Mark 
bis zu 9 500 Deutsme Mark einsmlieslich 177 Deu筒meMark
bis zu 10000 Deutsme Mark einsmlieslich 182 Deutsme Mark 



von dem Mehrbetrag bis ~OO 000 Deutsc:he Mark fur je 1000 Deutsc:he Mark 
g7Deu吋 eMark，

von dem Mehrbetrag bis 1 Million Deutsc:het Mark fur je 2 000 Deutsme Mark 
oi1 12D印 tscheMark，
回vondem Mehrbetrag uber 1 Mil1ion Deutsche Mark fur-je 5 000 Deutsc:he Mark 
5" 15 Deutsche Mark. 
P' Werte包ber10000 Deutsc:he Mark sind auf voIIe 1 000 脱 出 品 Mark，Werte 
t7 uber 100 000 Deuts恥 Marksind auE volIe 2000 Deutsche Mark， Werte uber 
Z1Millioゆ開吋.eMark出 dauf volle 5. 000 D印吋eMark aufzurunden. 
(1) 
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4. 8undesgebuhrenordnung fur Rechtsanwalte 

Anlage (zu 511) 

γ'abelle 

Die可。11cGchuhr bmagt bei clucm Gcg号nst江nJsWCl't

bis 200 Dcutschc Mark 10 Dcutschc lvhrk 
bis 300 Dcutsche M立rk 30 Deutschc Mark 
his 500 Deutsche M釘k 40 Deutschc Mark 
bis 700 Dcutschc Mark 50 Deutschc Mark 
bis ヲ∞ DcutschcMark 60 Dcutsche MarIζ 

bis 1200 Dcutschc Mark 74 Dcutschc 1hrk 
bis 1 600 Dcutschc Mark 92 Deursche Mark 
bis 2000 Dcutschc Mark 110 Dcutschc Mark 
bis 24∞Dcursch巴Mark 128 Dcurschc Mark 
bis 2800 Deutschc Mark 146 Deutsche Mark 
bis 3 200 Dcutschc Mark 164 Deutsche Mark 
bis 3 600 Dcurschc Mark 182 Dcutsche Mark 
bis 4 000 Dcutsche Mark 200 Dcutsche M立.rk
bis 4400 Deutschc Mark 218 Dcutschc Mark 
bis 4800 Dcursche Mark 236 Dcutschc Mark 
bis 5 200 Deutsche M立rk 254 Dcutschc Mark 
his 5 600 Dcutsche Mark 272 Dcutsch" Mark 
bis 6400 Dcutschc Mark 308 Dcutschc Mark 
bis 72DO Dcutschc Mark 344 DClltschc Mark 
bis 8∞o Dcutschc ~hrk 380 DClltschc Mark 
bis 9000 DClltschc Mark 425 DClltschc Mark 
bis 10000 DClltsche 11訂 k 470 Dc¥ttschc 1vhrk 
bis 12000 DClltsche Mark 530 Dcutsche Mark 
bis 14 000 Dcutschc Mark 590 Dcutsche Mぽ k
bis 16000 Dcutsche Mark 650 Deutsche M立rk
るis 18000 Delltschc Mark 710 Dcutsche Mark 
bis 20000 Deutsche Mark 770 Deutsche Mark 
his 25 000 Dcutschc Mark 830 Dcutsche Mark 
bis 30000 Dcutschc Mark 890 Dcutsche M立rk
bis 35000 Dcutsche Mark 950 D四 tscheMark
bis 40 000 Dcutsche M立rk1 010 Dcutsche M立rk
bis 45000 Deutsche Mark 1045 D叩 tschcMark
bis 50000 Deutschc Mark 1 080 Dcutsche M立rk
bis 55 000 Dcutsche :Mark 1115 D∞tscheM立rk
bis 60 000 Deutsche Mark 1150 Dcutschc Mark 
bis 65む00DcutscheMark 1185 DeutscheMark 
bis 70000 Dωtsche Mark 1 220 Deutscne Mark 
bis 75 000 Deutsche Mark 1 255 Dcutsche Mark 
bis 80∞o DcutscheM乱rk1 290 Deutscne Mark 
bis 85 000 Dcutschc Mark 1 325 Deutsche Mark 



bis 90000 Deutsche Mark 1 360 Deutsche Mark 
bis 95 000 DeutsゐeMark 1395 Deutsche Mark 
bis 100000 Deutsche M立rk1 4:30 Deutsche Mark 
bis 110000 Deutsche Mark 1500 Deutsche Mark 
bis 120000 Deutsche Mark 1570 Deutsche Mark 
bis 130 000 Deutsclie Mark 1 640 D叩 tscheMark
ois 140000 Deutsche Mark 1710 Deutsche Mark 
bis 150000 Deutsche Mark 1780 Deutsche Mark 
bis 160∞o Deutsche Mark 1 850 Deutsche Mark 
bis 170000 DeuτscheMark 1ヲ20Deutsche Mark 

bis 180000 Deutschc Mark 1 990 Deutsche Mark 
bis 190000 Dcutsche Mark 2060 Deutsche Mark 
bis 200 000 Deutsche Mark 2 130 D印 tsch.Mark 
his 220000 Deutscllc Mark 2250 Deutschc Mark 
bis 240000 Dcutsche Mark 2370 Deutsche Mark 
bis 260000 Deutsc1le Mark 2490 Deutsche Mark 
his 280000 Deutsche Mark 2610 Deutsc."e Mark 
bis 300000 Deutsc1le Marlぇ2730Deutsche Mark 
bis 320000 Deutsche Mark 2 850 Deutschc Mark 
bis 340000 Deutsdlc Mark 2 970 Deutschc Mark 
bis 360000 Deutsche Mark 3 090 Deutsche Mark 
bis 380000 Dcutsdle Mark 3210 Deutsche Mark 
bis 400000 Deutsme Mark 3330 Deutsche Mark 
bis 430000 Deutsche Mark 3 450 Deutsche Mark 
bis 460000 Deutsche Mark 3 570 Deutsche Mark 
bis 490∞OD叫 tsmeMark 3 690 Deutsche Mark 
bis 52自000Deutschc Mark 3 810 Deutsche乱fark
bis 550000 Dcutsche Mark 3930 Deursche Mark 
bis 580 000 Deutsche Mark 4 050 Deutsche Mark 
bis 610000 Deutsme Mark 4 170 Deutschc Mark 
bis 640000 Deutsche Mark 4290 Deutsche Mark 
bis 670000 Dclltsche Mark 4410 Deutschc Mark 
bis 700000 Deutsche Mark 4 530 Deutsche Mark 
bis 73:1 000 Deutsche Mark 4 650 Deutsche Mark 
bis 760 000 Deutsche Mark 4 770 Deutsche Mark 
bis 790000 Deutsche Mark 4 890 Deutsche Mark 
bis 820000 Deutsmc Mark 5む10Deutsche Mark 

bis 850 ∞o Deutsche Mark .5 130 Deutschc Mark 
bis 880000 Deutsche Mark 5250 Deutsche Mark 
bis 910000 Deutschc Mark 5370 DcUt5chc Mark 
bis 940 000 Deutsroe Mark 5490 D即日cheM孟rk
bis 970000 Deutsme Mark 5610 Deutsche Mark 
bis 1 000 000 D叩 tscheMark 5 730 Deutschc Mark 
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von dem Mehrbctrag iiber eine Million Deutsche Mark fur je .50 000 Deutsche 
Mark 150 Deutsche Mark. Gegenstandswerte uber eine Million Deutsme Mark 
sind auf volle 50 000 Deutsche Mark山 fzurunden.


